
 
 

大雪山国立公園管理運営計画検討作業部会の進捗について 

 
 
１．作業部会の目的 

 〇大雪山国立公園ビジョンを実現するため、また、大雪山国立公園の適正な保護及び利用

の推進を図るため、大雪山国立公園管理運営計画の作成について検討するもの。 
（※策定の主体は、環境省北海道地方環境事務所長ですが、大雪山国立公園連絡協議会の意見を聞いて作成

するものです。） 
 

２．内容 

 ○大雪山国立公園管理運営計画は次の内容で構成する予定であり、その具体的な内容につ

いて、事務局が作成する案について、御意見をいただくもの。 
 ・管理運営計画の作成経緯、対象区域（大雪山国立公園全域）の概況 
 ・ビジョン（大雪山国立公園ビジョンを引用して記載予定） 
 ・管理運営方針、風致景観及び自然環境の保全に関する事項、適正な公園利用の推進に関

する事項、国立公園関係者の連携体制等に関する事項（大雪山国立公園のアクションプ

ラン（行動計画）に該当する事項） 
 ・公園事業及び行為許可等の取扱いに関する事項        など 
 
３．開催状況 

（１）第１回作業部会（令和２年 12 月 10 日） 

・大雪山国立公園管理運営計画（素案）の検討 等 
 

（２）第２回作業部会（令和３年２月 16 日） 

・大雪山国立公園管理運営計画（案）の検討（別紙１） 
 ・講演「大雪山における気候変動の影響と、高山生態系の機能維持と多様性保全に向けて」

（北海道大学大学院地球環境科学研究院 工藤 岳 准教授） 
・調査報告「山岳地域におけるペットの持ち込み、餌付けによる自然景観・生態系への影

響について」 
 
４．今後の予定 

 ・大雪山国立公園管理運営計画（案）に対する御意見（別紙２）の調整 
・令和３年秋頃 管理運営計画検討作業部会（第３回） 

  「大雪山国立公園管理運営計画」（調整済みの案）確認。 
・令和３年年度末まで 環境本省との調整、パブリックコメント等 
・令和４年度当初 大雪山国立公園連絡協議会総会で了承 
・令和４年春～夏 環境省北海道地方環境事務所長による策定

資料２－１ 



 
 

参考 
大雪山国立公園連絡協議会 

大雪山国立公園管理運営計画作業部会名簿 

機関、団体等 

北海道地方環境事務所 

北海道開発局開発監理部開発連携推進課 

北海道運輸局旭川運輸支局 

上川中部森林管理署 

上川南部森林管理署 

十勝西部森林管理署東大雪支署 

（一社）層雲峡観光協会 

（一社）ひがしかわ観光協会 

（一社）美瑛町観光協会 

（一社）かみふらの十勝岳観光協会 

道北バス（株） 

旭川電気軌道（株） 

大雪と石狩の自然を守る会 

十勝自然保護協会 

北海道大学大学院環境科学研究院 渡邉悌二教授 

北海道大学大学院農学研究院 愛甲哲也准教授 

北海道上川総合振興局 

北海道十勝総合振興局 

富良野市 

上川町 

東川町 

美瑛町 

上富良野町 

上士幌町 

鹿追町 

新得町 

合計 26 機関・団体 
 
＜参考＞不参加の機関、団体 

（一社）ふらの観光協会、NPO 法人南富良野まちづくり観光協会、（株）りんゆう観光、 
ワカサリゾート（株）、十勝バス（株）、北海道拓殖バス（株）、 
北海道大学院 国際広報メディア・観光学院 観光学高等研究センター 木村宏教授、 
南富良野町、士幌町 
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１．管理運営計画作成の経緯 

 

本管理運営計画は、「国立公園管理運営計画作成要領」（平成 26 年７月環自国発第

1407074 号）第４に基づき、総合型協議会である大雪山国立公園連絡協議会の作業部

会を活用して作成したものです。  

令和２年 11 月に大雪山国立公園連絡協議会・大雪山国立公園管理運営計画検討作

業部会を設置し、令和２年 12 月から令和○年○月にかけて、○回の作業部会を実施

しました。 

特に、大雪山国立公園連絡協議会に参加する地域の関係者が、大雪山国立公園ビジ

ョンを実現するため、本管理運営計画に基づき協働して大雪山国立公園の管理運営に

あたる必要があるため、作業部会の間にも、意見を聴く機会、調整する機会を設けて

関係者の意見を十分反映させるよう努めました。 

その後、令和○年○月にパブリックコメントを実施、令和○年○月に大雪山国立公

園連絡協議会における了解を経て、令和○年○月に策定されました。 
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２．大雪山国立公園の概況 

（１）風致景観及び自然環境並びに利用の概況 

１）大雪山国立公園の価値とあゆみ 

ア 大雪山国立公園の価値 

大雪山国立公園（十勝川源流部原生自然環境保全地域も含む。ただし、２．（２）

公園計画の概況、５．風致景観及び自然環境の保全に関する事項、６．適正な公園利

用の推進に関する事項、７．公園事業及び行為許可の取り扱いに関する事項において

は、除く。）の広大で原生的な山岳景観は、日本でここだけにしかない、北海道、そ

して大雪山国立公園関係 10 市町が持つ優れた資源です。 

広大な山岳景観は、中生代に海底に堆積1した日高累層群が隆起し、その上に、新

生代（主に第四紀）の火山活動により溶岩や火砕流が噴出して広大な高地が形成され

た2ことによるものです。この高地は表大雪地域、東大雪地域に共通する基盤ですが、

表大雪地域では火山噴出物が厚く堆積したため広大で平坦な高山帯が形成され、東大

雪地域では多くの樹海が形成されました。 

また、山岳景観が広大であるため、その中に含まれる景観要素の多様性も際立って

います。現在も噴煙を上げる旭岳や十勝岳などの活火山、十勝三股をはじめとする大

きなカルデラのほか、大雪山の名にふさわしいたくさんの雪や雪氷現象、周氷河地形

などが見られます。エゾオヤマノエンドウ、ホソバウルップソウなどの大雪山の固有

種を含む高山植物のお花畑のほか、高層湿原も各地に見られます。ヒグマやナキウサ

ギなどの哺乳類、ウスバキチョウ、アサヒヒョウモンなどの高山蝶をはじめとする昆

虫など多種多様な動物が生息しています。森林は、針広混交林、針葉樹林帯、ダケカ

ンバ帯、ハイマツ帯が垂直に分布し、各地の利用拠点では、峡谷と柱状節理、湖、滝、

温泉が見られます。 

さらに、これらの景観要素には国際的な観点からも特徴あるものがあります。例え

ば、大雪山は周氷河地形が大規模に残された場所の南限であると考えられ、また、カ

ムチャッカ半島、東シベリア、千島列島といった各地に成立する北方林が大雪山では

同所的に見られます3。 

大雪山国立公園の山麓部には、多くの温泉が湧いています。それぞれの開湯の歴史

を背景として独特な温泉地の景観が形成され、国立公園の利用拠点となっています。

温泉に入ることで、大雪山国立公園の火山活動を感じながら、保養を楽しむことがで

きます。また、高山帯には登山道が整備されており、風景探勝や登山を通じてこれら

の広大で原生的な山岳景観を体験できます。 

このように、大雪山国立公園は生物多様性、生態系、地形・地質、利用のいずれに

ついても優れた価値を持ち、さらにこれら以外の多様な観点からも高い評価を得てい

ます。大雪山国立公園は、学術上の貴重性の観点から国の特別天然記念物に指定され、

森林保護上の重要性の観点から森林生態系保護地域が設定されています。また、地

                                                   
1 これらの堆積はおよそ１億 4000 万年前（日本シームレス地質図 https://gbank.gsj.jp/seamless/download/downloadIndex.html）。 
2 これらの堆積はおよそ 500 万年～100 万年前（小疇・野上ほか編 2003「日本の地形２北海道」東京大学出版会 p118,129）。 
3 沖津進 2002『北方植生の生態学』古今書院 
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形・地質の観点からは、とかち鹿追ジオパークが日本ジオパークに認定されたほか4、

文化の観点からは、大雪山を含むストーリーが「カムイと共に生きる上川アイヌ～大

雪山のふところに伝承される神々の世界～」として日本遺産5に認定されました。 

2003（平成 15）年には世界自然遺産の候補地の選定の検討対象となり、顕著な価値

があるとの意見（環境省・林野庁による平成 15 年世界自然遺産候補地に関する検討

会）もあったほか、大雪山国立公園を含む各地で様々な枠組みへの認定、登録に向け

た取組が進められています。 

これらの動きそのものも、国立公園の優れた価値のあらわれであると言えます。 

 
イ 大雪山国立公園の歩み 

大雪山国立公園は 1934（昭和９）年に指定されましたが、大雪山が有する価値を発

掘して活かす取組は、それ以前から行われてきました。 

国立公園制度ができる遥か以前の 1911（明治 44）年、当時の愛別村長、太田龍太

郎が現在の層雲峡を「霊山碧水」と名付けて国立公園として経営すべきとの建白書（意

見書）（石狩川上流霊域保護国立公園経営の件）を逓信大臣に送付したのが最も古い

記録です6。また、1924（大正 13）年には実業家や研究者（小泉秀雄など。大雪山コ

ラムも参照）が中心となり大雪山調査会が結成され、学術研究が大きく進展しました。

その成果をもとに利用者向けの登山案内書やパンフレットが作成され、高山植物保護

地域の設定運動等が行われました。 

大雪山国立公園は、日本の中で先駆けて、自然資源の価値を科学的に明らかにし、

保全を図ってきた特色ある地域であることを改めて認識する必要があります。 

 

第二次世界大戦後 60 年くらいは、戦後の復興、高度経済成長、その後のバブル経

済等を背景として、大雪山国立公園内においても、観光をはじめとする産業と自然保

護との調整が大きな課題となった時代でした。 

大雪山の裾野はエゾマツやアカエゾマツを中心とする森林で覆われていました7が、

1954（昭和 29）年の洞爺丸台風は大雪山に甚大な被害をもたらしました。これを機に

風倒木の搬出、処理等によって林業が急速に隆盛し、風倒地以外での伐採も進みまし

た。こうしたことによって、森林の蓄積量は半分以下となり、またトドマツが多くな

るなどかつての森林とは異なる林相に変化しました8。また、硫黄等の鉱物資源の採

掘、農業、生活用水等の確保のためのダム建設、観光道路の建設、電源開発（設備の

                                                   
4 日本ジオパーク委員会により 2013（平成 25）年 12 月認定。 
5 大雪山を最も神々の国に近く、自然の恵みをもたらす、カムイミンタラ～神々の遊ぶ庭～として崇拝してきたことを含むストーリー

で、文化庁により 2018（平成 30）年５月認定。 
6 笹川良江編・太田龍太郎著 2004『「大雪山国立公園」の生みの親 太田龍太郎の生涯―復刊「霊山碧水」―』北海道出版企画センタ 
 ー 
7 北海道 1975「大雪山自然生態系総合調査 中間報告（第１報）―十勝川流域―」p34、同 1976「大雪山自然生態系総合調査 中間

報告（第２報）―石狩川流域―」p180 
8 石狩川源流域においては、風倒跡に成立した森林は、風倒前の優占種であったエゾマツやアカエゾマツに代わり、トドマツが優占す

る林分やカンバ類やヤナギ類が優占する林分となっており、また、材積も、風倒被害を受けていない原生保護林の材積（620 ㎥/ha）
と比べて 20～55％となっているという（北海道森林管理局 2015「石狩川源流森林総合調査（第４次）報告書」p7-8,27-28）。被害率

が石狩川源流域より低かった十勝川源流域においても、十勝川源流部原生自然環境保全地域の林分が 400 ㎥/ha の材積を有している

のに対し、その周辺の林分の材積は 200 ㎥/ha 未満となっているという（長池卓男・久保田康裕 2000「自然保護区管理と森林施業―

大雪山国立公園を事例に―」遺伝 54 巻 9 号,p59）。 
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建設のほか資源調査を含む）等の計画が進みました。 

一方で、自然保護運動の盛り上がりにより大雪山国立公園の価値に及ぼす影響が著

しい建設計画は中止されました。 

 
21 世紀に入り持続可能な社会の構築が社会全体の課題となりました。 

2006（平成 18）年には全国の国立公園に先駆けて、原生的な雰囲気の有無など、自

然環境に合わせて登山体験を享受できるような登山道の整備や維持管理を目指した、

登山道の管理水準（現在の「大雪山グレード」）が定められました9。 

2007（平成 19）年に策定した大雪山国立公園管理計画では、重要な自然環境を厳正

に保全しつつ体験するために必要な利用空間を確保して自然とのふれあいを増進す

るといった、保護と利用をバランスよく両立させるワイズユースの考え方が打ち出さ

れました。 

また、この頃から表大雪地域の一部を中心として携帯トイレを普及する取組が始ま

りました。この動きは、2018（平成 30）年には大雪山国立公園連絡協議会と道内の山

岳関係 18 団体が共同で「大雪山国立公園携帯トイレ普及宣言」を発出することに結

実し、官民が連携して大雪山国立公園全体で携帯トイレを普及する方針が対外的に発

信されました。「大雪山国立公園携帯トイレ普及宣言」により、これまで大きな問題

とされていたトムラウシ南沼野営指定地や美瑛富士避難小屋周辺に携帯トイレブー

スの増設や新規設置が行われたほか、関係団体が協力して行う維持管理や普及啓発に

向けた動きが進んでいます。 

 
本格的な少子高齢化、人口減少社会を迎える中で、自然環境保全をはじめとする環

境問題は、経済や社会の課題と相互に密接に関連し、複雑化しています。大雪山国立

公園では 2007（平成 19）年に策定された管理計画の考え方を継承しつつも、今後の

管理運営においては、地域社会の課題解決に国立公園が寄与するといった発想のもと

で関係者が連携していくことも重要となっています。 

 
２）現状と課題 

ア 大雪山国立公園に影響を与える自然的・社会的環境の変化 

（ア）気候変動 

人間活動の拡大に伴う温室効果ガスの排出により、気候変動が生じ、気温が上

昇し、また、極端な降水や熱波が頻繁に発生する可能性も非常に高くなっていま

す。大雪山国立公園では、高山植生の生育適地の減少、紅葉の色づきの低下、山

岳地域での降水量の増加、ササや亜高山帯森林植生の拡大が予測されています。 

これにより、紅葉の色づきの低下による観光への影響や、降水量の増加による

登山道の侵食、荒廃の深刻化が懸念されます10。さらに、近年、大雪山国立公園

内でも局地的な集中豪雨により、登山口へアクセスする道が崩壊する被害も生じ

ています。 

                                                   
9 平成 27 年度改定。 
10 国立研究開発法人国立環境研究所「平成 29 年度生物多様性分野における気候変動への適応策検討業務報告書」（平成 30 年 3 月） 
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また、暖冬の影響によりエゾシカの分布が拡大し、大雪山国立公園の高山植生

についても、採食や踏圧による植生や景観の変化が見られています。 

 

（イ）人口減少と高齢化、ライフスタイルの変化及び価値観の多様化 

大雪山国立公園関係市町の人口は減少傾向であり、人手不足が生じています11。

国立公園に関係するＮＰＯや地域活動団体、観光、交通等の業界でも同様で、特

に施設の維持管理を行う関連業界（例えば、建築、土木、電気等）で担い手不足

が深刻です。 

ライフスタイルの変化と価値観の多様化はレジャーの多様化ももたらしました。 

余暇活動の参加人口のうち、国内観光旅行は 2011（平成 23）年以降連続して１

位であるものの、その数は減少しています。一方、余暇活動の内容は多様になっ

ています12。旅行形態についても、団体旅行から個人旅行へ変化し、個人の指向

や好みに合ったスタイルに変化しました。 

温泉地に団体で宿泊して景勝地を探勝する旅行形態を前提としてサービスを提

供する宿泊施設や事業者は苦戦する一方、その場所でしか見られない特色のある

資源を発掘して活用した特定の地域がＳＮＳ等で話題になり、その地域の旅行者

数だけが伸びるという二極化の状況も生じています。 

ライフスタイルの変化や価値観の多様化の背景には、近年の情報通信技術の急

速な進展もあると考えられます。利用者は旅行や登山に必要な情報の多くをスマ

ートフォンから得るようになりつつあります。また、ドローンなどの無人小型航

空機（UAV、以下「ドローン等」という。）の小型化により、調査研究や趣味で活

用できる機会が増える一方、利用者間でトラブルも生じています。このように、

近年の様々な情報通信技術の進展により、大雪山国立公園に関する情報の入手方

法や利用方法も変化しています。 

 

（ウ）外国人利用者の増加 

政府による観光立国の実現に向けた取組を背景に、我が国の外国人観光客数は

急速に増加しています。また、国立公園においては、訪日外国人利用者数を 2020

（令和２）年までに 1,000 万人にすることを目標とした、「国立公園満喫プロジェ

クト」が 2016（平成 28）年に立ち上がり、官民連携でのインバウンド対応の取組

が今まさに進められています。 

 

北海道を訪れる外国人の数はこれまで年間 60～70 万人で推移してきましたが、

2013（平成 25）年に 100 万人を超え、現在 300 万人に到達する勢いです13。統計

情報がある層雲峡地区においても、ここ数年で、外国人宿泊者数は年間 20 万人を

越え、層雲峡ビジターセンターの利用者についても外国人が３千人程度から６千

～７千人に増加しました。山岳地域、山麓地域を問わず、数多くの外国人旅行者

                                                   
11 2014（平成 26）年に有効求人倍率が１倍を超えた。 
12 公益財団法人日本生産性本部 レジャー白書概要発表資料 2009～2018 
13 北海道経済部観光局資料 



 

19 
 

が大雪山国立公園に訪れるようになったといえます。山岳地域では冬期も含めた

外国人利用者が増加する一方、遭難事故の増加が問題となっています。 

政府は観光を我が国の基幹産業に成長させて観光先進国を目指す等14、観光政

策を重視することとしており、今後もさらなる訪日外国人の増加が予想されます。 

 

（エ）新型コロナウイルス感染症の影響等 

令和２（2020）年２月以降、我が国においても新型コロナウイルス感染症が拡

大し、大雪山国立公園の山麓地域では利用者が減少し、観光をはじめとする様々

な産業に深刻なに影響を与えています。また、登山が感染の原因となる「３つの

密」（密閉・密集・密接）を避けながら楽しむことができるレジャーとして注目を

集めた結果、初心者の増加など山岳地域の利用者層が変化しつつあります。この

ため、事業を継続するために新しい生活様式に対応した利用を創出することが重

要となり、また、利用者に適切に呼びかけを行う、感染を回避しながら施設の維

持管理を行うなど、管理運営上の対応も必要となりました。 

これまでも、大雪山国立公園は、各地で生じた大規模な震災、北海道で生じた

台風や豪雨災害により、利用者の減少などの影響を受けてきました。今後も、新

型コロナウイルス感染症の影響の他、現時点では想定できない様々な社会変動が

頻繁に生じる可能性があります。 

これらの社会変動は、大雪山国立公園の管理運営に関係するすべての者にとっ

てリスクである一方、新たな利用の創出などのチャンスを見いだせる場合があり

ます。今後は、社会変動によって生じる負の影響を最小限に抑え、逆に正の影響

を最大限に活用していくという考え方が重要です。 

そのため、大雪山国立公園の関係者は、社会変動があっても大雪山国立公園ビ

ジョンを共通の目標として再確認しつつ、コミュニケーションを図りながら、負

の影響を低減して正の影響を活かす方策を見出し、社会変動を乗り越えていくこ

とが必要です。 

 

イ 大雪山国立公園の課題 

気候変動、人口減少と高齢化、ライフスタイルの変化、価値観の多様化、技術の進

展、外国人利用者の増加といった自然的・社会的変化に対応し、次の課題を解決して

いく必要があります。 

 

（ア）山岳地域の荒廃 

①保全上の課題 

i）植生等の変化 

大雪山国立公園では、気候変動を背景とした気温や積雪の変化、エゾシカの

分布拡大、ササの拡大などにより、高山植物のお花畑が減少し、生物多様性へ

の影響が懸念されています。 

                                                   
14 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議「明日の日本を支える観光ビジョン― 世界が訪れたくなる日本へ ―」（2016（平成 28）

年３月） 
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また、近年、外来生物法に基づく特定外来生物であるセイヨウオオマルハナ

バチが大雪山国立公園の高山帯で確認されることもあります。仮に定着してし

まえば、在来のマルハナバチが駆逐され、高山植物の生育に大きな影響が出る

こと15が懸念されています。また、大雪山国立公園には延長約 300km の登山道

があります。登山者の踏圧や近年の局地的な集中豪雨などにより荒廃が進むと、

登山道が拡幅したり、登山道外へ土砂が流出したりします。これにより、登山

道沿いの高山植生が減少・衰退しています。登山者がし尿を排するために登山

道から外れて歩くことでも、高山植生が衰退しています。 

 

ii）地形や土壌の侵食 

登山者の踏圧や集中豪雨などにより荒廃が進み、登山道が拡幅したり、登山

道外に土砂が流出したりすることにより、被植階状土をはじめとする周氷河地

形が消失した場所も見受けられ、地形や土壌の侵食も課題です。 

 

②利用上の課題 

i）施設の荒廃と老朽化 

大雪山国立公園の登山道は、火山噴出物に由来することから脆弱であり、登

山利用による一定の荒廃は避けられず、対策をせず放置すると荒廃が止まらな

い区間もあります。 

現在、国立公園内の登山道の約 75％が保全上の課題がある区間とされていま

す。 

荒廃した登山道は歩きにくく、利用体験の質の低下につながります。なお、

登山者は歩きやすい場所を求めて登山道の脇を歩き、さらに登山道の拡幅が進

むなど、自然環境保全上の課題と密接に関連しています。 

また、誘導標識、案内板、避難小屋等の施設の老朽化も課題です。 

 

ii）し尿の問題 

トイレの無い野営指定地や避難小屋を中心として、野外のし尿処理が問題と

なっています。登山道から外れて植生帯へ踏み込むことによる自然環境保全上

の課題があるほか、排泄物やトイレットペーパーが放置されることによる景観

の悪化や利用体験の質の低下が生じています。 

 

iii）情報提供 

大雪山国立公園では、特に誘導標識や案内板の多言語表記が不十分であり、

外国人利用者の利用に問題が生じています。また、登山利用に関する情報を集

約して発信する必要性が増してきています。近年、日本人、外国人を問わず、

多くの登山者が情報を得ているスマートフォンを通じて大雪山国立公園の登

山道に関する基礎的な情報を、実際に現地へ来る前に多言語により得ることが

                                                   
15 巣の乗っ取り等の直接的な駆逐以外にも、在来のマルハナバチの繁殖の阻害、盗蜜による高山植物の種子生産や繁殖の阻害の可能性

がある（北海道地方環境事務所「大雪山高山帯におけるセイヨウオオマルハナバチ防除の考え方」（平成 30 年 2 月））。 
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できるようにする必要があります。 

 

iv）利用者間、利用者・管理者間で生じる問題 

ドローンなど近年進展している新しい技術は、これまで山岳地域で利用され

たことはないため、原生的な自然環境になじまないと考える利用者に不安や不

快感を与え、利用者間でトラブルになる場合があります。また、大雪山国立公

園における利用のルールやマナーに対する理解が不十分な外国人利用者が、登

山道を外れて歩く、野営指定地以外にテントを張るなどの行動をとり、管理者

との間でトラブルになるケースも生じています。 

 

これらの①保全上の課題と②利用上の課題は、国立公園の問題であるばかり

か、地域社会としての課題でもあります。例えば、登山道の荒廃、施設の老朽

化、し尿の問題は、地域の観光資源の劣化とも言えますし、また、これらによ

り登山者数が減少することは、各市町の観光客の減少につながります。山岳地

域の荒廃がさらに進行すれば山麓での湧水を活用した取組等もイメージダウ

ンして地域の産業にも影響が及ぶ可能性があります。 

 

これらの課題に十分対応できない理由は、社会の人口が減少して高齢化する

など時代が変化していく中で、公共事業も削減され行政において予算や体制を

確保することが困難になってきていること、これまで維持管理の担い手となっ

てきた山岳会の会員の高齢化による担い手不足などが原因と考えられます。 

一方、大雪山国立公園の利用に関する調査では、協力金の支払いについて積

極的な意思を有している利用者が一定程度いることが明らかになっています16。

また、大雪山に繰り返し訪れ、登山道の補修や維持管理、清掃活動を行うイベ

ント等にも参加するような大雪山のファンが増えてもいます。 

利用者の参加・協力には、協力金・寄付金など任意で自主的な金銭の協力と、

ボランティア作業など任意で自主的な労力の提供があります。 

大雪山国立公園の維持管理のために参加・協力したい人がお金や労力を提供

するなど、多様な課題に対応するための新たな発想が必要です。 

 

（イ）利用拠点の低迷 

①体験型利用の取組 

利用者数が減少して事業者の経営が行き詰まった結果、廃屋が増えるなど、

利用拠点が低迷していることも大きな課題です。大雪山国立公園の従来の景勝

地の多くが閑散としています。 

その原因として、各利用拠点で旅行形態の変化に応じた対応が模索されてい

るものの、近年の旅行形態の変化に未だ十分に対応しきれていないことが考え

られます。 

                                                   
16 平成 28 年度大雪山国立公園協働型管理体制検討業務報告書 p75-76、平成 30 年度大雪山国立公園自動車利用適正化対策業務報告

書 
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近年、団体で自然の景勝地を周遊するスタイルから大きく変化し、旅行は個

人の指向や好みにあわせて行われ、その楽しみ方も、遊べる、学べる、癒され

るといった体験できるもの（コト消費）が人気で、旅行先で見る対象も、その

土地でしか見られないものであるのか、“本物”であるのかという点が重視さ

れます。これらに加え、旅行者がスマートフォンで写真を撮りＳＮＳで発信し

たくなるような見栄えも重要となってきます。 

そのため、既存の景勝地を再評価し、活かしきれていない観光資源を発掘し、

それらがなぜこの土地でしか見られないのかなどのストーリーを整理、磨き上

げた上で発信し、旅行者に体験をしてもらい満足感を得ていただくことが重要

です。景観要素が際立って多い大雪山国立公園であれば、十分に可能と考えま

す。 

 

②情報提供 

体験型利用の取組を行う前提として、旅行前の人に情報を届けることや、利

用者が現地を訪れた際に対象地や体験活動にアクセスするための情報発信が

必要です。さらに、大雪山国立公園を訪れてからも、ビジターセンターや宿泊

施設、野外の案内板等、近年増加する外国人旅行者が満足できる、多言語によ

る適切な表示を含む情報提供が必要です。 

 

 

（２）公園計画の概況 

大雪山国立公園の風景形式は、溶岩台地等の上に火山が噴出する地形を基盤とし、

高山帯生態系から自然林生態系が連続して広がる風景です。 

当該風景形式の中でも、本公園の風景は、地形の基盤となる溶岩台地等が標高の高

い地域に極めて大規模に広がるため、その上に噴出する火山の数も多くなり、また、

高標高地にある高山帯生態系の高山植物（湿原植物・雪田植物等を含む）から低標高

地にある自然林生態系の針葉樹林帯や針広混交林の自然植生までが連続して広大に

広がるため、規模の大きさ（雄大さ）、原生性、偉大さ、美しさの観点から我が国で

傑出しています。さらに、連続する高山帯生態系及び自然林生態系については自然度

も高く、高山帯生態系については、氷河期にシベリア、千島列島、本州から多くの高

山植物が移入して形成されたことから、その種類が非常に多彩となり、この点におい

ても原生性、偉大さ、美しさが傑出しています。本公園の傑出性の高い景観の特徴を

簡潔に表現すれば「北海道の真ん中に広がる大屋根―カムイミンタラ神々の遊ぶ庭―」

といえます。 

以上から、「国立公園及び国定公園の候補地の選定及び指定について」（平成 25 年

５月 17 日付け環自国発第 1305171 号環境省自然環境局長通知）の別添「国立公園及

び国定公園の候補地の選定及び指定要領」に掲げる要件を満たし、国立公園として指

定されています。 

また、溶岩台地等、火山、高山帯生態系、自然林生態系から成る原生的で広大な傑

出性の高い山岳景観を保全し、大雪山を畏敬や畏怖の対象としてきたアイヌ文化を踏
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まえつつこのような山岳景観を損なわないよう、層雲峡温泉、旭岳温泉、ぬかびら源

泉郷等を主たる利用拠点として、登山、野生動植物の観察、景勝地巡り、自然散策、

温泉入浴等を主な利用形態とした、適切な利用を推進するため、公園計画が定められ

ています。 

 

規制計画については、①大雪山、ニセイカウシュッペ山、十勝岳及びニペソツ山の

各火山地形や石狩岳連峰の構造山地地形の頂稜部に分布する高山植物群落、②ハイマ

ツ群落及び高層湿原等の原生的な自然景観を有する地域、③高層湿原・湿地性わい性

アカエゾマツ群落等、④噴気・泥流跡等の火山現象を呈する地域、⑤柱状節理の峡谷・

滝を有する地域を特別保護地区としてとして厳正に景観を保護します。 

特別保護地区に準ずる景観を有する地域として、①すぐれた火山、山岳地形を有す

る地域、②原始性の高い景観を有する河川、天然湖沼及びその周辺地域、③柱状節理、

構造土等特異な地形、地質を有する地域、④高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原、湿地

性わい性林等のうち原生的な自然景観を有する地域、⑤高山植物等貴重な植物の自生

地として貴重な地域、⑥すぐれた天然林を有する地域、⑦エゾナキウサギ、高山性鳥

類、高山蝶等貴重な動物の生息地、もしくは繁殖地として貴重な地域、⑧噴気現象、

温泉現象等特異な自然現象が生じている地域を、第１種特別地域として現在の風致を

極力維持しています。 

第２種特別地域については、①良好な天然林、山岳、河川等、公園の景観構成上重

要な自然景観を有する地域、②公園の主要利用地点からの主たる展望対象地域、③集

団施設地区等公園利用拠点とその周辺地域、④主要公園利用道路（車道）沿線で周囲

が第３種特別地域（予定）又は普通地域である地域、⑤現在一般のスキー利用（ツア

ースキーを除く。）がなされており、今後ともそれを認めることが適当な地域とし、

在の風致を維持するとともに、特に農林漁業活動については努めて調整を図ることと

しています。 

また、森林施業をはじめとする通常の農林漁業活動が風致の維持に大きな影響を及

ぼすおそれがない地域については、第３種特別地域とする。 

そのほか、特別地域の周辺部で風景の保護を図ることが必要な地域を普通地域とし

ます。 

 

事業計画のうち利用施設計画については、規制計画により保護される傑出した景観

を損なわない範囲で、また、大雪山国立公園を適切に利用する中で、利用者が傑出し

た景観を体感、理解する上で必要なものについて定めています。 

利用のための施設を集団的に整備する集団施設地区については、主要な利用拠点で

ある層雲峡温泉、旭岳温泉、ぬかびら源泉郷の３か所としています。また、大雪山国

立公園の利用形態である、登山、野生動植物の観察、景勝地巡り、自然散策、温泉入

浴等に対応した単独施設を設けています。道路（車道・自転車道・歩道）については、

これまで未だ、整備されていない路線で、今後とも整備の可能性及び必要性が低いも

のについては、計画から削除して、現在の公園計画に至りました。現在の公園計画で

は、大雪山国立公園周辺地域から大雪山国立公園の利用拠点へ至る重要な道路、大雪
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山国立公園内の利用拠点間を移動する重要な道路について、景観探勝の要素も考慮に

入れながら定めています。 

（※本項は、「大雪山国立公園指定書、公園計画書」（平成 31 年３月）をもとに作

成。） 
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３．ビジョン 

 

大雪山国立公園では、荒廃や低迷を食い止め優れた価値を守ること、課題を解決す

ることで自然環境や生物多様性の状態、利用体験の質を現状以上に豊かなものとする

ことを目指します。これにより、みんな（３．及び４．において、大雪山国立公園連

絡協議会（登山道維持管理部会を含む）構成員、各構成員の関係者及び関係団体、利

用者等（大雪山国立公園に訪れる観光客や登山者の他、大雪山国立公園に関心を有す

る者を含む。）、大雪山国立公園周辺地域をいう。以下同じ。）が大雪山国立公園を誇

りに感じ、世界の人々を魅了する山岳国立公園にしていきます。 

具体的には、次の（１）～（４）の姿を目指していきます。 

 

（１）大雪山の自然環境が守られ、より豊かになった国立公園を実現する 

１）山岳地域―大雪山グレードに応じた保全を進める 

２）山麓地域―多様な景観要素の保全を進める 

 

（２）魅力を活かし、質の高い利用体験ができる国立公園を実現する 

１）山岳地域―大雪山グレードに応じた管理と利用を進める 

２）山麓地域―利用体験の質の向上を進める 

 

（３）つながっていく国立公園を実現する 

１）来訪者に向けた情報発信を進める 

２）大雪山国立公園に関わるすべての人々に向けた価値の発信を進める 

 

（４）みんなが協働して管理運営する国立公園を実現する 

１）協働型管理運営体制を維持する 

２）管理運営への利用者の参加、周辺地域との連携を進める 

３）みんなが学び成長し、将来世代へ引き継ぐ国立公園を実現する 

 

これらをひとことで表現すると、次のとおりです。 

まもり、活かし、つなげよう 

みんなでつくる、世界を魅了する大雪山国立公園 
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４．管理運営方針 

（１）大雪山の自然環境が守られ、より豊かになった国立公園 

１）山岳地域―大雪山グレードに応じた保全 

登山道の荒廃や登山者の踏み荒らしによる植生、地形や土壌の改変・消失を回復さ

せます。これらは、大雪山グレードに応じて原生的な自然環境が維持された地域から

優先的に取り組みます。 

気候変動やエゾシカの影響等による植生の変化を監視して、気候変動への適応に関

する取組を検討します。また、セイヨウオオマルハナバチを始めとする外来生物の侵

入、定着から、高山生態系を保全します。 

これらにより、広大な原生的山岳景観、火山を基盤として広大さを形作る特徴的な

地形と、その上に大規模に広がる生物多様性が守られた国立公園を目指します。 

 

２）山麓地域―多様な景観要素の保全 

峡谷と柱状節理、湖、滝、温泉など、山麓地域の多様な景観要素を守り、特に利用

施設から見える重要な景観要素については、その周辺の自然環境とともに良好な景観

が確保された状態を目指します。 

 

（２）魅力を活かし、質の高い利用体験ができる国立公園 

１）山岳地域―大雪山グレードに応じた管理と利用 

大雪山グレードに応じた登山道の管理により登山道の荒廃が解消され、周辺自然環

境に調和した案内板、誘導標識等が整備され、野営指定地や避難小屋においては施設

の更新と管理が行き届いた状態を目指します。 

また、携帯トイレの普及、携帯トイレ関係設備の充実、既存の常設トイレの効果的

な利用などにより、野外へのし尿排出をなくし、し尿の問題を解決します。 

また、ドローンをはじめとする技術の進展等により新たな山岳地域における利用形

態が生じ、利用者間又は利用者・管理者間で問題が生じるような時は、関係者間で対

応を検討して解決し、快適に利用できる空間を維持します。 

これらにより、大雪山グレードに応じた利用が行われ、大雪山の原生的で雄大な山

岳景観を満喫できる状態を目指します。 

 

２）山麓地域―利用体験の質の向上 

層雲峡温泉、愛山渓温泉、大雪高原温泉、旭岳温泉、天人峡温泉、白金温泉、吹上

温泉、十勝岳温泉、トムラウシ温泉、然別湖、ぬかびら源泉郷、士幌高原などすべて

の利用拠点において、その場所に滞在することを主要な目的とする旅行者を増やしま

す。 

そのために、大雪山国立公園の資源（温泉、峡谷、湖、雪等の景観要素のほか、こ

れらを眺望したり体験したりできる歩道、園地、乗り物、施設17等。）を、世界中で大

雪山国立公園でしか体験できない“本物”を感じるストーリーを持つコンテンツに磨

き上げ、ＳＮＳに発信したくなるような新たな体験の仕方が提案され、それを支える

                                                   
17 施設については国立公園の公園計画（利用施設計画）に位置付けられたものに限る。 
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体制を各利用拠点で整えます。 

また、これら利用拠点の宿舎等、施設の改修、更新にあわせ、省エネルギーの設備

導入や地域の再生可能エネルギーの使用による温室効果ガスの削減、廃棄物の削減や

資源の循環を促進することを通じて、大雪山国立公園の利用拠点が、地域循環共生圏

18の中核としての役割を果たして自然と共生していくイメージ（付加価値）を付け、

それを利用者に浸透させます。 

これらにより、山麓地域の利用体験の質の向上を目指します。 

 

（３）つながっていく国立公園 

１）来訪者に向けた情報発信 

旅行や登山の準備段階において、大雪山国立公園に入ってから出るまでの間に必要

な情報についてインターネット等を通じて、わかりやすく得られる状態を目指します。

また、各利用拠点を中心としてネットワークを形成し、質の高い利用体験がいつ、ど

こで、又はどの施設にコンタクトを取ればできるかという情報が発信できる状態を目

指します。 

旅行者や登山者が実際に大雪山国立公園に来訪した際には、各施設等で必要な情報

に接することができ、求める情報にアクセスしやすいよう、窓口や案内板やサインの

表記が充実した状況を目指します。 

また、増加する外国人利用者に対しても、必要な情報が多言語で発信されることを

目指します。 

情報発信を充実させることにより、利用者の満足度の向上だけでなく、山岳地域に

おいては、遭難の減少や安全確保が実現します。 

 

２）大雪山国立公園に関わるすべての人々に向けた価値の発信 

大雪山国立公園の持つ優れた価値、荒廃や低迷を食い止め課題を解決するための取

組、目指す姿が実現した状態を、大雪山国立公園に関わるすべての人々に発信すると

ともに、日本国内さらには世界に発信し続けることで、大雪山国立公園の価値が理解

され、共有された状態を目指します。 

これにより、大雪山国立公園が地域の誇りとなるばかりでなく、世界の人々を魅了

し何度でも訪れてみたいと思う国立公園を目指します。 

  

                                                   
18 「地域循環共生圏」とは、各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資

源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方で、2018（平成 30）年 4 月に閣議決定した第五次環境基
本計画で提唱。 
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（４）みんなが協働して管理運営する国立公園 

１）協働型管理運営体制の維持 

国立公園に関わる多様な立場の機関、団体が参画する協働型の管理運営体制を維持

し、大雪山国立公園の目指す姿を実現する取組を進めます。 

 

２）管理運営への利用者の参加、周辺地域との連携 

大雪山国立公園ビジョンは、大雪山国立公園の利用者、関係するあらゆる人々（み

んな）と共有し、浸透させます。そして、みんなで目指す姿を実現するための取組を

実施します。具体的には、大雪山国立公園の管理運営に参加・協力したい人がお金や

労力を提供できる仕組みが整った状態を目指します。 

また、大雪山国立公園周辺の旭川地域、帯広地域は、大雪山国立公園にアクセスす

る拠点です。国立公園外の地域から大雪山を見ると、雄大な山々が連なる素晴らしい

景観を見ることができます。旭川地域、帯広地域などの地域も、大雪山国立公園にと

って重要な地域であると考え、今後は、両地域との連携をさらに推進し、両地域にお

いても大雪山国立公園の情報が発信される状態を目指します。 

 

３）みんなが学び成長し、将来世代へ引き継ぐ国立公園 

大雪山国立公園を取り巻く自然的、社会的環境は今後も急速に変化していくことが

予想されます。今後の変化に柔軟に対応しながら目指す姿を実現していくためには、

みんなが学び、成長していくことが重要です。 

大雪山国立公園ビジョンを実現するために必要な具体的な取組を実施できる人材

を育成する観点から、学びを支援する体制が整った状態を目指します。 

みんなで、これらの目指す姿が実現した国立公園を、後世まで地域の宝として守り

続け、将来世代に引き継いでいきます。 
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５．風致景観及び自然環境の保全に関する事項 

   
本項では、風致景観及び自然環境の保全に関する事項を記載しています。「保全す

べき風致景観及び自然環境」において、保全の対象とすべき風致景観及び自然環境を

整理して明確にした上で、「保全方針」を定めています。  

「取組事項」は、保全方針に従い、風致景観及び自然環境の保全に関して取り組む

べき事項を明記しています。 

「指導事項、遵守事項」は、大雪山国立公園の利用者、自然公園法に基づく行為許

可の申請者等を対象として、保全方針に従い指導を行う事項です。また、大雪山国立

公園の利用者等にとっては、国立公園の利用にあたり遵守すべき事項として位置付け

られます。なお、本項に基づき利用者に対して指導を行う場合は、行政手続法（平成

５年法律第 88 号）第２条第６号に基づき、自然公園法の目的を実現するために実施

する行政指導に該当します。 

 
（１）広大な山岳景観 

１）保全すべき風致景観及び自然環境 

大雪山国立公園の広大な山岳景観は、日高累層群の上に、火山活動により溶岩や火

砕流が噴出して広大な高地（溶岩台地）が形成されたことによるものです。表大雪地

域ではこれらの基盤の上にさらに火山堆積物が厚く堆積して広大で平坦な高山帯が

形成され、活火山、周氷河地形（構造土、植被階状土、永久凍土等）が見られます。

この周氷河地形環境は極めて大規模であり、日本の高山帯の中でも大雪山にしか存在

しない貴重なもので、重要です。また、東大雪地域ではこれらの基盤に多くの樹海が

形成され、カルデラ地形がみられます。これらが、大雪山国立公園の優れた価値の源

泉となる風景の基本構成であり、保全すべき風致景観及び自然環境です。 

 

２）保全方針 

大雪山国立公園の広大な山岳景観を厳正に保護し、大雪山国立公園の価値に及ぼす

影響が著しい行為を防止します。 

 

３）取組事項 

①大雪山国立公園に関わるすべての人々にその優れた価値を発信し、普及を図ります。 

②大雪山国立公園の有する優れた価値を保全するため、自然公園法を適切に運用しま

す。 

 

４）指導事項、遵守事項 

①「６．適正な公園利用の推進に関する事項」の指導事項、遵守事項に同じ。 

 

 

（２）連続する自然林生態系 

１）保全すべき風致景観及び自然環境 
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大雪山国立公園は、日高累層群とその上の広大な高地（溶岩台地）を基盤としてい

ることから、高山帯から山麓地域に至るまでの裾野もまた、広大です。この広大な裾

野は、針広混交林、針葉樹林帯、ダケカンバ帯、ハイマツ帯と垂直方向に連続しなが

ら変化する広大な森林で覆われています。特に、登山道等の利用施設から山裾を見渡

すと人工物のない遠大に広がる森林を見ることができます。 

これらの広大で連続する森林景観、連続する自然林生態系が、保全すべき風致景観

及び自然環境です。 

 

２）保全方針 

高山帯から山麓地域に至るまでの森林の連続性を確保します。 

過去に広大で連続する森林の一部であった開発跡地などにおいては、森林植生の復

元を図ります。 

 

３）取組事項 

①植栽など森林植生の復元活動を実施します（十勝三股地区、ミユビゲラの森など）。 

 

４）指導事項、遵守事項 

①森林植生の復元活動への理解、活動への参加を促します。 

 

（３）峡谷、柱状節理、湖、滝、温泉など多様な景観 

１）保全すべき風致景観及び自然環境 

大雪山国立公園の山麓地域には、峡谷、柱状節理、湖、滝、温泉などの特徴的な景

観要素が多数みられます。その多くは火山活動に由来しています。温泉のほか、柱状

節理は大規模な火砕流の堆積により形作られたものであり、河川の侵食により大規模

な柱状節理の断面を見ることができるようになった峡谷もあります。天然の湖には火

山の形成により川の水がせき止められてできたものもあります（然別湖）。 

火山活動は大雪山国立公園の広大で原生的な山岳景観を形作った重要な要素であ

り、これに由来する多様な景観要素は、保全すべき風致景観及び自然環境です。 

 

２）保全方針 

峡谷、柱状節理、湖、滝、自然噴出する温泉などの特徴的な景観要素について、厳

正に保全します。利用施設から特徴的な景観要素を望見した際に、景観要素と一体的

に見える周辺の風致景観については、特に保全を図ります。 

 

３）取組事項 

①自然公園法に基づく行為許可や公園事業に関する許認可を適切に運用します。 

②特徴的な景観要素やその周辺に生息又は生育する外来生物（ウチダザリガニ、オオ

ハンゴンソウ、ルピナスなど）の防除対策を実施します。 
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４）指導事項、遵守事項 

①自然公園法に基づく行為許可や公園事業の手続きの中で指導された事項を遵守す

ること。 

②外来生物を放逐しないようにすること。 

 

（４）野生動植物種とその生息・生育環境 

１）希少野生植物等 

ア 保全すべき風致景観及び自然環境 

大雪山国立公園に生育する大規模な高山植物群落（お花畑）、湿原植物群落、法令

により保護の対象となっている植物種（指定植物（※分布の範囲が限定される種（固

有種）、分布の限界種（東西南北の限界）、特殊な条件の立地（岩壁、風衝地など）に

生育する種を含んでいる。）、種の保存法に基づく国内希少野生動植物種、文化財保護

法に基づく天然記念物、北海道文化財保護条例に基づく道指定天然記念物、北海道生

物の多様性の保全等に関する条例に基づく指定希少野生動植物種）、環境省レッドリ

スト掲載種（※資料編参照）は、大雪山国立公園の生物多様性を構成する重要な要素

であるため、保全すべき風致景観及び自然環境です。 

また、上記の植物群落及び植物種が生育するために必要な自然環境も、これらの植

物群落や植物種と一体的に保全すべき風致景観及び自然環境です。 

 

イ 保全方針 

「保全すべき風致景観及び自然環境」に掲げた植物群落や植物種及びその生育環境

を厳正に保護することを通じて、大雪山国立公園の生物多様性を保全します。 

 そのために、希少野生植物等の盗掘、違法採取の防止、登山道からの踏み出し（し

尿排泄のためなど）による植物の踏みつけ、登山道の荒廃（法面侵食）や複線化によ

る生育環境の喪失等を防止します。 

また、外来植物による在来植物の駆逐、在来植物の生育環境の変化を防止し、特に、

外来生物（セイヨウオオマルハナバチ）による植物生育への影響を防止します。 

 大雪山国立公園においても気候変動による植生の変化（高山植物群落の縮小、ササ

の拡大）が見られます。気候変動の影響により急速に変化した植生を特定した上で、

その変化が始まる以前の状況まで回復させます。 

さらに、エゾシカの食害から希少野生植物等を保全します。 

 

ウ 取組事項 

①自然公園法の運用を通じ、「保全すべき風致景観及び自然環境」に掲げた植物群落

や植物種及びその生育環境を保護するとともに、利用者に保護への配慮を求めます。 

②盗掘、違法採取防止のための普及啓発（情報発信を含む）、監視パトロールを実施

します。 

③「６．適正な公園利用の推進に関する事項」の登山道以外への立ち入り、登山道の

侵食防止等の項に掲げる取組事項を実施します。 

④「大雪山高山帯におけるセイヨウオオマルハナバチ防除の考え方」（平成 30 年６月、
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北海道地方環境事務所）に基づき、防除の取組を実施します。 

⑤山岳地域に侵入した外来植物について、防除の取組を実施します。 

⑥国立公園等の保護区における気候変動への適応策の手引き」（平成 31 年、環境省自

然環境局）や重要生態系監視地域モニタリング推進事業（モニタリングサイト 1000、

環境省生物多様性センター）に基づき、気候変動の影響を監視するモニタリングを

実施します。 

⑦山岳地域におけるエゾシカの生息状況を把握するためのモニタリングを実施した

上で、広大な山岳地域において希少野生植物等をエゾシカの食害から守るための保

護管理方策を検討します。 

 

エ 指導事項、遵守事項 

①自然公園法の遵守により、希少野生植物等を保全すること（※希少野生動植物等は、

関係法令によっても保全されているので留意すること。「８．国立公園関係者の連

携体制等に関する事項」「（１）地域の関係者の連携－協働型管理運営体制の維持」

「１）関係省庁、自治体等との施策の連携」を参照）。 

②自然公園法により採取が規制されていない植物であっても、植物の採取を行わない

ようマナーを徹底すること。 

③高山帯でセイヨウオオマルハナバチを確認した場合は、環境省、北海道などの関係

機関、北海道生物多様性保全活動連携支援センターが運営するウェブサイト「新セ

イヨウ情勢」<https://seiyou-busters.net/>への情報提供を促します。 

④登山を行う前に、登山靴に付着した土（他の地域の植物の種が含まれる可能性があ

る）を落とすこと。 

⑤「６．適正な公園利用の推進に関する事項」に掲げる指導事項、遵守事項の実施を

求めます。 

 

２）希少野生動物等 

ア 保全すべき風致景観及び自然環境 

法令により保護の対象となっている動物種（種の保存法に基づく国内希少野生動植

物種、文化財保護法に基づく天然記念物、北海道文化財保護条例に基づく道指定天然

記念物、北海道生物の多様性の保全等に関する条例に基づく指定希少野生動植物種）、

環境省レッドリスト掲載種、その他分布の範囲が限定される種（固有種）、分布の限

界種（東西南北の限界）（※資料編参照）、上記１）の希少野生植物等の生育を支える

上で重要な動物（マルハナバチ類）などは、大雪山国立公園の生物多様性を構成する

重要な要素であるため、保全すべき風致景観及び自然環境です。 

また、上記の動物が生育するために必要な自然環境、特にヒグマを頂点とする動物

種の重要な生息環境である連続する自然林生態系も、これらの動物種と一体的に保全

すべき風致景観及び自然環境です。 

    

イ 保全方針 

「保全すべき風致景観及び自然環境」に掲げた野生動物種及びその生息環境を厳正
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に保護することを通じて、大雪山国立公園の生物多様性を保全します。 

そのために、希少野生動物等の違法捕獲を防止します。法令に基づき捕獲が規制さ

れている動物（特別保護地区の動物を含む）の中でも、ウスバキチョウやアサヒヒョ

ウモン等の高山蝶、ナキウサギ等のほ乳類、高山に生息する昆虫類など、利用者の関

心が高いものは、厳正に保護します。また、外来生物（特にセイヨウオオマルハナバ

チ）による在来生物（特に大雪山高山帯に生息するマルハナバチ類）への影響を防止

します。 

希少な猛禽類をはじめとする動物については、工作物の新築行為等による生息への

影響を防止します。 

また、山麓地域において利用者の関心が高い、法令により保護されていないオオイ

チモンジ、オサムシ類等の昆虫については、個体群の保全が図られるよう留意します。 

 

ウ 取組事項 

①自然公園法運用を通じ、「保全すべき風致景観及び自然環境」に掲げた動物種及び

その生息環境を保護するとともに、利用者に保護への配慮を求めます。 

②違法捕獲防止のための普及啓発（情報発信を含む）、監視パトロールを実施します。 

③希少野生動物の生息の可能性が高い箇所等において行為が行われる場合は、必要に

応じその生息状況等についての調査を求め、生息が確認された場合は、当該個体の

保護の観点から必要な措置（繁殖時期を避けて工事を実施すること、繁殖地として

明らかな地区の回避、生息のために必要と考えられる環境の保全等）を講じること

を求めます。また、生息環境の変化により当該地域における個体群の絶滅が懸念さ

れるような場合などには、自然公園法などの手続きにおいて、必要に応じて、生息

状況をモニタリングすること等の条件を付します。 

④「大雪山高山帯におけるセイヨウオオマルハナバチ防除の考え方」（平成 30 年６月、

北海道地方環境事務所）に基づき、防除の取組を実施します。 

⑤「６．適正な公園利用の推進に関する事項」の項に掲げる取組事項を実施し、動物

の写真撮影等へ対応します。 

 

エ 指導事項、遵守事項 

①自然公園法の遵守により希少野生動物等を保全すること（※希少野生動物等は、関

係法令によっても保全されているので留意すること。「８．国立公園関係者の連携

体制等に関する事項」「（１）地域の関係者の連携－協働型管理運営体制の維持」「１）

関係省庁、自治体等との施策の連携」を参照）。 

②自然公園法により捕獲が規制されていない動物であっても、動物の捕獲を行わない

ようマナーを徹底すること。 

③「ウ 取組事項」の③で求められる措置を適切に実施すること。 

④高山帯でセイヨウオオマルハナバチを確認した場合は、環境省、北海道などの関係

機関、北海道生物多様性保全活動連携支援センターが運営するウェブサイト「新セ

イヨウ情勢」<https://seiyou-busters.net/>への情報提供を促します。 

⑤動物の写真撮影をする者に対しては、動物の生息への影響を回避することを目的と
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して「６．適正な公園利用の推進に関する事項」の項に掲げる指導事項、遵守事項

の実施を求めます。 

 

（５）文化景観 

１）保全すべき風致景観及び自然環境 

大雪山国立公園の利用拠点の温泉地は、大正、昭和の時代に開湯され、100 年にも

及ぶ歴史を有しています。この歴史を背景として、温泉地の独特の景観が形成されて

おり、これらも大雪山国立公園の文化景観として保全すべき風致景観です。 

なお、大雪山の登山は、開湯された温泉地を拠点として始まりました。層雲峡、黒

岳、旭岳、天人峡に至る登山道は 2023（令和５）年に開通 100 周年を迎え、登山道も

文化的価値をもつものと言えます。登山をきっかけとして大雪山が有する価値が認識

されることとなり、1924（大正 13）年には「大雪山調査会」が結成され、学術研究が

進展しました。 

また、アイヌ民族の自然環境に対する認識、アイヌ民族の歴史や文化を表現したア

イヌ語の地名が付けられた自然環境、文学中に表現された自然環境についても、大雪

山国立公園の文化的価値をもつものと言えます。 

 

２）保全方針 

温泉地の良好な文化景観の維持を図ります。 

また、廃屋など温泉地の景観を阻害する要因は改善し、温泉地の景観のさらなる魅

力向上を図ります。 

 

３）取組事項 

①層雲峡、勇駒別、糠平集団施設地区においては、主要利用拠点として重点的に景観

の維持、改善を図る取組を進めます。 

②山麓地域の各利用拠点において、温泉地のさらなる魅力向上を図るため、各地区の

魅力的な資源を活かしたストーリーづくりを進めるとともに、そのストーリーに基

づいた景観形成を進めます。 

    

４）指導事項、遵守事項 

①施設の整備にあたっては、温泉地の景観を阻害しないよう、適切な意匠、規模及び

配置を指導します。 

②広告物の設置、掲示、表示にあたっては、温泉地の景観を阻害しないよう、適切な

意匠、設置等の数及び配置を指導します。 

③文化景観の保全の観点から、利用拠点における「６．適正な公園利用の推進に関す

る事項」の指導事項、遵守事項の実施を求めます。 
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６．適正な公園利用の推進に関する事項 

 
本項では、適正な公園利用の推進に関する事項を記載しています。山岳地域及び山

麓地域のそれぞれについて、利用方針を定めています。 

「取組事項」は、利用方針に従い、適正な公園利用の推進に関して取り組むべき事

項を明記しています。 

「指導事項、遵守事項」は、大雪山国立公園の利用者を対象として、利用方針に従

い指導を行う事項です。また、大雪山国立公園の利用者にとっては、国立公園の利用

にあたり遵守すべき事項として位置付けられます。なお、本項に基づき利用者に対し

て指導を行う場合は、行政手続法（平成５年法律第 88 号）第２条第６号に基づき、

自然公園法の目的を実現するために実施する行政指導に該当します。 

 
（１）山岳地域 

本項において、山岳地域とは、大雪山グレードが適用される登山道の登山口から先

の地域とします。大雪山国立公園の山岳地域における利用方針を次のとおり定めます。 

 大雪山国立公園の優れた価値を守る（山岳地域の荒廃等の課題を解決することを含

む）ことが重要であるとの認識のもと、利用はその範囲内で行うこととし、かつ、利用体

験の質を現状以上に豊かなものにすることを目指します。 

 そのために、大雪山グレードに応じた保全と利用を推進します。 

 

  ＜取組事項＞ 

①大雪山グレードを普及するとともに、登山情報の一元的な発信を実施します。    

大雪山グレードは、自己責任で行動判断を行うときの難易度等の目安を示すもので、

登山情報の発信は、登山者に対して力量にあった登山を推奨する際に前提として必

要となるものです。 

②利用者が協力金、ボランティアを含め多様な方法で国立公園の管理運営に参加する

機会を設けること、また利用者が積極的に管理運営に参加することを、管理運営の

大雪山スタイルと呼び、これを実現します。 

 

  ＜指導事項、遵守事項＞ 

①登山にあたっては、大雪山グレードの確認、危険の認識、自己責任で力量にあった

登山を指導します。 

②登山者自らが登山情報を収集し、遭難防止対策を実施（登山届の提出等）すること。 

③ガイドツアーについては、大雪山グレード、登山道の適正利用を普及啓発する質の

高いものへの参加を推奨します。 

④利用者が協力金、ボランティアを含め多様な形で国立公園の管理運営に参加する管

理運営の大雪山スタイルについて、利用者の理解を求めます。 
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１）登山道等施設の整備、維持管理 

ア 登山道等施設の整備に関する事項 

（ア）取組事項 

①大雪山国立公園全体の登山道を対象として、事業執行者の配置の見直し、登山

道未執行区間の解消に重点的に取り組み、適正な整備、維持管理ができる基盤

を整えます。 

②登山道の整備は、「大雪山国立公園登山道管理水準」（保全対策ランク、大雪山

グレード）、「大雪山国立公園登山道整備技術指針」に基づいて行います。 

③老朽化した案内板、誘導標識及びその他の施設の更新を図ります。 

④案内板、誘導標識及びその他の施設は原則として多言語表記にします。多言語

表記については、日本語及び英語を基本とし、必要に応じてその他の言語を追

加します。また、デザインに配慮するため、二次元コードの活用も検討します。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

 ○特になし。 

 

イ 登山道等施設の維持管理に関する事項 

（ア）取組事項 

①既に事業執行されている（管理者が設定されている）登山道であっても、課題

のある区間については管理の適正化を図ります。 

②登山道の荒廃の解消、案内板及び誘導標識の適切な維持管理、野営指定地及び 

避難小屋の適切な維持管理を進めます。 

③登山道の補修は、「大雪山国立公園登山道管理水準」（保全対策ランク、大雪山

グレード）、「大雪山国立公園登山道整備技術指針」に基づいて行います。登山

道の補修方法については、技術的に確立されているとは言えないため、登山道

の補修活動によって得られた新たな知見を「大雪山国立公園登山道整備技術指

針」に追加するなどの見直しを継続的に行います。 

④登山道の補修手順を示した「登山道維持管理作業実施手順マニュアル」、登山道

の補修作業結果をインターネット上に掲載して蓄積する「大雪山国立公園登山

道補修データベース」（いずれも大雪山国立公園連絡協議会登山道維持管理部会

が作成）を運用することで、PDCA サイクルによる登山道の適切な維持管理を進

めます。また、この取組を通じて、「大雪山国立公園登山道整備技術指針」に基

づき登山道補修ができる技術を持つ人材を育成します。 

⑤登山道管理者による維持管理にあたっては、登山者の安全確保を適切に図りま

す（登山道や施設周辺の枯損木の処理等）。 

     
（イ）指導事項、遵守事項 

○特になし。 
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２）登山道等施設の適正な利用 

ア 登山道以外への立入り 

（ア）取組事項 

登山中のし尿の排泄、休憩、写真撮影等を目的として、登山道以外に立ち入る

ことにより、植生の踏みつけ、破壊、裸地化が生じています。また、植被階状土

など周氷河地形も損壊することとなります。このため、登山道以外に立入らない

ことが必要です。なお、高山植物を踏みつけることについては、場合によっては

自然公園法で規制されている植物の損傷に該当する可能性もあります。 

以上を踏まえ、次の取組を進めます。 

①登山道以外に立ち入ることの問題点に関する理解を促進し、下記（イ）指導事

項（登山者は、登山道以外には立ち入らない）の遵守を求めるため、次のよう

な方法により普及啓発を行います。 

 利用拠点（ビジターセンター等）、標識、パンフレットによる周知 

 運輸施設、宿泊施設等、国立公園事業者によるアナウンス 

 インターネットを通じた発信 

②立入りが懸念される箇所に植生等を保護するためのロープを設置します。 

③利用者指導を実施します。 

④悪質な場合は、高山植物の損傷行為として刑事告発を含めてしかるべき対応を

検討します。 

 

（イ）指導事項、遵守事項 

①登山者は、登山道以外には立ち入らないこと。 

 

イ 野営 

（ア）取組事項 

定められた地点以外での野営を規制することは、無秩序な野営による植生の破

壊を防ぐことで自然環境の荒廃を防止する効果、ヒグマの誘引を防ぐことで事故

を防止し安全な利用を推進する効果があります。このため、関係行政機関（環境

省、林野庁、北海道及び市町）の合意として野営指定地を定める取組を継続しま

す。 

①次の場所を野営指定地として定め、山岳地域においては野営指定地以外で野営

しないよう指導します。 

 黒岳、裏旭、白雲岳、忠別岳、ブヨ沼、ヒサゴ沼、トムラウシ南沼、沼ノ原

大沼、前天狗、小天狗のコル、双子池、美瑛富士、上ホロカメットク 

②野営指定地の多くが、管理がなされておらず、荒廃が進む箇所があることから、

それぞれの野営指定地に管理者を設定する、野営指定地の範囲を明確化するな

どの取組を通じて、野営指定地の管理の適正化を図ります。 

③野営指定地の配置については、利用者の動向や多様化する利用者への安全性の

確保、自然環境への影響等を議論した上で、適正化を図ります。 
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（イ）指導事項、遵守事項 

①登山者は、野営指定地外ではテントを張り、野営しないこと。 

 

ウ ヒグマその他動物対策 

（ア）取組事項 

ヒグマは大雪山国立公園の全域にわたって生息し（登山道からヒグマの姿が見

られることもあり、また、各登山道において糞等の痕跡もしばしば見られます。）、

登山者とヒグマの行動圏は重複しています。 

このため、「北海道ヒグマ管理計画」（平成 29 年３月、北海道策定）で示された

考え方により対応し、あつれきを生じさせないようにする必要があります。ヒグ

マは通常、人間を恐れて避ける性質があるため、登山者はヒグマに自らの存在を

示し、突発的な遭遇事故を生じさせないことが重要です。また、ヒグマ（その他

の動物も含む）は、登山者の放置したゴミ、登山者による餌付けにより問題個体

化することがわかっており、問題個体を生じさせないことが重要です。 

そこで、ヒグマに出会わない対策、ヒグマやその他の動物を誘引しない対策の

徹底するため、次の取組が必要です。なお、大雪高原温泉地区に関しては、地域

ルールを作成して対応しています。 

①下記（イ）指導事項の遵守を求め、ヒグマ事故を防止するため、次のような方

法により普及啓発を行います。 

 利用拠点（ビジターセンター等）、パンフレットによる周知 

 インターネットを通じた発信（ヒグマに関する基礎的な情報、ヒグマの生息

情報等）。 

②ヒグマに関する基礎的な情報の発信、ヒグマ対策に関する利用者指導を実施し

ます。 

③大雪山国立公園におけるヒグマ情報の収集、提供のネットワーク化について検

討します。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

①ヒグマに自らの存在を知らしめることを通じて、ヒグマに出会わないための対

策（鈴の携行を励行する、できる限り複数人で登山をする。）を実施すること。 

②ヒグマに出会った際の対応を適切に行うこと（走って逃げない、集団で寄り集

まる、とられたものを取り返すことをしない等）。 

③ゴミの持ち帰りを徹底すること。 

④野営指定地内のテントにおける食料管理を徹底し、登山道上に長時間荷物を放

置しないこと。 

 

エ 登山道等の荒廃防止、快適利用の確保のための利用マナー 

（ア）取組事項 

大雪山国立公園の登山道は、火山噴出物に由来することから脆弱であり、登山

者が通常に歩行してもその踏圧により侵食が発生し、登山利用により一定の荒廃
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が生じることが避けられません。その上さらに、登山道を走ったり、ストックに

キャップを付けずに利用したりすると、通常よりも侵食が加速していくと考えら

れます。大雪山国立公園内ではこれまではあまり見られなかったパラグライダー、

ハンググライダーなどの機材を用いた利用も見られるようになりました。これら

の利用については、施設や他の利用者の安全を脅かす可能性がある、原生的な自

然環境に相応しくないといった観点から、他の利用者が不快に感じる場合があり

ます。 

また、大雪山国立公園では、従来から、自己責任によりいわゆるバリエーショ

ン登山（沢登り、岩登り、定められた登山道外での登山）や夏スキーなども実施

されてきました。これらは、登山道外における利用であることから、従来に比べ

事例が著しく増加した場合、または、動植物、地形、土壌の保全に対する配慮を

欠いた場合は、自然環境に対する著しい影響が想定されます。 

このため、登山道利用に関するマナーを呼びかけ、登山道等の荒廃防止、快適

な利用の確保を図る必要があります。また、バリエーション登山などについても、

実態を注視する必要があります。 

以上のことから、次の取組を実施します。 

①登山道等の荒廃防止、快適な利用の確保のための利用マナーについて、次のよ

うに普及啓発を行います。特に、利用者が問題点を分かりやすく理解できるよ

うにします。 

 利用拠点（ビジターセンター等）における情報発信、標識、パンフレットに

よる周知 

 運輸施設、宿泊施設等の国立公園事業施設におけるアナウンス 

 インターネットを通じた発信 

②利用者に対する適切な指導を実施します。 

③大雪山国立公園における登山では通常利用しない機材を用いる場合、利用者の

安全確保が困難な場合、利用者に著しい迷惑をかける恐れがある場合は中止す

るよう指導します。 

④バリエーション登山など、登山道外における利用の実態について、情報収集を 

行い、自然環境に影響が生じうる場合は、大雪山国立公園連絡協議会登山道維

持管理部会の枠組みを活用し、対応を検討します。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

①ストックを利用する場合は、キャップをつけること。 

②登山道は走らないこと。 

③タバコを吸う場合は携帯用灰皿を利用し、他の登山者の近くでは吸わないこと。 

④大雪山国立公園内ではパラグライダー、ハンググライダーなどの機材を用いた

利用は、原則として行わないこと。 

⑤歩道から雪渓に直接到達できなくなった時点で、その雪渓上でのスキーを止め

ること。 
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オ 野外へのし尿排泄 

（ア）取組事項 

大雪山国立公園では、野営指定地や登山道上における野外のし尿の排泄の問題

が深刻化しています。登山者がし尿を排泄するために、人目につかない場所を求

め、野営指定地及び登山道周辺を歩き回るため、植生の踏みつけや裸地化なども

生じています。 

そこで、2018（平成 30）年７月に大雪山国立公園連絡協議会及び山岳関係 18

団体により携帯トイレ普及宣言（※資料に掲載）が発出され、大雪山国立公園で

は同宣言に基づき、携帯トイレの普及、野外へのし尿の排泄防止に向けた取組が

進められています。 

なお、大雪山国立公園は、広大で気象条件も厳しく施設の維持管理が困難でそ

の費用も高額になる傾向がある上に、本州に比べて相対的に利用者が少ないこと

から登山者の費用負担による施設の管理が困難です。そのため、現時点では、常

設トイレよりも携帯トイレの方が、野外へのし尿の排泄防止に対して有効な手段

となっています。また、携帯トイレは、常設トイレに比べて他の登山者が触れた

ものと同じものに触れる機会が少なく、その分感染症罹患のリスクが低といった

メリットもあります。今後も、新たな感染症が発生する可能性を考慮し、継続的、

長期的に、携帯トイレの利用環境が確保され続けていくことが重要です。 

ただし、汚物搬出等の維持管理の効率的な手法や管理体制、利用者を含む費用

負担の目途がたつなどし、常設トイレの持続的な維持管理が可能となった場合に

は、既存の汲取り費用が高額な常設トイレの更新を検討し、その次には、新たな

常設トイレの設置も検討されることが重要です。 

以上を踏まえ、次の取組を実施します。 

①大雪山国立公園携帯トイレ普及宣言に関する普及啓発を次のように実施しま

す。 

 利用拠点（ビジターセンター等）における情報発信、標識、チラシやパンフ

レットによる周知。 

 運輸施設、宿泊施設等の国立公園事業施設におけるアナウンス。 

 インターネットを通じた発信 

②携帯トイレを使用しやすい環境づくり（ブースの設置や維持管理、回収体制の

構築、利用者向けの情報発信）を実施します。 

③大雪山国立公園携帯トイレ普及パートナーなどの取組を活用し、携帯トイレの

普及を進めます。 

④携帯トイレに関する利用者指導を実施します。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

①大雪山国立公園携帯トイレ普及宣言に基づき行動すること。具体的な行動は次

のとおり。 

 携帯トイレを持参すること。 

 常設トイレを適切に使用し、常設トイレがない箇所では携帯トイレを使用す
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ること。 

 特に宿泊地など登山者が集まる場所や水源地では、携帯トイレを確実に使用

し、野外へのし尿の排泄防止を徹底すること。 

 登山道の途中などし尿の問題が深刻化していない場所でも、携帯トイレを使

用し、持ち帰るよう努めること。 

 

カ ペット類の持ち込み 

（ア）取組事項 

山岳地域にペット類を持ち込むことにより、鳴き声、においなどが大雪山国立

公園に生息又は生育する野生生物への脅威となり、また、野生生物が伝染病に感

染する可能性もあります。さらに、必要以上にヒグマを興奮させてしまう危険性

もあります。そのため、ペット類が山岳地域に持ち込まれないようにすることが

必要です。 

以上のことから、次の取組を実施します。 

①ペット類を持ち込むことの問題点について利用者の理解を促進するため普及

啓発を次のように実施します。 

 利用拠点（ビジターセンター等）における情報発信、標識、チラシやパンフ

レットによる周知 

 運輸施設、宿泊施設等の国立公園事業施設におけるアナウンス 

 インターネットを通じた発信 

②ペット類の持ち込み防止に関する利用者指導を実施します。利用者指導の中で

理解が得られにくい場合は、ペットへの脅威（ダニ、伝染病の可能性）がある

ことも説明して理解を求めます。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

①山岳地域にペット類を持ち込まないようにすること。 

 

キ ドローン（無人小型航空機）の適正利用 

（ア）取組事項 

無人小型航空機（UAV、以下「ドローン」という。）は自然環境の調査研究、観

光振興、防災、報道等の多様な目的で利用されています。一方、利用者の安全確

保、自然体験の質の低下、野生生物への影響、自然環境に対する影響（特に墜落、

回収不能の事案）が懸念されています。 

そのため、ドローンを利用するにあたっては、土地所有者の了解を必ず得た上

で、懸念される事態が生じないような一定の配慮が必要です。 

以上のことから、次の取組を実施します。 

①ドローンを飛行させようとする者に対して、懸念される事態が生じないよう、

事前に指導を行います。 

②ドローンの適正利用について、利用者への指導を実施します。利用者指導を実

施する中で、必要な手続きをとっていないこと、注意事項を遵守していないこ
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とを確認した場合は、ドローンの使用を中止するよう求めます。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

①ドローンを飛行させる場合は、大雪山国立公園の土地所有者（主に国有林及び

道有林）が定める手続きを行い、その指示に従うこと。 

②上記の手続きに加え、飛行場所を管轄する環境省大雪山国立公園管理事務所又

は管理官事務所に連絡し、注意事項を受けること。 

 

ク 登山道の自転車利用、車馬動力船等の利用 

（ア）取組事項 

自然公園法第 20 条第３項第 17 号及び同法第 21 条第３項第 10 号に基づき、大

雪山国立公園特別地域の乗入れ規制区域及び特別保護地区内では、車馬・動力船

の使用、航空機の着陸が規制されています。 

一方、乗入れ規制区域以外の区域において、十勝岳望岳台周辺で自転車が利用

されることにより、登山道の荒廃が促進し、通常に利用している登山者の安全が

脅かされる事例も生じています。また、山岳地域の湖、沼において、手漕船等で

遊覧するなど、静謐さ等を確保すべき原生的な風致景観にそぐわない利用がなさ

れる可能性もあります。 

そのため、乗入れ規制区域内の車馬、動力船の利用規制を徹底することに加え、

乗り入れ規制区域外であっても、風致上の支障がある場合は、自転車の利用自粛

等を求めることが必要です。 

以上のことから、次の取組を実施します。 

①乗入れ規制区域について、案内看板やインターネット等で周知を図ります。 

②乗入れ規制区域外であっても、原生的な風致景観の保全上問題のある車馬や船

の利用がある場合は、適切に利用するよう求めるとともに、必要に応じて利用

しないように求めます。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

①十勝岳望岳台周辺等登山道の荒廃等が懸念される箇所では、登山道で自転車利

用をしないこと。 

②学術調査研究、風致景観の保全を目的とした事業、国立公園その他土地の管理、

救助活動以外の場合は、山岳地域の湖、沼において手漕船等を用いないこと。 

 

３） 地域ルール 

ア 取組事項 

大雪山国立公園では、地域の実情に即して、大雪高原温泉地区管理運営計画、大雪

山国立公園松仙園地区適正利用推進計画、東川町エコツーリズム全体構想等、登山道

の利用等に関する地域ルールが定められています。 
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イ 指導事項、遵守事項 

 地域ルールで定められた事項を遵守すること。 

 

４）登山者の安全確保 

ア 火山活動 

（ア）取組事項 

大雪山国立公園では、気象庁により「大雪山」「十勝岳」が活火山として位置づ

けられ、噴火警戒レベルが運用されています。活動火山対策特別措置法（昭和 48

年法律第 61 号）第４条に基づき、大雪山火山防災協議会、十勝岳火山対策協議会

が設置され、避難計画などが定められています。災害対策基本法（昭和 36 年法律

第 223 号）第 24 条第１項に基づき、北海道、東川町、美瑛町、上富良野町等の地

域防災計画において、具体的な防災対応が策定されています。 

これらの法律、計画に基づく対応に従い、公園利用者の安全確保を図ることが

必要であるため、次の取組を実施します。 

①必要に応じて、国立公園の登山情報として、火山関係情報を発信します。 

  
（イ）指導事項、遵守事項 

①噴火警戒レベルに応じて定められている「住民等の行動及び登山者・入山者等

への対応」（以下「入山規制等」という。）を遵守すること。 

②入山規制等及びその詳細については、地域防災計画に基づき設置される災害対

策本部の指示に従うこと。 

 

イ 有毒ガス地帯 

（ア）取組事項 

登山道に近接している、姿見の池噴気口、御鉢平カルデラ（有毒温泉）、大雪高

原温泉沼めぐり登山コース中の噴気現象（ヤンベ温泉）は、熱水や有毒ガスが生

じるため、危険です。 

そのため、利用者が立ち入らないようにする必要があります。 

以上のことから、次の取組を実施します。 

①パンフレットや地図を作成する際には、危険箇所を明示するとともに、立ち入

らないように記載します。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

①有毒ガス地帯には立ち入らないこと。 

 

５）情報発信 

ア 大雪山国立公園の価値の発信 

（ア）取組事項 

①大雪山国立公園連絡協議会のホームページにおいて基礎的な情報を整理し、
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SNS を中心に適時適切に魅力を発信することで、大雪山国立公園の価値を利用

者と共有します。 

②大雪山国立公園の価値を利用者と共有することは、協力金など利用者が国立公

園の管理運営に参加する上で極めて重要であるという認識のもと取組を進め

ます。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

特になし。 

 

イ 登山情報の発信 

（ア）取組事項 

①大雪山国立公園連絡協議会の「大雪山国立公園登山情報」のホームページを運

用し、インターネットを通じた登山情報の発信を強化します。 

②大雪山グレードの確認及び危険の認識を促し、自己責任で力量にあった登山を

推奨し、遭難を防止すること等は、山岳地域における利用方針を実現する上で

極めて重要であるという認識のもと、取組を進めます。 

③ビジターセンター、登山口に設置されている登山事務所、ロープウェイ駅舎は、

登山者が登山情報を見ることができる最後の場所であるため、重要な情報につ

いては、これらの場所に共通して情報が提供できるようにします。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

①登山者が自ら、登山情報を積極的に収集し、安全確保に努めること。 

 

６）冬期間の利用 

ア スノーモビル 

（ア）取組事項 

自然公園法第 20 条第３項第 17 号及び同法第 21 条第３項第 10 号に基づき、大

雪山国立公園特別地域の乗入れ規制区域及び特別保護地区内（以下、単に「乗入

れ規制区域」という。）では、スノーモビルの利用が規制されています。国有林及

び道有林においてもスノーモビルによる入林については自粛が求められています。

乗入れ規制区域に至ることができる道路の除雪終点地点等において、レジャー利

用を目的としたスノーモビルの利用が見られるほか、乗入れ規制区域近辺での利

用も見られます。 

以上のことから、次の取組を実施します。 

①関係機関によるスノーモビル規制調整会議、スノーモビル乗入れ規制合同パト

ロール等を実施し、関係機関と連携して情報の共有、普及啓発にあたる体制を

維持します。乗入れ状況の把握については、監視カメラを設置するなどの取組

を実施します。 

②スノーモビル乗入れ規制の周知看板を設置し、パトロールの実施状況をインタ

ーネットで発信するなど、普及啓発を進めます。 
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（イ）指導事項、遵守事項 

①自然公園法の許可を得た場合及び土地管理者の許可等を得た場合以外、スノー

モビルで大雪山国立公園に乗入れをしないこと。 
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（２）山麓地域 

本項において、山麓地域は、利用拠点を中心として、大雪山グレードが適用される

登山道の登山口よりも手前のすべての地域とします。大雪山国立公園の山麓地域にお

ける利用方針を次のとおり定めます。 

 層雲峡温泉、愛山渓温泉、高原温泉、旭岳温泉、天人峡温泉、白金温泉、吹上温泉、

十勝岳温泉、トムラウシ温泉、然別湖、ぬかびら源泉郷、士幌高原などすべての利

用拠点において、また、各利用拠点周辺の園地、歩道等を一体的に活用することで、

利用体験の質の向上を目指します。 

 これら利用拠点のコンテンツの磨き上げ（この場所でしかできない自然体験型の利

用の創出、その価値付け、情報発信）により、滞在することを主要な目的とする旅

行者を増やします。 

 また、国立公園の利用拠点が、地域循環共生圏の中核としての役割を果たして自然

と共生していくイメージ（付加価値）を付け、それを利用者に浸透させます。 

 

１）利用施設の整備、維持管理 

ア 利用施設の整備に関する事項 

（ア）取組事項 

①集団施設地区を中心として、地域の関係者の幅広い参画を得て、利用方針を実

現するための活性化、再整備の方策を、現在の社会状況を踏まえて検討します。

他の利用拠点においても、利用方針の実現及び将来像を検討した上で整備に着

手することが期待されます。 

（参考）集団施設地区における直近の計画 

 層雲峡集団施設地区：層雲峡プラン 65（上川町）、層雲峡集団施設地区整

備基本方針（平成９年）※2000（平成 12）年度に完了。 

 勇駒別集団施設地区：勇駒別集団施設地区基本計画（平成 19 年度） 

 糠平集団施設地区：大雪山国立公園東大雪地域整備基本計画（平成 22 年度） 

②各集団施設地区又は利用拠点における方策については、その特性に応じて個別

に検討します。 

③ただし、施設の改修、更新にあわせ、省エネルギーの設備導入や地域の再生可

能エネルギーの使用による温室効果ガスの削減、廃棄物の削減や資源の循環を

促進します。 

④また、いずれの整備においても、文字表記の多言語化、情報通信技術の最大限

の活用を図ります。 

⑤なお、施設の老朽化等への対応等、個別に必要な整備は、公園事業取扱い方針

を参照しながら進めます。廃屋化した施設については、新たな民間事業者の導

入を前提とした撤去に関する補助事業も活用しつつ、必要な対応を進めます。 

 

（イ）指導事項、遵守事項 

①地域の関係者は、各集団施設地区などの活性化、再整備の方策を検討する際は
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積極的に参加すること。 

②各施設において、老朽化等への対応など必要な整備については、個別に進める

こと。また、施設の改修、更新にあわせ、省エネルギーの設備導入や地域の再

生可能エネルギーの使用による温室効果ガスの削減、廃棄物の削減や資源の循

環を促進すること。 

③いずれの整備においても、文字表記の多言語化、情報通信技術の最大限の活用

を図ること。 

 

イ 利用施設の維持管理に関する事項 

（ア）取組事項 

①層雲峡ビジターセンター、旭岳ビジターセンター、ひがし大雪自然館について

は、地域と連携して管理運営する体制を継続します。 

②各ビジターセンターのほか、既に整備された施設の維持管理において、長寿命

化、維持管理の効率化を図ります。また、文字表記の多言語化の状況、情報通

信技術の活用状況を確認し、必要な対応をとります。 

③利用方針を実現するための活性化、再整備の方策の検討を契機として、また、

その他社会状況やその変化にあわせて、提供するサービスの変更を検討して実

施します。 

④ビジターセンター相互の情報交換、連携を進めます。また、国立公園の利用施

設以外の施設で情報提供の機能がある施設（防災シェルター、除雪センター等）

との連携を図ります。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

①下記２）アに掲げるマナーを遵守し、施設の適切な利用により維持管理に貢献

すること。 

 

２）利用施設の適正な利用 

ア 公園利用マナー 

（ア）取組事項 

1976（昭和 51）年に開始された「クリーン大雪」運動以来 40 年以上が経過し、

その当時に比べて利用施設周辺に見られるゴミは減少するなど、公園利用マナー

は改善されました。ただし、集団施設地区、園地、歩道などの利用施設を中心に、

利用者数が多い地域や時期に、マナーの問題が顕在化することがあります。また、

増加する外国人利用者に公園利用マナーが十分に理解されていないこと、ドロー

ン等新たな利用をはじめとする社会環境の変化等により、利用者間のトラブルな

ど新たな問題も発生するようになりました。 

このため、公園利用マナーを明確にし、継続的に利用者に伝えることが必要で

す。特に、外国人利用者など文化的な背景が異なる者に対しても、マナー遵守の

必要性が丁寧に伝わることが重要です。 

以上のことから、次の取組を実施します。 
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①関係機関、団体、ビジターセンターのほか、国立公園事業者からマナーに関す

る情報を提供して、周知を図ります。その際、多言語による情報提供を行うよ

うにします。 

②大雪山国立公園パークボランティア活動やその他の枠組みを活用し、清掃活動

を実施します。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

①ゴミを捨てないこと。 

②動植物を捕獲・採取しないこと。 

③施設を大切に使用すること（毀損、汚損などをしないこと。）。 

④決められた場所（園地、歩道等）以外へは立ち入らないこと（危険な箇所や、

林業、酪農、その他生活の妨げになる箇所もあるため。）。 

⑤ペットは適切に管理し、他の利用者を不快にさせないこと。 

⑥喫煙は決められた場所で行うこと。 

⑦野外にし尿を排泄しない。 

⑧キャンプ場など定められた箇所以外ではたき火はしないこと。 

⑨ドローンの飛行については、６（１）２）キを遵守すること。 

 
イ ヒグマ、エゾシカ、その他の動物対策 

（ア）取組事項 

集団施設地区、その他の利用拠点において、ヒグマが目撃されることがありま

す。利用者や地域住民が、ごみを捨てるなどヒグマを誘引するような対応をする

と、問題が生じる可能性が高くなります。また、エゾシカ等の野生動物と自動車

の衝突事故も発生しています。餌付けにより野生動物が道路に出るようになると、

エゾシカ以外の動物についても交通事故が発生しやすくなります。 

そのため、これらの問題については、公園利用マナーとは別に、大雪山国立公

園の保護と利用に深刻な影響を及ぼしうる重大な問題として認識し、マナーの徹

底を図る必要があります。 

以上のことから、次の取組を実施します。 

①マナーに関する情報を提供して、周知を図ります。その際、多言語による情報

提供を行います。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

①野生動物（ヒグマ、キツネ等）に餌を与えないこと。 

②野生生物との衝突を防止するため、スピードを出しすぎないなど安全運転を行

うこと。 

 

３）地域ルール 

ア 取組事項 

大雪山国立公園高原温泉・銀泉台地区自動車利用適正化対策連絡協議会が、高原温
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泉地区及び銀泉台地区において、９月中旬～下旬の紅葉時期にマイカー規制を実施し

ています。 

 
イ 指導事項、遵守事項 

①マイカー規制等地域の取組を遵守すること。 

 

４）利用者の安全確保 

ア 峡谷など落石発生箇所の利用 

（ア）取組事項 

大雪山国立公園には、層雲峡峡谷線、タウシュベツ川橋梁など、利用の対象と

なる資源でありながら、落石、崩落、倒木等による事故のリスクがあるものがあ

ります。このような資源については、これまで管理者において必要な対策措置を

講じた上で不特定多数の利用を認めるか、又は、不特定多数の安全な利用を確保

することができないことを理由として閉鎖する措置をとることが多くありました。 

しかし、近年は各地で、利用する上で一定の事故リスクがある資源を、高付加

価値の資源として捉え直し、リスク管理、利用者とのリスクコミュニケーション

を図りながら利用する例も増えています。 

今後は、利用の対象となる資源に事故の発生リスクがある場合、①管理者にお

いて必要な対策措置を講じた上で不特定多数の利用を認める、②閉鎖する措置を

とる、③高付加価値の資源として捉え直し、資源のリスク管理、利用者とのリス

クコミュニケーションを図りながら利用することを選択肢として、管理者及び地

域の関係者が検討し、方針を決定することが重要です。 

例えば、層雲峡峡谷線道路（小函自転車道）について、過去に事故が発生し、

今後も落石等による災害が懸念されることから通行止めとしていますが、不特定

多数の一般的な利用については、安全が確保されるまで行わないことが必要です

が、③の選択肢について、検討を行うことも重要です。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

①利用者は、管理者が事故のリスクを回避又は低減するために定められた資源利

用の取扱いを遵守すること。 

 

５）情報発信 

ア 大雪山国立公園の価値の発信【再掲】 

（ア）取組事項 

①大雪山国立公園連絡協議会のホームページにおいて基礎的な情報を整理し、

SNS を中心に適時適切に魅力を発信することで、大雪山国立公園の価値を利用

者と共有します。 

②大雪山国立公園の価値を利用者と共有することは、協力金など利用者が国立公

園の管理運営に参加する上で極めて重要であるという認識のもと、取組を進め

ます。 
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（イ）指導事項、遵守事項 

特になし。 

 

イ 利用情報の発信 

（ア）取組事項 

①大雪山国立公園連絡協議会のホームページ、SNS において、大雪山国立公園に

行く動機となりうるような、利用に役立つ情報を掲載します。 

②大雪山国立公園連絡協議会の構成員や関係者のホームページ、SNS コンテンツ

の充実に努め、大雪山国立公園連絡協議会のホームページにそれらへのリンク

を設けることで、情報発信の強化を図ります。 

 
（イ）指導事項、遵守事項 

特になし。 
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７．公園事業及び行為許可等の取扱いに関する事項 

（１）公園事業取扱方針 

事業決定の内容及び「国立公園事業取扱要領」（令和元年 9月 30 日付け環自国発第

1909302 号）によるほか、下記の取扱方針によるものとする（一部重複して記載して

いる事項を含む。）。 

１）共通事項 

本管理運営計画内において別途地区ごとに個別に取扱方針を定めている場合にお

いては、個別の定めに従うこととする。なお、本取扱方針で工法を限定しているもの

について、本管理運営計画策定時以降に開発された新工法については、この取扱に関

わらずその時点で個別に検討するものとする。 

 

項 目 取 扱 方 針 

１．公園事業施設の

基本的要件 

①不特定の国民一般に供される施設であること。（予約の受付け又は

料金の設定等に関して、会員制等により特定の者を優遇してはな

らない。ただし、分譲型ホテル等については「国立公園事業取扱

要領」（令和元年 9月 30 日付け環自国発第 1909302 号）による。） 

②国立公園の利用者に対し、各地域の特性に応じた良好なサービ

スを提供すること。 

③国立公園の指定目的（自然とのふれあいや自然の中での休養）

にできるだけ沿うような施設形態及び施設内容とすること。（都

市的な施設形態や施設内容は好ましくない。） 

④良好な自然環境内に立地していることを念頭に置き、利用者に

周囲の自然景観や環境を十分に楽しませるよう努めること。 

⑤施設の形態、デザイン、色彩及び材料自体が周囲の風致景観や

自然環境を害することのないよう配慮すること。 

⑥周囲の風致景観や自然環境を害さないよう、日常的に敷地内の

清掃・整頓等を実施するとともに老朽化して危険又は不要な工

作物を撤去するなど、管理運営には特別の配慮を払うこと。 

⑦施設に表示する文言については、多言語表記を検討すること。 

２．施設の位置等 ①敷地の選定の際には、施設設置後に周囲の風致景観や自然環境

が大幅に変化しないことを基本とする。 

②敷地内に地上工作物を新設する場合は、大きな樹木、転石、河

川、池沼、湿地等当該地域の環境の特徴となる自然物を極力残

置するような配置とする。 

③道路沿いに建築物が連坦する場合には、原則として壁面線を揃

えるものとする。ただし、地区の雰囲気作りのため、あるいは

樹木の保護のため等の理由で意識的に行わない場合はこの限り

でない。 

④勾配 30 パーセント以上の急傾斜地については、原則として残置

する。ただし、大規模建築物やトンネル抗口付近の附帯施設の

場合で、これを避けることができず、かつ、土地の保全上問題

が生じない場合はこの限りでない。 

⑤敷地内の建築物、駐車場等の施設以外の部分は、原則としてす

べて緑地として管理育成すること。 
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項 目 取 扱 方 針 

３．建物のデザイ

ン等 

①高さ及び建築面積 

必要最小限の規模とする。 
 ②建築物の形態 

特に大規模な建築物の場合、一つの壁面の面積が過大となること

で公園利用者に、風致景観上視覚的圧迫感を与えないよう、建築物

の形態に変化をもたせて、一つ一つの壁面の面積が小さくなるよう

工夫する。又は色彩及び材料に変化をもたせて、付属物や壁面の構

造又は色等によって壁面の分断を図る。 
 ③屋根の形態 

陸屋根を避け、切妻、寄棟、入母屋及び腰折等の傾斜屋根（片流

れを除く。）とする。勾配は 10 分の２以上とする。ただし、大規模

な、あるいは高層の建築物であって、傾斜屋根とすることでかえっ

て建築物の形態が不自然となってしまう場合や、規模が大きくなり

すぎてかえって景観を害してしまう場合にあっては、構造的には陸

屋根でもやむを得ないものとするが、その場合は、傾斜パラペット

等の擬似的な屋根を設置することによって、周囲の景観との調和を

図る。 
また、建築物が稠密な地区において、屋根からの落雪が危険とな

る可能性が高い場合にあっては、通常の傾斜屋根だけでなく、その

形態に工夫を凝らし、傾斜屋根による景観調和及び落雪に対する安

全性を同時に確保するような形態とする。 
また、10 ㎡以下程度の小規模な建築物であって、切妻等とするこ

とがかえって不自然となる場合は、片流れを許容する。 
 ④屋根の色彩 

焦げ茶色を標準とする。ただし、自然材料またはこれに準じた材

料を使用する場合は、この限りでない。 
 ⑤壁面の材料 

原則として自然材料（木材、石材）を使用する。全面使用ができ

ない場合は、デザインとして木材による付柱や石材の張り付けを検

討する。 
 ⑥壁面の色彩 

壁面に木材を使用する場合は、木材の素材色を許容する。木材に

塗装する場合は、茶色系統に限る。 
壁面に石材を使用する場合は、素材色のままとする。煉瓦を使用

する場合は、煉瓦の素材色を許容する。 
自然材料を模した材料（人造石、煉瓦タイル）を使用する場合で、

その色彩が自然材料の色彩に近い場合は、素材色を許容する。 
塗料により壁面を塗装する場合は、蛍光色でない白色（ただし、

大規模建築物にあって、全面的に使用するのは好ましくない。）、淡

い茶色、淡いクリーム色及び淡い灰色を標準とし、屋根の色彩との

調和同一建築物の他の壁面や材料の色彩との調和、及び周囲の環境

色との調和を考慮して決定する。 
 ⑦車庫、倉庫及び従業員寮等附帯建築物 

極力主たる建築物に包含し、別棟としないこととする。やむを得

ず別棟とする場合は、そのデザインは、①～⑥と同様に取り扱う。 
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 ⑧野生鳥類への配慮 

大面積のガラス面を壁面に設置する場合は、野鳥の衝突を防ぐよ

うな処置（バードセーバー、カーテン、傾斜窓、無反射ガラス等）

を講ずる。なお、設置に当たっては、個別に調整を図るものとする。 
（注）バードセーバー：野鳥がガラス面に衝突するのを防止するため、

ガラス面に貼付する猛禽類等を模したシール。 
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項 目 取 扱 方 針 

４．道路  

（１）車 道 ①基本的考え方 

道路（車道）事業については、道路交通の安全性を確保するとと

もに、公園利用車道であることに鑑み、附帯施設としての駐車場な

どの適切な整備及び道路からの景観の保全に留意する。 
 ②線形改良 

自然環境の優れた地域内での線形改良については、安全性を確保

した上で、極力周囲の自然環境を保全するため、橋梁やトンネルの

設置など可能な措置をとる。 
 ③冬期交通の安全確保 

冬期にも通行させる道路にあっては、スノーシェッド、スノーポ

ール等必要な安全施設の設置を認める。 
 ④残土処理 

残土は、原則として国立公園外に搬出するものであること。ただ

し、本国立公園内において許可等を得て行われる他の工事に流用す

る場合にあっては、この限りでない。 
 ⑤コンクリート構造物の表面処理 

トンネル、スノーシェッド及びロックシェッドの出入口のコンク

リートの露出部については、石張りにするか、顔料混入等によりコ

ンクリートの明度を下げ、石を模した仕上げとする等の配慮をする。 
 ⑥法面 

新設する法面の高さは最大でも 20 メートル以下程度に抑える。た

だし、他に適当な工法がない等の理由により短い区間でこれを超え

ることについては別途調整を図る。なお、周囲が二次植生であり、

風致景観上、若しくは動物の生息等の点で特に問題がなく、容易に

森林に復元可能な範囲内を考えられる場合は、この限りではない。 
 ⑦法面の緑化 

法面は早期に緑化することとし、可能な限り周囲の森林の構成要

素による森林化を図る。 
 ⑧法面構造物 

地形が全体に急峻で法面を構造物で抑える必要がある場合は、地

形、地質条件及び気象条件等の条件を踏まえ、モルタル吹き付けは

行わず、風致景観を保全するための一定の措置がとられた工法を選

定する。 
 ⑨落石防止網 

落石防止網を使用する場合、網の色彩は、光沢のない灰色、焦げ

茶色等、地肌の色彩を勘案し、目立たない色彩のものとする。 
 ⑩擁壁等構造物 

周囲が良好な風致を維持している自然林である場合又は景観保全

上重要な箇所である場合、若しくは動物の生息地として重要な箇所

である場合は、極力法面を造成せず、擁壁等の構造物を使用して周

囲の自然環境を保全する。 
擁壁等構造物のうち公園利用施設から望見されるブロック積み又

はコンクリート構造物については、表面に自然石を使用するか、自

然石に模した仕上げとする。 
落石防止柵の柵部分は、焦げ茶色に塗装する。 
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 ⑪附帯施設 

側溝の断面は必要最小限とし、素掘り側溝が好ましいが、コンク

リート側溝の場合は、皿型等の小動物横断の阻害とならないものを

検討する。トラフ型側溝の場合は、蓋を設置する。 
標識は安全確保のための注意標識、分岐点での誘導標識等必要最

小限とし、その形態等の詳細については、「５広告物の掲出又は表示」

(P■：ページ確定後記入)の項に準じて取り扱う。 
安全柵を設置する場合は、自然石を使用した車止め形式のものが

最も良いが、ガードケーブル又はガードレールでも可とする。ガー

ドケーブルを使用する場合は、支柱の色彩は亜鉛メッキ仕上げか、

利用施設から望見される場合は焦げ茶色に塗装する等周囲の景観を

著しく損なわないよう留意する。ガードレールを使用する場合は、

利用施設から望見される場合は外側及び支柱を焦げ茶色に塗装す

る。 
 ⑫特に風致景観の保護の必要性が高い地区 

特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区（資料４のとお

り）、各集団施設地区内及び特別保護地区においては、スノーポール

（固定式視線誘導標）の林立が道路からの良好な景観を阻害しない

よう道路管理者と今後の取扱いについて協議する。 
 ⑬照明 

道路照明の光色については、白色及び黄色系のものとする。 
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項 目 取 扱 方 針 

（２）歩 道 ①基本的考え方 

「大雪山国立公園登山道管理水準」（平成 27 年６月、北海道地方

環境事務所）で定められた利用体験ランク（大雪山グレード）に応

じた整備、補修及び維持管理を図る。 
歩道の整備、補修及び維持管理は、「大雪山国立公園における登山

道技術指針」（平成 28 年３月、北海道地方環境事務所）に基づいて

実施する。 
また、歩道附帯のトイレについて、必要に応じて管理手法等と併

せて整備を検討する。 
②整備 

整備に当たっては、原則として立木の伐採を行わないこととし、

湿原や湿性高山植物群落において整備を行う場合には、自然環境の

特性や利用状況を踏まえ木道を設置すること等により自然環境の保

全を図る。 
③標識類 

関係機関と調整を図り、必要最小限の標識、誘導標識、案内看板

及び自然解説板を設置し、遭難防止や利用者の利便等を図る。 
誘導標識、案内看板に地図を表示する場合は、大雪山グレードを

明示する。 
④幅員 

山岳地域の登山道は、歩行の用に供する幅を原則として 1.5 メー

トル以内とする（待避箇所、休憩箇所等を設ける場合を除く）。 
利用拠点周辺の探勝歩道については 1.5 メートルを原則とし、利

用者の数に応じて 2.5 メートル程度までの幅員を許容する。 
⑤管理 

歩道として管理する区域については、高山植物の保護及び侵食防

止対策等の実施を踏まえて路線又は区間毎に決定する。枝払い、下

草刈り等は、歩道として管理する区域の範囲内で実施する。高山帯

の登山道の管理者は、洗掘の発生を監視し、周囲の自然環境に影響

を与えないようロープ張りや補修を行う等、適切な措置を講ずる。 
５．園地 園路や園地等を整備する際には、使用する施設の材料（修景を含

む。）には原則自然材料を用いることとするが、積雪等湿潤環境その

他厳しい気象条件下にあり、施設の耐久性、安全性、性能の維持を

図るため特に必要な場合は、耐久性の高い人工材料を用いることが

できるものとする（ただし、自然景観に配慮した色彩、形状のもの

に限る。）。 
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項 目 取 扱 方 針 

６．附帯施設 

（建築物を除く。） 

①駐車場 
原則として、各事業者ごとに、本体施設の収容力や利用者数に見

合う量の駐車場を確保する。また、土地造成や既存の樹木の伐採を

最小限とするよう、敷地内の配置や駐車場の分散等に配慮する。さ

らに、極力駐車場内に小規模な緑地帯や樹木枡を設け、既存樹木の

残置又は植樹を行うと共に、駐車場の周囲にも同様に緑地帯の設置

及び既存樹木の保存を行う。 
②排水処理 

事業において排水処理を必要とする場合は、下水道が整備されて

いる地区では施設からの排水を下水道に接続する。下水道が整備さ

れていない地区の場合は、適切な処理能力を有した合併処理浄化槽

（処理水の BOD は、設計上 20ppm 以下）を設置する。 
ただし、商業電力のない場所や、水を使用しないトイレ等特別の

事由がある場合についてはこの限りでない。また、湿原や湖沼の上

流部など水質の保全を図ることが特に重要な地域にあっては、放流

先の指定や三次処理の実施など特別の配慮を行う。 
③給水、排水又は引湯のための配管 

原則として、地下埋設とする。 
 

④看板、誘導標識、表示板等 
看板、誘導標識、表示板等は必要最小限とする。 
支持物（支柱、台座等）、表示面には、原則自然材料を用いること

とするが、積雪等湿潤環境その他厳しい気象条件下にあり、施設の

耐久性、安全性、性能の維持を図るため特に必要な場合は、耐久性

の高い人工材料を用いることができるものとする（ただし、自然景

観に配慮した色彩、形状のものに限る。）。なお、裏側が利用者の目

に触れやすい位置に設置する場合には、木材を張るなどの措置をと

る。 
夜間に利用者誘導や表示の必要がある施設に限り、外部からの照

明（白色、黄白色等に限る。）を許容する。 
動光、点滅を伴うもの、ネオンサイン及びイルミネーションは認

めない。このほか、表示板一つあたりの規模に関しては、原則とし

て行為許可の規定を公園事業についても適用する。 
海外からの利用者の来訪状況に応じ、多言語表記に努める。 

⑤電線 
特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区（資料４のとお

り）及び各集団施設地区内の公園事業施設にあっては、原則として、

地下埋設とする。 
⑥貯油タンク等小規模な附帯施設で建築物に包含できないもの 

極力利用者の目に触れない位置に設置することとし、それができ

ない場合は、樹木や垣根等により隠ぺいする。 
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２）集団施設地区 

ア 層雲峡集団施設地区 

事業の種類 取 扱 方 針 

１．園 地 当集団施設地区の年間利用者数に比べ、地区内での散策、休憩等の

利用は比較的少ない状況にあるため、滞在型又は体験型の利用を目指

した整備を図る。 
橋梁や柵については、特に安全確保に留意した設計とする。 

２．宿 舎 当集団施設地区は、滝や柱状節理の岩壁等層雲峡峡谷の景観探勝及

び大雪山連峰への登山の基地として、また北海道周遊の宿泊地として

利用されているが、今後は層雲峡集団施設地区を観光の目的地とした

滞在型及び体験型の宿泊拠点を目指した整備及び管理運営を図る。 
宿舎は、宿泊施設整備計画区及び中央整備計画区内に限り整備する

こととし、宿泊施設整備計画区には大型で敷地に十分な緑地をもった

宿舎を、中央整備計画区には民宿、ペンション、中型ホテル等の宿舎

を整備することとする。各計画区について以下のとおり取扱を定める

ものとする。 
①宿泊施設整備計画区内宿舎事業 
（ア）建ぺい率は 50 パーセント以下とする。 
（イ）敷地（飛び地で敷地が存在する場合もこれに含む。以下同じ。）

内の緑地は極力確保する。 
（ウ）総延床面積 

敷地内のすべての建物の延床面積の合計は、25,000 ㎡以下とす

る。 
（エ）営業部床面積（総延床面積から従業員宿舎、従業員室等の面積を

減じた面積）は、20,000 ㎡以下とする。ただし、すでに超えてい

る場合は現況面積以下とする。 
（オ）地上階数は、それぞれの宿舎事業ごとに、棟ごとの現況階数を超

えないものとする。独立した従業員宿舎については、５階以下と

する。 
（カ）宿泊収容力は、１宿舎当たり 1,000 人以下とする。ただし、すで

にこれを超えている場合は、現況以下とする。 
（キ）建築物壁面線の道路及び敷地境界からの後退距離は 10 メートル

以上とする。ただし、敷地境界からの距離について、防災上及び

地形上等やむを得ない場合はこの限りでない。 
なお、すでに超えている場合は、建替えの時点で原則 10 メート

ル以上の後退距離を設けるものとする。 
（ク）外部、特に道路や園地等多数の公園利用者が利用する箇所からの

景観保全に留意する。大規模建築物であるため、遠景においては、

一つ一つのホテルが緑地に囲まれているような景観となるように

し、周辺の峡谷と森林によって構成される景観を大きく阻害しな

いように配慮する。 
（ケ）各ホテルの客室等からの景観にもそれぞれ特徴があるため、お互

いの宿舎からの景観保全に配慮する。 
（コ）特定の壁面が過度に大きくならないよう、デザインや色彩上の工

夫をする。 
②中央整備計画区内宿舎事業 
（ア）地上部の階数は棟ごとに５階建て以下とする。なお、屋根裏部屋
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で窓のあるものについては建築物の階数に含める。 
（イ）建築物の高さは棟ごとに、最低地上部から最高部の軒までの高さ

を 18 メートル以下とする。 
（ウ）建ぺい率は 80 パーセント以下とする。ただし、既にこの基準を

超えている場合は現況以下とする。 
（エ）建築物壁面線の敷地境界線からの後退距離は、１メートル以上と

する。ただし、合築建築物及び建築物附帯の公開通路の壁面並び

に建ぺい率が 60 パーセント以下の建築物のうち、敷地形状等に

より後退距離を確保することが著しく困難と認められる場合につ

いてはこの限りでない。 
（オ）建築物と道路との間には、極力樹木を植えることとする。 

３．休憩所 休憩所は、中央整備計画区内に設置するものとし、整備に当たって

は、中央整備計画区内宿舎事業に準じた取扱とする。 
４．野営場 自然ふれあい施設整備計画区において、北海道が小規模な野営場を

整備している。 
当該地区は、大雪山への登山利用者や夏の自転車及びバイクツーリ

ングの利用者が多いことから、これらの利用実態を踏まえた対応を図

る。 
５．駐車場 環境省が中央整備計画区に立体駐車場を整備したほか、上川町も同

計画区内において公共駐車場を整備している。これらの駐車場を適正

に管理していくこととし、立体駐車場については、周囲の緑化に特に

配慮する。 
６．給・排水施設 上川町が給・排水施設を整備している。 

施設の再整備等を行う場合は、必要水量の動向を十分把握して規模

を決定するものとし、眺望に配慮した整備を行うものとする。 
７．博物展示施設 当該集団施設地区は当公園の最大の利用拠点であることから、黒岳

をはじめとする大雪山連峰の自然の成り立ちや動植物の生態等を解

説するため、環境省が中央整備計画区にビジターセンターを整備して

いる。 
施設の維持管理及び美化清掃については、上川町等の協力を得なが

ら適切に行うものとする。また、自然保護教育活動の拠点として、自

然観察会及び自然教室を実施し、パークボランティア等の活動拠点と

しても活用していく。 
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イ 勇駒別集団施設地区 

事業の種類 取 扱 方 針 

１．園 地 集団施設地区内にある森林、滝、沢等の自然景観の探勝のため、環

境省や北海道が園地及び園路を、東川町が冬季間はクロスカントリー

コースとして利用される園路、休憩舎、駐車場等を整備している。 
再整備に当たっては、既設の自然探勝路の活用を検討するととも

に、新たな自然探勝路の整備も検討し、集団施設地区全体で自然探勝

の利用が行われるよう努めるものとする。また、園路の下草払い等き

め細かい管理を実施する。 
２．宿 舎 本地区は、周囲の恵まれた風致景観や自然環境の探勝、旭岳方面へ

の登山基地として、勇駒別線（道道）沿い両側の平坦部分に適当な間

隔をおいて民間のホテル等が事業執行している。地域の特性を活かし

ながら、利用者のニーズに対応した滞在型の保養基地として施設を整

備する。 
整備に当たっては、以下のとおり取扱を定める。 
 

①建築物の規模、壁面後退等 
（ア）建築物の高さは、棟ごとに 20 メートル以下とする。 
（イ）隣接する公園事業施設の建築物との間隔は 50 メートル以上とし、

また、原則として道道端から 20 メートル以上後退させる。ただ

し、この基準を満たしていない既存施設の増築及び建替えについ

ては、既存施設の後退距離を許容するが、極力道路から後退させ

るものとする。 
（ウ）外部のデザインは単純な形態とし、原則として自然の素材を利用

する。なお、複数の建築物がある場合は、地域全体の調和を図る

ため、デザインや色彩を統一する。 
屋根の形状は、原則として切妻とする。 

（エ）附帯施設としての駐車場は宿舎の収容力に見合った駐車スペース

とし、自己敷地内に確保させる。 
３．博物展示施設 当地区の自然探勝の利用を推進するための拠点施設として環境省

が整備している。 
なお、エコツーリズムに関する幅広い情報提供や活動を支援してい

く施設として、自然環境教育活動やガイドの拠点としての機能も踏ま

えた管理運営を図る。 
施設の維持管理及び美化清掃については、東川町等の協力を得なが

ら適切に行うものとする。 
４．野営場 

 

公共野営場として林野庁が管理舎を、東川町がテントサイト、ファ

イヤーサークル、駐車場等を整備している。 
また、野営場の一部は、冬季間に限り、クロスカントリースキーコ

ースとして使用されているが、今後も冬季の自然観察路としての整備

を検討する。 
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５．駐車場 旭岳方面への登山及び周辺の自然探勝のための基地となることか

ら、北海道が駐車場を整備し、環境省により整備されたビジターセン

ターの利用者にも利用されている。高山植物の開花や紅葉のシーズン

には道道沿線に車両が路上駐車することのないように、必要な措置を

行うとともに、既存の駐車場への誘導等を関係機関と連携して実施す

るなど利用の適正化に必要な取組を行う。 
再整備等に当たっては、極力地形の改変及び支障木の伐採を最小限

にするものとする。 
６．排水処理施設 東川町が公共下水道を敷設しており、地区の最下流部に処理場を整

備している。 
施設の規模については現状程度とし、適切に維持管理するものとす

る。 
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ウ 糠平集団施設地区 

事業の種類 取 扱 方 針 

１．園 地 糠平野営場及び糠平湖汀線の隣接地において、糠平湖の展望、湖水

とふれあう休息等の場として北海道及び上士幌町が湖畔園地を整備

している。 
糠平宿舎事業施設及び一般国道 273 号の隣接地においては、来訪者

や地域住民の休憩・交流の拠点及び国道を通行する利用者を温泉街へ

誘引する役割をもつ公園として、上士幌町及び環境省が中央園地を一

体的に整備している。 
また、中央園地や糠平宿舎事業施設と湖畔園地を接続する自然探勝

路及び寺の沢河畔園地を上士幌町が整備している。 
現状施設の改修等に当たっては、湖畔園地においては糠平湖の展望

を妨げないよう留意し、中央園地等においては小公園的な園地にふさ

わしいものを整備する。 
２．宿舎 東大雪地域最大の公園利用拠点であり、自然探勝、温泉保養、野外

レクリエーション等様々な目的の公園利用者を対象として、整備され

ている。 
整備に当たっては、以下のとおり取扱を定める。 

①事業施設の収容人員が 30 人以上 800 人以下であること。 

②建築物の水平投影外周線が、公園利用道路の路肩から 3.0 メートル以

上、敷地境界線から 1.5 メートル以上それぞれ離れていること。 

③宿舎として利用される建築物が 30 メートル以下、その他の建築物が

13 メートル以下の高さであること。 

④建築面積の敷地面積に対する割合が 60 パーセント以下、延床面積の

敷地面積に対する割合が 360 パーセント以下であること。 

⑤宿舎として利用される建築物の内部には、ホール、ロビー等のパブリ

ックスペースが十分確保されること。 
３．野営場 糠平湖畔において、湖水とのふれあい及び湖畔林の自然探勝の拠点

として、林野庁が整備している。 
現状の区域内に多様な利用者に対応した施設の整備充実を図るも

のとする。 
４．駐車場 当該集団施設地区を訪れる公園利用者の駐車場として、北海道及び

上士幌町が整備している。 
施設の規模については現状程度とし、案内板等の整備を図る。 

５．自動車運送施

設 

十勝地方の拠点都市である帯広市から、当該集団施設地区への公共

交通機関の施設が整備されている。 
営業所等施設の規模は現状程度とし、整備に当たっては、休憩スペ

ース及びバスの駐車スペースを確保する。 
６．給水施設 糠平集団施設地区内の各種公園利用施設及び居住者の飲料水等を

確保するため、上士幌町が整備している。 
施設の規模等は、利用者の動向を十分把握して決定するものとし、

浄水施設、配水施設等関連施設の整備に当たっては、周囲の自然環境

との調和を図るよう留意するものとする。 
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７．博物館 本公園の自然や歴史等に関する資料を収集、保管及び展示するため

の施設として、上士幌町が博物館（ひがし大雪博物館及び鉄道資料館）

を整備している。 
規模は現状程度とし、ひがし大雪博物館は機能をひがし大雪自然館

に移転したことから、施設及び周辺地域の利活用について検討を進め

る。 
８．博物展示施設 東大雪地域全体の自然体験や自然環境保全に関する解説・活動拠点

として、環境省と上士幌町による合築施設（ひがし大雪自然館）が整

備されている。 
施設の維持管理については、環境省と上士幌町が連携して適切に行

うものとする。また、自然保護教育活動の拠点としての機能を踏まえ

た管理運営を図る。 
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３）単独施設 

名 称 事業の種類 取 扱 方 針 

愛山渓温泉 宿 舎 永山岳及び北鎮岳方面、沼ノ平方面、松仙園への登山利用並

びに温泉周辺の自然探勝及び湯治利用の拠点として利用者が

多く、宿泊及び休憩地として上川町が宿舎を整備している。  
施設の規模は現状程度とし、施設の改修に当たっては、自然

環境との調和に留意するものとする。 
銀河流星ノ

滝 

園 地 銀河流星ノ滝を展望する場所として、利用者も多く、林野庁、

北海道及び上川町が公衆トイレ、園路、駐車場等を整備してい

る。 
当該園地の恵まれた環境をより有効に活用するため、利用状

況に応じて再整備を検討する。なお、施設の整備に当たっては、

対岸の景観眺望を十分確保するよう留意するものとする。 
大函 

 

園 地 柱状節理の切り立った岩壁を展望する場所として利用者も

多く、北海道及び上川町が展望台及び駐車場等を整備してい

る。  
当該園地の恵まれた環境をより有効に活用するため、利用状

況に応じて既存施設等の再整備を検討する。なお、施設の整備

に当たっては、対岸の景観眺望を十分確保するよう留意するも

のとする。 
黒岳 宿 舎 黒岳から御鉢巡り若しくは大雪山連峰縦走の中継基地とし

て、簡易宿舎が整備されている（許可工作物）が、老朽化が進

んでいる。 
再整備する場合の施設の規模は、現状程度又は小規模の増築

程度とし、施設の改修に当たっては、自然改変を原則少なくし、

周辺の自然環境との調和に留意する 
銀泉台 園 地 赤岳、旭岳、黒岳等の登山口であり、第一花園、第二花園、

コマクサ平等の自然探勝者も多く、これら公園利用者の休憩場

所として、上川町が公衆トイレ等（許可工作物）を整備してい

る。紅葉期の利用集中時にはマイカー規制を行っている。 
施設の規模については、現状程度とし、施設の改修等に当た

っては、周囲の風致景観との調和に留意する。 
白楊平 園 地 ダム湖の展望及び湖水とふれあう休憩等の場として、林野庁

が園路、公衆トイレを整備している。 
施設は、大幅な自然改変を避け、極力立木を残し快適な林間

園地として整備するものとする。 
白雲岳 避難小屋 大雪山連峰等の登山者の避難施設として、環境省が避難小屋

を整備している。 
大雪山グレード５の原生的な自然に立ち入るためのゲート

施設として利用者に対して適切な情報提供を行う。また、周辺

登山道の荒廃に対応する拠点施設としての機能も踏まえた管

理運営を図る。 
施設の規模は、現状程度とし、施設の改修に当たっては、周

囲の風致景観との調和に留意する。今後、公衆トイレの位置及

び処理方法等について検討する。 
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石北峠 園 地 北見方面からの公園入口に当たる峠であり、遠く大雪及び石

狩連峰を望む展望園地として、北海道が利用者のための公衆ト

イレ等を整備している。 
施設の規模は、現状程度とし、施設の改修等に当たっては、

周囲の風致景観との調和に留意する。 
高原温泉 園 地 白雲岳、緑岳、大雪高原温泉沼めぐり登山コース等の利用拠

点であり、北海道及び上川町等が管理する土地が駐車場スペー

スとなっている。紅葉期の利用集中時にはマイカー規制が行わ

れている。 
草地園地は、休日など利用者が集中して駐車場が不足する場

合に駐車場としても使用できるようにする。また、積極的に植

樹を行い駐車場及び草地園地内に緑地帯を確保する。なお、駐

車場については、簡易舗装程度とし、アスファルト、コンクリ

ート等の舗装は行わない。 
宿 舎 白雲岳、緑岳、大雪高原温泉沼めぐり登山コース等の利用拠

点である。 
施設の再整備に当たっては、極力既存樹林を残置するよう配

置し、切妻大屋根の形態を原則とする。高さは棟ごとに 13 メ

ートル以下とする。なお、原則都会的なデザインを排し、山奥

の静かな環境の中での保養宿舎としての雰囲気を保つものと

する。 
博物展示施

設 

大雪高原温泉沼めぐり登山コースの利用拠点であり、高原温

泉周辺の自然環境、特にヒグマについての学習及び山岳情報を

提供するための施設（鳥獣保護区管理棟）として、環境省が整

備している。公園利用者とヒグマとの遭遇事故を未然に防止す

るために定められた同コースの利用ルールを周知するなど、利

用者に対するレクチャーが行われ、適切な情報提供や知識の普

及が行われている。 
公園事業施設ではないが、博物展示施設としての機能を有し

ていることから、今後とも適切な維持管理に努める。 
忠別岳南 

 

避難小屋 大雪山連峰等の登山者の避難施設として、北海道が整備して

いる。 
施設の規模は現状程度とし、施設の改修に当たっては、自然

環境との調和を図り整備する。今後、公衆トイレの位置及び処

理方法等について検討する。 
姿見の池 園 地 姿見の池及びその周辺は、旭岳を背景とした火口湖及び高山

植物のお花畑となっており、北海道が園路、展望広場等を整備

している。 
高山植物保護のため、上川総合振興局、東川町大雪山国立公

園保護協会等の協力により、園路にはロ－プを張り、周辺植生

に立ち入らないよう努めるものとする。 
施設の規模については、現状程度とするが、特に混雑が見ら

れ、周囲の植生に悪影響を及ぼす場合は、この限りでない。 
避難小屋 旭岳方面への縦走登山者の避難施設として、北海道が整備し

ている。 
施設の規模については現状程度とし、適切に維持管理するも

のとする。 
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天人峡 園 地 羽衣の滝等の探勝歩道として、北海道が園路、公衆便所、四

阿等を整備している。 
現況施設を適切に維持管理するものとする。 

宿 舎 忠別川の柱状節理の岸壁からなる渓谷景観が優れた地域に

位置し温泉宿、自然探勝及び登山基地として利用されている。 
整備に当たっては、地域の特色である渓谷の保護を図るとと

もに風致景観を考慮し、次のとおり取り扱うものとする。 
ア 建築物の規模 

建築物の高さは、27 メ－トル以下とする。 
イ デザイン及び材料 

外部デザインは単純な形態とし、極力自然の素材を利用

する。なお、一つの事業に複数の建築物がある場合は、

事業施設の調和を図るため、デザイン及び色彩を統一す

る。 
駐車場 天人峡地区を訪れる公園利用者の駐車場として、北海道及び

東川町がそれぞれ駐車場等を整備している。 
附帯施設として整備されている公衆トイレは撤去されてお

り、再整備の必要がある。 
白金温泉 園 地 白金温泉のほぼ中央にあり、十勝岳連峰を一望できる展望園

地として、美瑛町が駐車場、公衆トイレ等を整備している。 
施設の規模については現状程度とし、適切に維持管理するも

のとする。 
美瑛富士 避難小屋 美瑛富士の東 0.7キロメートルの地点に十勝岳連峰及び大雪

山縦走登山者の避難施設として、美瑛町が設置している。 
避難小屋に隣接して、携帯トイレブースを環境省が設置して

いる。 
施設の規模については現状程度とし、適切に維持管理するも

のとする。 
十勝岳 避難小屋 十勝岳の北西 2.5キロメートルの地点に十勝岳連峰及び大雪

山縦走登山者の避難施設として、林野庁が設置している。 
施設の規模については現状程度とし、適切に維持管理するも

のとする。 
望岳台 園 地 

 

十勝岳連峰を一望できる展望園地として、また、十勝岳及び

美瑛岳への登山基地として、北海道が園地、駐車場等を整備し

ている。 
案内板等が老朽化し、園地の範囲が不明確になっていること

から、園路の範囲を記した案内板や園路にはロープを張る等、

施設の再整備を図り、周辺植生に立ち入らないよう努めるもの

とする。 
吹上温泉 園 地 本地区は、十勝岳温泉と望岳台を結ぶ連絡道路のほぼ中間に

位置していることから、十勝岳連峰への登山基地になっている

ほか、自然豊かな温泉保養地である。 
吹上の湯として有名な露天風呂があり、上富良野町が駐車

場、園路等を整備している。 
施設の規模については、現状程度とし、施設の改修等に当た

っては、周囲の自然景観との調和に留意する。 
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 宿 舎 自然豊かな温泉保養地として上富良野町が宿泊施設を整備

している。 
近年は交通網の発達により自家用車等による小人数の利用

者が増加しつつあるとともに、利用形態も多様化しており、利

用者のニーズに対応した保養基地として、施設を整備するもの

とする。 
自然に囲まれた環境を維持するため、次のとおり取り扱うも

のとする。 
ア 建築物は２階建て以下とする。 
イ 建ぺい率の制限は特に設けないが、道路からの壁面後退

距離を原則とることとする。 
 野営場 十勝岳周辺の自然探勝及び登山基地並びに防災用ヘリコプ

ター離着陸用広場として、上富良野町が多目的利用の野営場を

整備している。 
当地区の登山基地として良好な利用が行えるよう整備する。 

十勝岳温泉 園 地 富良野岳及び上ホロカメットク山が一望できる休憩地であ

るとともに登山基地として、上富良野町が公衆トイレ、駐車場

等を整備している。 
園地周辺にある宿舎とこれらの施設が一体となり機能する

よう指導する。 
今後、良好な自然探勝ができるよう園路を充実するものとす

る。 
 宿 舎 登山基地及び安政火口への自然散策拠点として利用されて

いる。 
今後、施設の整備については、周辺の風致景観や自然環境と

の調和に留意しながら、次のとおり取り扱うものとする。 
①建築物は３階建て以下とする。 
②建ぺい率の制限は特に設けないが、道路からの壁面後退距

離を原則とることとする。 
また、当地区の自然探勝の利用を推進するため、展示など情

報発信機能を持たせることを検討する。 
士幌高原 園 地 東ヌプカウシヌプリ山麓に位置し、十勝平野、日高連峰等が

一望できる展望園地として、士幌町がセンターハウス、園路、

駐車場、展望台等を整備している。 
眺望対象となる周囲の雄大な風致景観と調和した空間の確

保に留意するものとする。 
 野営場 隣接する東ヌプカウシヌプリ、白雲山、天望山等の登山基地

として、また、良好な周辺天然林等の自然探勝の拠点として、

士幌町がコテージ、テントサイト及びキャビンを整備してい

る。 
周囲の風致景観との調和と、空間の確保に留意するものとす

る。 
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三国峠 園 地 ニペソツ山、ウペペサンケ山及び十勝三股地区の広大な樹海

の展望地点として、北海道及び上士幌町が公衆トイレ及び休憩

所を整備している。 
周辺の優れた自然環境を保護するため、今後とも施設の規模

については、現状程度とし、施設の改修等に当たっては、展望

の支障とならないよう留意するものとする。 
幌加温泉 宿 舎 天狗岳及びニペソツ山の登山基地として、また湯治場等とし

て利用されている。 
自然林に囲まれた優れた環境と、湯治場温泉旅館としての趣

を維持するため、既存宿舎の増改築を原則とし、増改築に当た

っては、以下の要件を満たすものとする。 
①高さは、13 メートル以下であること。 
②道路からの壁面後退距離を原則とること。 
③増改築部分の構造、形態、色彩及び材料は、既存部分と同

様のものであること。 
糠平ダム 園 地 糠平ダムのほぼ全景、ウペペサンケ山及び石狩連峰の展望地

点である。 
施設の規模は現状程度とし、展望に支障が生じないよう適切

に維持管理するものとする。 
糠平温泉 スキー場 「国立公園におけるスキー場事業の取扱について」（平成３

年６月７日付環自国第 315 号自然保護局長通知）によるほか、

別紙３「大雪山国立公園糠平スキー場事業取扱要領」によるも

のとする。 
幌鹿峠 園 地 糠平集団施設地区と然別湖畔を結ぶ中間点に位置し、優れた

自然林に囲まれた休憩場所として、峠標識等の既存施設の適切

な維持管理を図る。 
周辺の優れた自然環境を保護するため、今後とも施設の規模

については現状程度とし、施設の改修等に当たっては周辺の自

然環境の保全に留意するものとする。 
然別峡 園 地 良好な自然林内を散策し、自然とのふれあいを体験できる園

地として、鹿追町が園路駐車場、公衆トイレ等を整備している。 
良好な自然林の環境を保全するため、施設の規模は、現状程

度とし、老朽化した施設の再整備を検討するものとする。 
 宿 舎 良好な自然林に囲まれた静寂な温泉である。 

施設の規模は現状程度とし、施設の適切な維持管理を図るも

のとする。 
 野営場 然別峡園地及び自然湧出している温泉に隣接しており、自然

探勝の拠点として、林野庁及び鹿追町が野営場を整備してい

る。静寂な雰囲気を持つ自然環境を保全するため、区域は現状

の範囲程度とし、施設の適切な維持管理を図るものとする。 
山田温泉 宿 舎 北海道の天然記念物に指定されているミヤベイワナの産卵

河川であるヤンベツ川畔に位置し、良好な天然林に囲まれた静

寂な雰囲気を持つ自然環境に恵まれた宿舎を、鹿追町が整備し

ている。 
良好な自然環境の保全と静寂な雰囲気を維持するため、施設

は現状の位置において、既存の高さを超えない程度での、建替

えのための新築又は小規模な増築を原則とする。 
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然別湖北岸 野営場 然別湖北岸汀線に接する野営場として、並びに湖水とのふれ

あい及び良好な周辺天然林の自然探勝の拠点として、林野庁等

が施設を整備している。 
良好な自然環境を保全するため、区域は現状の範囲程度と

し、多様な利用者に対応した施設の整備を図る。 
然別湖畔 園 地 然別湖汀線に接しており、湖水とのふれあいの場として、及

び、「唇山」の愛称を持つ天望山、白雲山等対岸の眺望地点と

して、鹿追町により小規模の広場とベンチが整備されている。 
当該園地の恵まれた自然環境をより有効に活用するため、広

場、園路等の維持管理を適切に行う。 
なお、施設の整備に当たっては、対岸景観の眺望を十分確保

するよう留意するものとする。 
 宿 舎 然別湖畔に宿舎が整備されている。 

対岸景観の眺望等に恵まれた自然環境の保全を図るため、施

設の規模は、現状程度とし、適切な整備を図るものとする。ま

た、施設の整備に当たっては、当地区の各地点からの湖水及び

対岸景観の眺望の維持確保に留意するとともに、以下の要件を

満たすものとする。 
①建築物の水平投影外周線は、公園事業道路等の路肩及び敷

地境界線から原則離れていること。 
②宿舎として利用される建築物の高さは、32 メートル以下、

その他の建築物の高さは、13 メートル以下であること。 
③建築面積の敷地面積に対する割合は、60 パーセント以下

であること。 
④宿舎として利用される建物の内部には、ホール及びロビー

等のパブリックスペースが十分確保されていること。 
 舟遊場 良好な自然環境に恵まれた周辺の景観を、ゆったりと湖水上

から眺望する施設として、公園事業として執行されていない

が、手こぎボート、カヌー等が設置されている。 
良好な自然環境の保全と静寂な雰囲気を維持するため、桟橋は

現状の２基として、ボートは、手こぎボート、カヌー等動力を使

用しないものとする。 
また、ボート等の設置に際しては、然別湖のイメージを損なわ

ないよう、原則単純なデザイン、落ち着いた色彩のものを導入す

るよう指導する。 
 駐車場 当該地区を訪れる公園利用者の駐車場として、北海道及び鹿

追町が整備している。 
現状施設を適切に維持管理し、機能の充実を図る。 

 給水施設 公園利用施設、居住者の飲料水等を確保するため、鹿追町が

整備している。 
現状施設を適切に維持管理し、機能の充実を図る。 

 排水施設 然別湖の水質を保全するため、鹿追町が整備している。 
現状施設を適切に維持管理し、機能の充実を図る。 
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白雲橋 博物展示施

設 

当該地区の自然探勝利用を推進するための施設として整備

する。現在鹿追町が所有する建物が存在しており、整備に当た

っては、高さ及び規模については現状程度とし、自然環境に影

響を与えないよう設計、工法等を検討する。 
扇ケ原 園 地 然別湖畔入口に位置し、十勝平野及び日高連峰を一望できる

展望園地として設置されている。 
現状の施設は、糠平然別線道路（車道）事業の附帯施設とし

て、北海道が公衆トイレ、駐車場等を整備している。 
施設の規模については現状程度とし、眺望対象の雄大さを損

なわないよう、施設は原則道路側に設置するものとする。 
ヒサゴ沼 避難小屋 大雪山縦走路のほぼ中間に位置しており、トムラウシ山の登

山者及び縦走登山者の避難施設として、北海道が整備してい

る。 
本公園の指定湖沼の一つであるヒサゴ沼に隣接しており、周

辺の野営指定地及び歩道の整備と併せ適切な管理を行う。 
ヒサゴ沼の水質の保全のため、附帯トイレの位置や構造、処

理方式等について、今後検討を行う必要がある。 
トムラウシ

温泉 

園 地 トムラウシ温泉宿舎に隣接して宿泊利用者の散策及びトム

ラウシ山登山者の休憩の場として、北海道及び新得町が園路、

駐車場、公衆トイレ等を整備している。 
現状施設を適切に維持管理し、機能の充実を図る。 

 宿 舎 トムラウシ山登山口に位置することから、登山の拠点とし

て、また、トムラウシ望岳台園地など周辺の良好な自然の探勝

の拠点として、新得町が事業執行している。 
施設の規模は現状程度とし、既存施設の適切な維持管理を図

るものとする。 
 野営場 トムラウシ温泉に近接した野営場で、トムラウシ山の登山基

地として、また、周辺散策の拠点として、林野庁が施設を整備

している。 
良好な自然環境を保全するため、区域は現状の範囲程度とす

る。 
トムラウシ

望岳台 

園 地 トムラウシ温泉からトムラウシ山登山口へ向かう林道沿線

に位置し、トムラウシ山から五色ケ原及びニペソツ山等が一望

できる展望園地として、林野庁が案内板（許可工作物）を整備

している。 
展望の阻害を避けるため、施設の規模は現状程度とする。 

白雲望岳台 園 地 新得町からトムラウシ温泉に向かうトムラウシ温泉線の峠

付近に位置し、十勝岳連峰が一望できる展望園地として、林野

庁が展望台及び案内板（許可工作物）を整備している。 
周辺樹木の生長により展望が失われていることから、自然景

観を損なわない範囲で、必要最低限の整備を図る。 
上ホロカメ

ットク

山 

避難小屋 十勝連峰の縦走登山者の避難施設として、北海道が整備して

いる。 
周辺の野営指定地及び歩道の整備と併せて適切な管理を行

うものとする。 
トイレの位置、構造、処理方法、維持管理の体制等について、

検討を行う。 
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十勝三股 園 地 東大雪の山々を展望し、十勝三股地区の植生復元を主体とす

る環境教育を行うための園地として、環境省が園路を整備して

いる。 
山岳景観の眺望を確保することとし、新たな場所での建物等

の新規整備は行わず、植生復元や環境教育・歴史教育等を行う

ための、必要最低限の整備を行う。 
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４）道路 

ア 車道 

名 称 取 扱 方 針 
層雲峡ルベシベ線 

（一般国道 39 号） 

旭川及び網走方面から層雲峡集団施設地区に至る主要利用道

路として、北海道開発局が整備している。沿線は、石狩川両岸に

そびえ立つ柱状節理が見られる等、景観に優れており利用者が多

い。 
また、災害のおそれの大きな路線であるため、今後とも安全施

設（ロックシェッド等）の設置並びに法面の整形及び安定化のた

めの工事が予想される。これらについては、当該路線が公園利用

上、車窓からの峡谷岩壁景観観賞に非常に重要な意義を有してい

るため、これとの整合に留意しつつ整備するものとする。特に陸

万公園入口から大函までの区間の改良工事については、景観確

保、工作物のデザイン及び色彩について、最大限留意するものと

する。 
愛山渓線 一般国道 39 号の安足間から愛山渓温泉への到達道路として、

北海道が整備している。沿線は、森林景観に優れておりマイカー

利用者も多い。冬期間は閉鎖されている。 
未改良区間の改良に当たっては、極力現道を利用した法線と

し、大幅な地形の改変は行わないものとする。 
銀泉台線 一般国道 273 号の湖畔橋から銀泉台への到達道路として、北海

道が整備している。沿線は、大雪山北方稜線の山並景観に優れて

いる。冬期間は閉鎖されており、秋季の利用集中期にはマイカー

規制を行っている。 
当該道路は、一部が舗装されているが未改良区間が多い。今後

の改良に当たっては、現道の幅のままでアスファルト舗装を実施

するものとし、特にこの路線が排水不良による洗掘で路面が荒廃

しやすいことから、必要最小限の排水施設及び安全施設（ガード

ロープ）を設置することとする。また、冬期間は国有林野事業以

外の一般供用は行わないものとする。 
高原温泉線 一般国道 273 号線高原大橋から高原温泉への到達道路として

上川町が整備している。沿線は、森林景観に優れている。冬期間

は閉鎖されており、秋季の利用集中期にはマイカー規制を行って

いる。 
石狩川本流等河川脇に道路が設置されているため、災害の危険

性がある一方、自然度の高い路線であることから、必要最小限の

防災対策を講じるものとする。 
また、冬期間は国有林野事業以外の一般供用は行わないものと

する。 
勇駒別線 旭川方面から勇駒別集団施設地区を結ぶ重要な道路として、北

海道が整備している。 
道路の改良は、ほぼ完了しているが、今後は快適な道路空間づ

くりをするよう働きかける。なお、道路沿線の美化清掃が適切に

行われるよう調整を図る。また、道路改良に伴い生じている旧道

敷地の森林への移行について適切な措置を講ずる。 
冬期交通の安全性を確保するため、線形の修正を図る。 

天人峡線  
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（国立公園界～天人峡

温泉入口の区間（道

道天人峡美瑛線）） 

本路線は、美瑛町から天人峡温泉への到達道路として、北海道

が整備している。両側が柱状節理の岸壁からなる渓谷で、車窓景

観にも優れていることから利用者が多い。反面、多雪地帯である

ことから雪崩や落石事故発生の危険性があるが、路線のトンネル

化及びロックシェッドやスノ－シェッド等付帯施設の整備は、ほ

ぼ完了しており、今後は適切な維持管理を図るものとする。 
また、道路に並行する忠別川は、河川氾濫を起こし、度々、道

路が被災していることから、必要な対策を図るものとする。 
（天人峡入口～天人閣

の区間（町道天人峡

道路）） 

本路線は、道道天人峡美瑛線終点から羽衣の滝線歩道入口まで

を東川町が整備している。 
改良工事に当たっては、極力現道を利用し、自然環境への影響

に留意するものとする。 
美瑛望岳台線 本線は、十勝岳の利用拠点である白金温泉と望岳台を結ぶ重要

な利用道路である。白金温泉から望岳台分岐までの区間を北海道

が、望岳台分岐から望岳台までを美瑛町が整備している。 
現状施設の適切な維持管理を図るものとする。 
美瑛町道の再整備に当たっては、望岳台周辺整備と併せて道路

法線を検討するものとする。 
十勝岳山麓線 本線は、望岳台と十勝岳温泉を結ぶ重要な利用車道であり、北

海道が整備している。現在、吹上温泉から望岳台までの区間は、

冬期間に閉鎖されている。 
現状施設の適切な維持管理を図るものとし、今後の整備に当た

っては、周囲の泥流跡地景観への影響を極力排除するよう留意す

るものとする。 
十勝岳温泉線 本路線は、富良野方面と十勝岳温泉を結ぶ重要な利用車道であ

り、北海道が整備している。路線の途中から吹上温泉、望岳台、

白金温泉への分岐点となっていることから、利用者が多い。沿線

は森林景観に優れている。 
当該道路は、急勾配及び急カ－ブの連続であることから、その

一部について線形改良等を行っている。今後改良を要する区間

は、極力現道を利用し、土工事の少ない工法とし、自然環境に留

意するものとする。 
士幌高原線 士幌高原及び白雲山登山口へと到達する利用車道であり、白雲

山登山口より北側の区間は、士幌高原単独施設と然別湖畔を結ぶ

利用車道として計画・整備されていたが、平成 11 年３月に未開

削区間の工事の取りやめが表明され、現在では白雲山登山道の一

部として利用されている。 
現状施設の適切な維持管理を図るものとし、不要な舗装につい

ては撤去を検討する。 
大雪ダム糠平上士幌線 
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（一般国道 273 号の区

間） 

本公園の最大の拠点である層雲峡集団施設地区と東大雪地区

の最大の拠点である糠平集団施設地区を結ぶ重要な車道として、

北海道開発局が整備している。 
当該道路は、糠平地区を除き基本的な改良工事をほぼ完了して

いるが、改良により廃道となった路線及びその法面の現状回復が

適切に行われるよう調整を図るものとする。なお、今後の法面改

良については、早期緑化と森林造成についても配慮するものとす

る。 
また、エゾシカとの衝突事故等が多発する区間であり、事故防

止に留意するものとする。 
（町道糠平線の区間） 糠平集団施設地区から鉄道資料館、糠平ダム園地への連絡路線

として、糠平湖畔沿いの一般国道 273 号の旧道を上士幌町が整備

している。 
道路の規模については現状程度とする。道路整備に当たって

は、利用者の交通安全確保上必要最小限とし、自然環境への影響

を極力排除するよう留意するものとする。 
（町道幌加線の区間） 一般国道 273 号から幌加温泉への連絡路線として、上士幌町が

整備している。 
道路の規模については現状程度とする。道路整備に当たって

は、利用者の交通安全確保上必要最小限とし、自然環境への影響

を極力排除するよう留意するものとする。 
糠平然別線 

 

然別湖畔と東大雪地区最大の拠点である糠平集団施設地区を

結ぶ重要な利用車道で北海道が整備している。 
当該道路は、基本的な改良を終えているが、今後、然別湖及び

駒止湖沿線等の風致景観上極めて重要な地区において改良を行

う場合には、自然環境への影響の排除に最大限留意するものとす

る。 
然別峡線 然別湖畔と然別峡を結ぶ利用車道で、北海道が整備している。 

当該道路は、基本的な改良を終えているが、整備に当たっては、

自然環境への影響を極力排除するよう留意するものとする。 
トムラウシ温泉線 新得町方面からトムラウシ温泉地区へ到達する利用車道で、北

海道及び新得町が整備している。 
北海道が整備した公園入口から二股地区までについては、維持

管理に当たり、自然環境への影響を極力排除するよう留意するも

のとする。 
新得町整備区間及び北海道整備区間の一部については、未舗装

で今後改良を要する。 
改良を要する区間の整備に当たっては、自然環境への影響を極

力排除するよう留意するものとする。 
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イ 自転車道 

名 称 取 扱 方 針 

層雲峡峡谷線 小函、大函を結ぶ路線として、旧国道から町道に移管され、自

転車、歩行者専用道路として上川町が整備している。近年落石が

多く、ほぼ全区間閉鎖されている。 
落石等による災害防止のため、閉鎖措置と併せて必要最小限の

安全策を講じるが、峡谷の核心部であるため、その設置は特に慎

重に行うものとする。 
糠平湖畔線 本路線は、糠平集団施設地区と糠平ダム園地を結ぶ糠平ダム湖

畔探勝自転車道（歩道と共用）として糠平湖畔沿いの一般国道

273 号の旧道を上士幌町が整備している。 
道路の規模は現状程度とする。道路整備に当たっては、利用者

の交通安全確保上必要最小限とし、自然環境への影響を極力排除

するよう留意するものとする。 
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ウ 歩道 

名 称 

【事業執行者】※注１ 
取 扱 方 針 

原始ケ原線 

【未執行】 

富良野市三の沢歩道分岐からニングルの森を経由し五反沼ま

での湿原探勝路は、林間コ－ス（天使の泉、広原の滝を経由する。）

と滝コ－ス（不動の滝、勝竜の滝を経由する。）の２コ－スがあ

る。湿原探勝路は、湿原の高山植物が踏圧により荒廃しているこ

とから、植生保護のため、歩行区域を設定する等必要な措置を講

ずる必要がある。 
整備、補修、維持管理（※注２）に当たっては、沿線の自然環

境の保全に留意することとし、利用者の事故防止、高山植物保護

及び侵食防止のため必要に応じて保全対策を行う。 
層雲峡ニセイカウシュ

ッぺ山線 

【未執行】 

層雲峡集団施設地区からニセイカウシュッペ山頂を経由し清

川を結ぶ登山道として整備する。当該沿線から大雪山連峰が一望

できる登山道として利用者が多い。 
朝陽山からニセイカウシュッペ山までは、過去の歩道跡がなく

なり自然状態に復しているため、当該区間の整備にあたっては、

自然環境の保全の観点から整備方法等について検討する。 
当該区間以外の整備、補修、維持管理に当たっては、自然環境

の保全に留意することとし、登山利用者の事故防止、高山植物保

護及び侵食防止のため必要最小限とする。荒廃区間の改良に当た

っては、沿線の自然の改変を原則避ける。 
層雲峡勇駒別線 

【北海道・環境省・民

間事業者】 

層雲峡集団施設地区を起点として黒岳及び北海岳を経由する

コースと中岳を経由するコ－スがあり、旭岳、姿見の池、天女ケ

原及び勇駒別集団施設地区に連絡する幹線登山道として、案内

板、指導標、誘導柵等が整備されている。建替え及び改良が行わ

れているが、老朽化及び荒廃が進んでいる。 
一部には、植生保護のため木道等が整備されているが、踏み荒

らしによる植生破壊が進んでいるため高山植物保護及び侵食防

止のため緊急に対策を講ずる必要がある。 
層雲峡銀河流星ノ滝線 

【未執行】 

層雲峡集団施設地区から銀河流星ノ滝への探勝歩道として整

備を検討する。 
整備に当たっては沿線の自然改変を極力避ける。 

紅葉谷線 

【上川町】 

層雲峡集団施設地区から紅葉谷への探勝歩道として整備する。 
整備、補修、維持管理に当たっては沿線の自然改変を極力避け

る。 
雲井ケ原線 

【未執行】 

愛山渓温泉から雲井ケ原への探勝歩道として整備する。 
自然環境の保全に留意することとし、登山利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため必要に応じて保全対策を行う。

湿原部分には、木道の整備を適切に行い、湿原植物の保護を図る。 
愛山渓北鎮岳線 

【北海道】 

愛山渓温泉から永山岳及び比布岳を経由し、北鎮岳歩道合流点

への登山道として整備されている。 
登山利用者の事故防止、高山植物保護及び浸食防止のため、補

修等を実施する。 
また、安全性の確保のため、必要に応じて一部の区間を閉鎖す

る等の措置を講じる。 
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松仙園線 

【環境省】 

愛山渓温泉歩道分岐点から沼ノ平歩道合流点への登山道とし

て整備する。 
整備、補修、維持管理に当たっては、沿線の自然の改変を極力

避け、湿原部分は木道の整備を適切に行い湿原植物の保護を図

る。 
登山者がぬかるみを避けて登山道周辺の植物を踏みつけない

よう登山道からの排水、簡易木道の設置等の維持管理をきめ細や

かに行う。 
「松仙園地区適正利用推進計画」（平成 29 年２月、北海道地方

環境事務所）に基づき定められた利用ルールを遵守するよう指導

する。 
沼ノ平姿見の池線 

【環境省・北海道】 

沼ノ平歩道分岐点から当麻乗越及び裾合平を経由し、姿見の池

を結ぶ登山道として整備されている。裾合平から姿見の池までの

歩道沿線は、高山植物も多く起伏が少ないことから植物探勝に好

適なコ－スであり、利用者が多い。 
登山利用者の事故防止、高山植物保護及び浸食防止のため、補

修等を実施する。 
当麻岳線 

【未執行】 

比布岳歩道分岐点から当麻岳を経由し、当麻乗越歩道合流点へ

の登山道として既設歩道がある。 
自然環境の保全に留意することとし、登山利用者の事故防止及

び高山植物保護のため、整備、補修等を検討する。 

中岳裾合平線 

【環境省・北海道】 

中岳南歩道分岐点から中岳温泉を経由し、裾合平歩道分岐点ま

でを結ぶ登山道として整備されている。当該歩道の沿線は、高山

植物も多く起伏が少ないことから、植物探勝に良好なコ－スであ

り、利用者が多い。 
登山利用者の事故防止及び高山植物保護のため、補修等を実施

する。 
大雪山縦走線 

【北海道・環境省・未

執行】 

北海岳歩道分岐点から高根ケ原、忠別岳、化雲岳、トムラウシ

山、オプタテシケ山、美瑛岳、十勝岳、富良野岳を経由し、原始

ケ原へ至る縦走幹線登山道として整備されている。当該登山道

は、大雪連峰及び十勝岳連峰を中心とした稜線にあることから、

利用者が多い。 
沿線の自然の改変を極力避け、侵食防止のため必要に応じて保

全対策を行い、登山利用者の事故防止及び高山植物保護のため、

整備、補修等を実施する。 
銀泉台白雲岳線 

【北海道】 

銀泉台からコマクサ平及び赤岳を経由し、白雲岳への登山道と

して整備されている。当該歩道沿線は、高山植物が多く植物探勝

を目的とした利用者も多い。 
整備、補修、維持管理に当たっては、沿線の自然の改変を極力

避け、侵食防止のため必要に応じて保全対策を行う。 
高原温泉小泉岳線 

【林野庁】 

高原温泉から緑岳を経由し、小泉岳への登山道として整備され

ている。 
整備、補修、維持管理に当たっては、沿線の自然の改変を極力

避ける。 
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高原温泉高根ケ原線 

【北海道】 

高原温泉から高原沼周回及び高根ケ原への登山道として整備

されている。紅葉の時期には、自然探勝を目的とした利用者も多

い。沼周辺はヒグマの生息域でもあり、利用者の安全指導が必要

である。 
このため、「大雪高原温泉地区管理運営計画（案）に基づき定

められている登山道の利用ルールを遵守するよう指導する。 
沿線の自然の改変を極力避けるため自然環境の保全に留意す

ることとし、登山利用者の事故防止、湿原部分湿原植物の保護を

図るため整備、補修、維持管理を適切に行う。 
ヤンベタップ五色岳線 

【北海道・環境省】 

ヤンベタップ川合流点から沼ノ原を経由し、五色ケ原への登山

道として整備されている。 
整備、補修、維持管理に当たっては、自然環境の保全に留意す

ることとし、登山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防止

のため十分な保全対策を行う。 
勇駒別周回線 

【東川町】 

勇駒別集団施設地区を起点として周辺の自然探勝を行うため

の探勝歩道として東川町が整備している。夏期は自然観察探勝、

冬期はクロスカントリーコースとして整備検討するとともに既

存探勝歩道についても維持管理が適正に行われるよう関係機関

と調整を図る。 
現道の維持管理と利用者の事故防止及び利便性の確保のため

に必要な対策を行う。 
天人峡勇駒別線 

【未執行】 

天人峡温泉から勇駒別集団施設地区へ探勝するための探勝歩

道であるが、現在、危険箇所があるため一部通行止めを行ってい

る。 
整備に当たっては、沿線の自然環境の保全に留意し、原則とし

て、立木の伐採は行わないものとする。また、利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため必要に応じて保全対策を行う。 
羽衣敷島の滝線 

【北海道】 

天人峡温泉から羽衣の滝までは北海道が整備している。その先

の敷島の滝までは既設の探勝歩道が整備されている。 
整備に当たっては、利用者層に比較的高齢者が多いことから、

安全な通行確保のため、天人峡温泉から羽衣の滝までは、歩道幅

員 2.5 メートル以内、羽衣の滝から敷島の滝までは、1.5 メート

ル以内とする。 
天人峡化雲岳線 

【林野庁】 

天人峡温泉から小化雲岳を経由し、化雲岳への登山道として、

林野庁が整備している。 
整備、補修、維持管理に当たっては、沿線の自然の改変を極力

避け、侵食防止のため必要に応じて保全対策を行う。 
美瑛富士線 

【未執行】 

白金温泉から涸沢林道を経由し、美瑛富士への登山道として既

設歩道がある。 
整備、補修、維持管理に当たっては、自然環境の保全に留意す

ることとし、登山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防止

のため必要に応じて保全対策を行う。 
白金温泉十勝岳線 

【北海道】 

望岳台から十勝岳避難小屋を経由し、十勝岳への登山道とし

て、北海道が整備している。 
整備、補修、維持管理に当たっては、自然環境の保全に留意す

ることとし、高山植物保護、侵食防止及び登山利用者の事故防止

のため、ロープ張り等の整備について関係機関と調整を図る。 
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望岳台十勝岳温泉線 

【未執行】 

望岳台歩道分岐から吹上温泉を経由し、十勝岳温泉への探勝歩

道として既設歩道がある。 
現道の維持管理と利用者の事故防止及び利便性の確保のため

に必要な対策を行う。 
美瑛岳線 

【未執行】 

望岳台歩道分岐から雲ノ平を経由し、美瑛岳への登山道として

既設歩道がある。 
整備、補修、維持管理に当たっては、自然環境の保全に留意す

ることとし、登山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防止

のため、現道の維持管理を適切に行うほか、特にポンピ沢の付近

は、急斜面の箇所があり、ロープの設置等をし、歩行者の安全対

策に留意する必要がある。 
三段山線 

【上富良野町】 

吹上温泉歩道分岐から三段山を経由し、十勝岳温泉への登山道

として整備されている。現道の一部は危険な箇所があることか

ら、整備、補修、維持管理に当たっては、現道の維持と登山利用

者の事故防止及び利便性の確保のために必要な対策を行うもの

とする。 
富良野岳上ホロカメッ

トク山線 

【北海道】 

十勝岳温泉から上ホロカメットク山及び富良野岳への登山道

として整備されている。 
整備、補修、維持管理に当たっては、自然環境の保全に留意す

ることとし、登山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防止

のため、安政火口までは軽登山ルートとしてある程度の幅員を確

保し、それ以奥は登山道として最小限の幅員とする。 
十勝三股ニペソツ山線 

【未執行】 

十勝三股及び幌加温泉からニペソツ山への登山道として、既設

歩道がある。 
近年登山者の増加が著しいことから、登山道浸食が深刻化して

いる。 
整備、補修、維持管理に当たっては、沿線の自然の改変を極力

避けるとともに、登山道侵食防止のため排水工等を整備する。ま

た、登山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防止のため必

要に応じて保全対策を行う。 
石狩連峰縦走線 

【未執行】 

十勝三股から石狩岳、音更岳、ユニ石狩岳への登山道として、

また、これらの山を経由して沼ノ原、五色岳への縦走路として、

既設歩道がある。 
整備、補修、維持管理に当たっては、沿線の自然の改変を極力

避け、侵食防止のため必要に応じて保全対策を行う。 
糠平ウペペサンケ山線 

【未執行】 

糠平集団施設地区からウペペサンケ山の登山道として、既設歩

道がある。 
整備、補修、維持管理に当たっては、沿線の自然の改変を極力

避けることとし、登山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵食

防止のため十分な保全対策を行う。 
糠平天宝山線 

【未執行】 

糠平集団施設地区から天宝山への登山道として、既設歩道があ

る。 
整備、補修、維持管理に当たっては、現道の維持管理と登山利

用者の事故防止及び利便性の確保のために必要な対策を行う。 
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然別峡ウペペサンケ山

線 

【未執行】 

然別峡からウペペサンケ山への登山道として既設歩道がある。 
整備、補修、維持管理に当たっては、自然環境の保全に留意す

ることとし、登山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防止

のため必要に応じて保全対策を行う。 
南ペトウトル山線 

【未執行】 

然別湖畔単独施設地区から、南ペトウトル山への登山道とし

て、既設歩道がある。 
整備、補修、維持管理に当たっては、自然環境の保全に留意す

ることとし、登山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防止

のため必要に応じて保全対策を行う。 
天望山周回線 

【林野庁】 

トウマベツ川河口から天望山及び白雲山を経由して、トウマベ

ツ川河口及び士幌高原に至る登山道として、林野庁が整備をして

いる。 
整備、補修、維持管理に当たっては、自然環境の保全に留意す

ることとし、登山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防止

のため必要に応じて保全対策を行う。 
駒止湖東ヌプカウシヌ

プリ線 

【未執行】 

駒止湖北側道々分岐点から白樺峠を経由して東ヌプカウシヌ

プリへの登山道として、既設歩道がある。 
整備に当たっては、沿線の自然の改変を極力避ける。 
整備、補修、維持管理に当たっては、自然環境の保全に留意す

ることとし、登山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防止

のため必要に応じて保全対策を行う。 
西ヌプカウシヌプリ線 

【未執行】 

扇ケ原展望台から西ヌプカウシヌプリへの登山道として、既設

歩道がある。 
整備、補修、維持管理に当たっては、自然環境の保全に留意す

ることとし、登山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防止

のため必要最小限とする。 
トムラウシ山線 

【環境省】 

トムラウシ温泉からトムラウシ山への登山道として、既設歩道

がある。利用者の増加にともない事故も増加したため、一部ルー

トの付け替えを行っている。なお、登山口よりコマドリ沢までの

区間は泥濘化、トムラウシ公園、南沼野営指定地付近などでは、

複線化が深刻な状況となっている。 
整備、補修、維持管理に当たっては、沿線の自然の改変を極力

避け、排水溝や植生への踏み込み防止措置を行うとともに、侵食

防止のため必要に応じて保全対策を行う。 
 

トムラウシ温泉周回線 

【未執行】 

トムラウシ温泉から霧吹の滝を経由して、トムラウシ温泉に戻

る自然探勝歩道として、歩道等を整備する。 
整備、補修、維持管理に当たっては、現道の維持管理と登山利

用者の事故防止及び利便性の確保のために必要な対策を行う。 
曙橋十勝岳線 

【未執行】 

新得町屈足曙橋からトノカリ林道を経由して十勝岳への登山

道として、既設歩道がある。 
整備、補修、維持管理に当たっては、自然環境の保全に留意す

ることとし、登山利用者の事故防止、高山植物保護及び侵食防止

のため必要に応じて保全対策を行う。 
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曙橋沼ノ原線 

【未執行】 

新得町曙橋からヌプントムラウシ林道を経由して、沼ノ原への

登山道として、既設の歩道部分を整備する。 
整備、補修、維持管理に当たっては、沿線の自然の改変を極力

避け、侵食防止のため必要に応じて保全対策を行う。 
北海道自然歩道線 

【北海道】 

北海道自然歩道のうち、清水谷から糠平温泉、糠平湖を経て、

十勝三股に至る探勝歩道であり、一部区間が整備されている。 
長距離自然歩道としての統一性を保ちつつ、糠平集団施設地区

及び十勝三股集団施設地区との連携を重視した整備を図る。 
整備、補修、維持管理に当たっては、自然環境の保全に留意す

ることとし、既存の歩道を最大限活用し、登山利用者の事故防止、

高山植物保護及び侵食防止のため必要最小限とする。 
※注１…事業執行者については、案内標識等のみ整備する場合を除き、歩道の一定区間を管

理している事業執行者のみを掲載している。 

※注２…本項における「整備」は、自然公園法第 10 条第２項に基づく協議を行い新たに歩道

を整備する場合、同条第６項に基づく協議を行い施設の規模及び構造を変更する場合

等を意味する。また、「補修」は、施設の規模及び構造を変更しない範囲で歩道を修繕

すること、「維持管理」は、巡視等による施設の点検を実施すること、ロープ張り、目

印の設置や撤去など日常の管理をすることを意味する。 
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５）運輸施設 

事業の種類 位 置 取 扱 方 針 
索道運送施

設 

層雲峡 

（ロープ

ウェイ） 

層雲峡集団施設地区から黒岳、御鉢平、大雪山連峰縦走への

登山利用及び黒岳５合目周辺からの山岳景観観賞利用のため、

ロープウェイ及び駅舎を民間業者が整備している。５合目には

園地を併設している。 
保守管理用道路の下刈り及び他法令により義務付けられる

もの以外のロープウェイ索道線下の伐採は原則として実施し

ない。 
また、鉄塔の色彩は焦げ茶色とする。 

黒岳 

（リフト） 

上記ロープウェイ５合目駅舎から 300 メートル程の場所か

ら黒岳７合目まで延びている。登山利用及び７合目周辺からの

山岳景観観賞のため、ロープウェイと同じ民間業者が整備して

いる。 
リフトは夏冬併用とし、冬期間は周囲の林内又は無立木地に

おいてスキー利用がなされている。コース整備のための土地造

成や伐採は実施しない。 
また、スキー利用はリフト降り場地点で積雪１メートル以上

の時点で開始するものとする。 
コースとして利用されている箇所の圧雪車の使用を認める

ものとするが、圧雪車の使用により、周囲の樹木を損傷しない

よう留意するものとする。 
旭岳 

（ロープ

ウェイ） 

旭岳の西側の山腹に位置し、勇駒別集団施設地区から旭平ま

での区間を民間業者が整備している。大雪山連峰への主要登山

施設であり、姿見の池周辺の自然探勝利用者も多い。 
保守管理用道路の下刈り及び他法令により義務付けられる

もの以外のロープウェイ索道線下の伐採は原則として実施し

ない。 
鉄塔の色彩は焦げ茶色とする。また、支柱及び搬器には広告

物等の設置を認めないものとする。 
建築物は、山麓駅舎及び姿見駅舎以外には認めないものとす

る。 
従来からスキー利用がなされてきた経緯があり、現在利用さ

れている４コースに限ってスキー利用をさせるものとし、Ｂコ

ース及びＣコースについては、高山植物及び湿原植物の保護の

ため、Ｂコースにあっては、通称Ｓカ－ブ地点で 1.0 メートル

以上、かつ旧天女ケ原駅脇で 1.4 メートル以上の積雪量、Ｃコ

ースにあっては、天女ケ原湿原で 1.0 メートル以上の積雪量を

もって利用させるものとする。なお、コース整備については、

圧雪車の使用を認めるものとするが、圧雪車の使用により、コ

ース外の樹木を損傷することのないよう十分に留意する。 
自動車運送

施設 

然別湖畔 十勝地方の拠点都市である帯広市から、当該地区への公共交

通機関として、バス会社が路線を設置している。 
施設の規模は現状程度にとどめ、適切な維持管理を図るもの

とする。 
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船舶運輸施

設 

然別湖周

遊線 

然別湖畔温泉を基地として、然別湖上から周辺の自然探勝を

することを目的に然別湖を周回する航路で民間の船舶２隻が

運行している。 
船舶運送に必要な施設である桟橋、休憩所、乗船券売場の規

模は、湖畔の眺望を阻害しないため現状程度とする。 
また、遊覧船等の更新に際しては、然別湖のイメージを損な

わないよう、原則単純なデザイン及び落ち着いた色彩のものを

導入するものとする。 
遊覧船からの排水については、然別湖の水質を保全するた

め、適切に処理するものとする。 
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（２）許可、届出等取扱方針 

１）特別地域（特別保護地区を含む） 

特別地域及び特別保護地区における各種行為については、自然公園法の行為許可申

請に対する審査基準として、「国立公園の許可、届出等の取扱要領」（平成 22 年４月

１日付け環自国発第 100401006 号）第６に規定するとおり、自然公園法施行規則第 11

条に規定する許可基準（以下「許可基準」という。）、同条第 33 項の規定に基づき環

境大臣が定めた「大雪山国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例」（平

成 12 年８月 15 日付け環境庁告示第 48 号（糠平地区）及び平成 14 年 6 月 13 日付環

境省告示第 41 号（然別湖畔地区））及び「自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及

び運用方法について」（平成 22 年４月１日付け環自国第 100401008 号）において定め

る許可基準の細部解釈によるほか、下記の取扱方針により事業者等を指導するととも

に関係機関との調整を図るものとする。 

なお、特に風致景観の保護の必要が極めて高い４地区（資料４のとおり）の行為に

ついては、本取扱方針の中で記述する方針に従うものとする。 

ただし、本取扱方針で工法を限定しているものについて、本管理計画策定時以降開

発された新工法については、この取扱に関わらず、その時点で個別に検討するものと

する。 

また、公園事業の執行として行われる行為については、本取扱方針を適用しない。 

 
行為の種類 取 扱 方 針 

１．工作物の新築等  
（１）建築物 ①基本方針 

層雲峡集団施設地区若しくは糠平地区の行為の許可基準の特例

区域内を除き、原則として、公共的建築物、公益事業に関連する建

築物、農林水産業に付随する建築物及び工事用仮設建築物以外の新

築を認めない。 
②規模及び後退距離等 

規模は必要最小限とする。公益上必要な建築物として許可基準上

規模の上限が定められていない特別保護地区及び第１種特別地域

内の建築物であっても第２種特別地域に定められたその他建築物

の基準は最低限満たすものとする。 
また、主要公園利用施設、公園計画道路に近接している場合は、

利用施設又は道路から後退させることができない特別の理由があ

る場合を除き、原則として後退させることとし、利用施設又は道路

から望見されないように修景植栽を実施する。 
③建築物のデザイン 

建築物のデザインについては、以下のとおりとするが、通常公園

利用者の目に全く触れないなど、風致景観上支障を及ぼさないもの

についてはこの限りでない。 
・形態は単純を旨とする。 

・周囲の風致景観との調和を図るため、外部の材料は極力自然材料

（木材及び石材）を使用する。 

・10 ㎡以下程度のごく小規模な建築物を除き傾斜屋根（片流れを除

く。）とする。 
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・屋根の勾配は 10 分の２以上とする。 

・屋根の色彩は焦げ茶色とする。 

・壁の色彩は、茶色系、ベージュ、クリーム色系、灰色系、又はこ

れらの系統の中間色のうちから周囲の環境色に調和する色彩を選

択する。ただし、周囲の環境色が特異であって前記の色彩では環

境に調和しない場合及び他法令等の規定によりこれらの取扱いに

よることができない場合は、この限りでない。 
④附帯施設 
・取付道路及び駐車場については、「(2)車道」の項及び「（２）公園

事業取扱方針.５附帯施設.①駐車場」(P■)の項の記述に準じて取

り扱う。 

・車庫、倉庫等小規模な附帯建築物は、原則主たる建築物と一体とし、

やむを得ず別棟にする場合は主たる建築物の形態、材料及び色彩と

同様のものとする。 
⑤特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区（資料４のとお

り）については、建築物の新築を原則許可しない。やむを得ず設置

する場合は、主要公園利用施設から望見されないような配置とし、

緑化修景措置等を講じる。 

（２）車道 ①基本方針 
林道・作業道等、施設への取付道路及び工事用仮設道路以外の道

路は、原則として新設を認めない(ただし、拡幅線形等の改良は除

く。)。 
特別保護地区及び第１種特別地域内においては、上記についても

原則として新設を認めない。ただし、特別保護地区及び第１種特別

地域を通過しなければ施業地へ到達できない場合は、別途調整を図

る。 
②線形 

地形測量を事前に実施し、工事による造成を最小限に抑えるた

め、曲線半径や道路勾配等は、原則現地地形に順応するよう設計し、

法面や構造物（トンネルを除く。）が極力発生しないような線形と

する。他法令の規定により道路規格の制限が定められていない場合

は、道路設置目的に合わせて必要最小限の規格とする。 
③景観保全 

主要公園利用施設からの景観保全に留意することとする。 
④法面等 
・新設する法面の高さは最大でも 13 メートル以下程度に抑える。た

だし、地形及び地質上やむを得ず大きな法面が出現することも考え

られるため、短い区間でこれを超えることについては別途調整を図

る。なお、周囲が二次植生であり、風致景観上、若しくは動物の生

息等の点で特に問題がなく、容易に森林に復元可能な範囲内を考え

られる場合は、この限りではない。 

・法面は早期に緑化することとし、可能な限り周囲の森林の構成要素

による森林化を図る。 

・地形が全体に急峻で法面を構造物で抑える必要がある場合は、木製

法枠工及び軽量法枠工等、木本類による緑化が可能な工法を使用す

る。さらに急勾配でそれらの工法を使用できない場合は、フリーフ

レームを採用する。 
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・落石防止網を使用する場合、網の色彩は、光沢のない灰色、焦げ茶

色等、地肌の色彩を勘案し、目立たない色彩のものとする。 
⑤擁壁等構造物 
・周囲が良好な風致を維持している自然林である場合又は景観保全上

重要な箇所である場合、若しくは動物の生息地として重要な箇所で

ある場合は、極力法面を造成せず、擁壁等の構造物を使用して周囲

の自然環境を保全する。 
・法面構造物及び落石防止柵の擁壁部分は、小規模で石積みが可能で

ある場合は、石積みあるいは布団篭とし、ブロック積み又はコンク

リート構造物を使用する場合は、原則として表面には自然石を使用

するか、自然石を模した仕上げとする。ただし、擁壁等構造物のう

ち公園利用施設から望見されないものについてはこの限りではな

い。 
・落石防止柵の柵部分は、焦げ茶色に塗装する。 
・トンネルの露出部分は石張りとする。ただし、擁壁等の構造物を設

置する車道が、通常、公園利用者の目に触れることが極めて少ない

場合は、この限りでない。 
⑥附帯施設 
・側溝の断面は必要最小限とし、素掘り側溝が好ましいが、コンクリ

ート側溝の場合は、皿型等の小動物横断の阻害とならないものを検

討する。トラフ型側溝の場合は、蓋を設置する。 
・標識は、安全確保のための注意標識及び分岐点での誘導標識等必要

最小限とし、その形態等の詳細については、「５広告物等掲出又は

表示」(P■)の項に準じて取り扱う。 
・安全柵を設置する場合は、自然石を使用した車止め形式のものが最

も良いが、ガードケーブル又はガードレールでも可とする。ガード

ケーブルを使用する場合、支柱の色彩は亜鉛メッキ仕上げとし、主

要公園利用施設から望見される場合は焦げ茶色に塗装する等周囲

の景観を損なわないよう留意する。ガードレールを使用する場合

で、主要公園利用施設から望見される場合は外側及び支柱を焦げ茶

色に塗装する。 
⑦残土処理 

残土は、原則として国立公園外に搬出するものであること。ただ

し、本国立公園内において許可等を得て行われる他の工事に流用す

る場合にあっては、この限りでない。 
⑧特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区（資料４のとお

り）については、林道・作業道等及び工事用仮設道路以外の道路は

原則として新設を許可しない。工事用仮設道路は工事終了後速やか

に撤去し、地形を原状に復するとともに、周囲の植生と同種の植物

により緑化する。 
（３）治山及び砂防

施設 

①層雲峡峡谷地区以外の特別保護地区については原則として認めな

い。主要公園利用施設からの展望方向にあり景観を著しく損なうも

の、希少野生動植物の生息生育に重要な箇所、原始性の保たれた地

域等、特別に景観及び自然環境保全が必要な箇所については原則と

して認めない。ただし、防災上ほかに方法がなく、やむを得ず設置

する場合は、景観及び自然環境の保全上、個別の実状に応じて必要

な措置を講じる。 
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②主要公園利用施設から望見可能な、比較的近距離の位置にダム、床

固工等を設置する場合には、石材や木材等により修景する措置を講

じる等、極力景観に配慮した仕上げとする。 
③魚類や両生類の生息に重要な箇所にダム、床固工等を設置する場合

は、極力魚道の設置を行う等必要な措置を講じる。 
④特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区（資料４のとお

り）については、周囲の景観に配慮した修景を極力実施し、かつ利

用道路から望見されないように可能な限り修景植栽を実施する。 
（４）鉄塔・電柱 ①基本方針 

・送電鉄塔については、原則として増設を認めない。ただし、既存送

電鉄塔の建替えに伴いルートを変更する場合は、この限りでない。 

・その他のアンテナ用、送信用鉄塔については、特別保護地区及び第

１種特別地域内では、公共目的（国の機関又は地方公共団体が設置

主体になる場合、国の機関又は地方公共団体の要請、要望に基づき、

電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第百二十条第一項

に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事

業の用に供する施設を整備する場合。）のもの以外は認めない。そ

の場合、原則公園利用者から望見されない位置に設置するものとす

る。また、共架可能なものについては、極力共架を指導する。 
②鉄塔の色彩は、主要公園利用拠点あるいは主要利用道路から望見し

た場合、近景であって森林内に納まる場合は焦げ茶色、スカイライ

ンから上に出てしまう場合は淡い灰色とする。 
③鉄塔に付属するアンテナの色彩は、本体の鉄塔に合わせることと

し、局舎については、建築物の項に準じて取り扱う。 
④電柱は、特別保護地区及び第１種特別地域への新設を認めない。そ

の他の地域では、原則として主要公園利用施設及び公園事業道路か

ら利用者の目にふれない位置に設置するものとし、やむを得ず設置

するものについては極力木柱又は周囲の景観に溶け込むような色

彩を施したコンクリート柱（又は鋼管柱）とする。 
なお、電柱には広告物の掲出及び設置を認めない。 

⑤特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区（資料４のとお

り）及び各集団施設地区内の電線及び電話線については、原則とし

て地下埋設とする。既設のものについても原則として、更新の際に

地下埋設とする。 
（５）その他 基本方針 

屋外において自動販売機及び公衆電話ボックスを設置すること

は、層雲峡集団施設地区若しくは糠平地区の行為の許可基準の特例

区域内以外では認めない。既存の自動販売機及び公衆電話ボックス

は極力近接の公園事業施設に併設するよう指導する。 
２．木竹の伐採 ①基本方針 

（施業として行う伐採について） 
・施業の実施に当たっては、伐採に伴い生じる土場、作業道及び架線

が主要公園利用施設、主要公園道路又は主要山岳の山稜からの風致

の保護上支障とならないよう配慮を求める。また、これら仮設物は

作業後に撤去し、現状に復元させる。 

・作業を行う流域の下流沿いに主要公園利用施設が設置されている場

合又は湖沼に流れ込む流域である場合、若しくは両生類や水生昆虫
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等希少動物の生息が確認されている場合には、伐採の作業に伴う濁

水の処理等に関して、森林管理者と公園管理者が連絡を取り合って

適切に対応する。 
 

（施業以外の伐採について） 
・他行為の関連行為として行われる伐採の場合、極力支障木を最小限

とするようにし、景観の重要な構成要素である大径木あるいは風致

的に価値のある木を可能な限り残存させる。 
②シマフクロウ、キンメフクロウ、ミユビゲラ、クマゲラ等、森林に

依存している希少野生動物の保護のため、前３種にあっては生息

が、クマゲラ等にあっては営巣木等が確認された場合は、生息等の

情報提供があった場合には、速やかに森林管理者に情報を提供し、

施業について関係機関で対応を検討する。 
③特に風致景観の保護の必要性が極めて高い４地区（資料４のとお

り）及び各集団施設地区内においては、現状の風致景観の維持向上

を図るため、伐採の方法や伐採量を最小限に止めるよう、特段の配

慮を求める。ただし、工作物（林道・作業道等を含む）の設置に伴

う場合、危険防止上必要な場合、景観保全上必要な場合、施設管理

上必要な場合、展望施設からの眺望の確保を図る場合であって、そ

れぞれ必要最小限のものについては、この限りでない。なお、同地

区内の第２種特別地域については、原則として単木択伐とする。 
３．土石の採取等  
（１）温泉ボーリン 

 グ 

温泉ボーリングについては、行為後に設置する予定の施設の風致

景観上の影響を、ボーリングの許可の審査を行う際に併せて審査

し、給湯管等関連施設が風致景観上支障のないものに限り認めるも

のとする。 
（２）調査ボーリン 

 グ 

地熱発電を前提とした調査ボーリングについては、原則として認

めない。ただし、「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いに

ついて」（平成 27 年 10 月 2 日環自国発第 1510021 号）（２）ウ．

に示す優良事例に該当し、自然環境の保全や公園利用上の支障がな

いものについては、個別に判断する。 
（３）採石 ①基本方針 

許可基準どおりの取扱いとする。 
②河川砂利の採取を行う場合については、許可基準に基づき認めるも

のとするが、その場合は、 
（ア）利用施設及び主要利用道路から望見されない位置であるこ

と。 
（イ）作業を行う箇所の下流部２キロメートル以内の河川沿いに

主公園利用施設（大函、小函、銀河流星の滝、天人峡及び然別

峡）がないこと。 
（ウ）湖沼（然別湖等自然湖沼並びに利用施設が湖畔に設置され

ている大雪ダム及び糠平湖）に流れ込む流域の湖から２キロメ

ートル以内の場所でないこと（ただし、地質や実績等から濁水

が発生しないことが明らかである場合を除く。）。 
（エ）希少両生類、希少水生昆虫、特異な魚類（ミヤベイワナ等）

等希少動物の生息が確認されている流域でないこと。 
の各要件をすべて満たすこととする。 
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③砂防ダム等の湛水区域内において砂利採取を行う場合については、

②の要件を満たす必要はないものとするが、濁水を原則として発生

させないための措置を講じる。 
４．水位水量の増減 基本方針 

・現在、計画の実施について了承しているもの以外原則として認めな

い。 

・既存の水利用のために水位水量を増減させる場合は、原則として従

前のとおり更新するものとするが、自然環境や景観への悪影響が認

められた場合は、調査を実施した上で許可内容の変更を検討する。 
５．広告物等の掲出

設置又は表示 

①基本方針 
基本として許可基準どおりの取扱いとする。ただし、所有者等の

表示のために設置する場合は、数量を抑制する方向で検討し、誘導

看板については極力集合看板とするよう指導する。 
 ②形態、デザイン等 

・支持物（支柱、台座等）、原則自然材料を用いることとするが、積

雪等湿潤環境その他厳しい気象条件下にあり、施設の耐久性、安全

性、性能の維持を図るため特に必要な場合は、耐久性の高い人工材

料を用いることができるものとする（ただし、自然景観に配慮した

色彩、形状のものに限る。）なお、裏側が利用者の目に触れやすい

位置に設置する場合には、木材を張るなどの措置をとる。 

・表示面に使用する色彩は原則として茶色（木材及び石材の場合は素

材色で可）、白色及び黒色を使用することとし、それ以外の色彩を

使用する場合は、２種類以下とする。その場合、使用する色彩は周

囲の自然景観になじまないものを避け、表示面の地色には使用しな

いものとする。絵図面等を用いる場合は例外的にこれ以上の色数の

使用を認める。 

ただし、色彩については地区毎に別途統一的に定める場合はこの限

りでない。 

 ③照明は集団施設地区以外においては使用しない。 
 ④営業及び事業敷地以外のものについては、設置者を明記し、老朽化、

破損等した場合は撤去又は補修する等適切に管理する。 
６．土地の形状変更 基本方針 

農地造成、宅地造成及び廃棄物処理場の造成は認めない。 
７．植物の採取又は

損傷、落葉落枝の採

取、動物の捕獲又は

殺傷及び動物の卵の

採取又は損傷 

基本方針 
・全国的又は地域的に絶滅のおそれのある種については、保護増殖に

資する場合を除き、採取、損傷、捕獲及び殺傷を許可しない。 

・採取、損傷、捕獲及び殺傷する数量については、調査研究の目的の

範囲内で必要最小限とし、可能な限り地区を分散して採取及び捕獲

するものとする。 

・公園利用者の多い時期や多い地区での採取、損傷、捕獲及び殺傷を

避ける。 

・採取、損傷、捕獲及び殺傷をする者は必ず許可証を携行し、許可を

受けていることが公園利用者に分かるよう、腕章等を着用する。 
８．車馬、動力船の

使用又は航空機の着

陸 

基本方針 
許可基準に基づき許可されるもの（地方公共団体が行う行事とし

て指定以前から行われていたものを含む。）を除き許可しない。 
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２）普通地域 

普通地域内の要届出行為のうち、下記の行為について取扱方針を定める。 

 

行為の種類 取 扱 方 針 
１．工作物の新築等  
（１）建築物 建築物の高さは 20 メートル以下とする。 
（２）道路 分譲別荘地は風景に与える影響が大きいことから、分譲別荘地開

発のための道路の設置を行わないよう指導する。 
２．土石の採取及び

土地の形状変更 

河川砂利の採取以外の露天掘りによる採石については、面積が１

ha 以上のもの、さらに１ha 以下であっても、風景に対して影響が

大きいものについては行わないよう指導する。また、産業廃棄物処

理場の建設については、風景に与える影響が大きいことからこれを

行わないよう指導する。 
３．広告物 いわゆる野立て看板については、設置しないよう指導する。 

広告物の規模については、特別地域内の許可基準を準用する。 
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８．国立公園関係者の連携体制等に関する事項 

（１）地域の関係者の連携－協働型管理運営体制の維持 

１）大雪山国立公園連絡協議会 

我が国の国立公園制度は、土地所有に関わらず区域を定めて指定し、公用制限を課

す地域制の国立公園として発展してきました。これは、国立公園の管理運営において、

環境省が広範な関係者と連携、調整を図りながら、協働による国立公園の管理運営を

進めることを前提とした制度と言えます。 

特に、近年、風致景観の保全については、気候変動等による変質する自然環境への

対応、外来生物対策など、自然公園法に基づく許認可の運用だけでは対処できないこ

と、適正な利用の推進については、地域経済と密接な関係を持つ観光を担う民間団体

や公園事業者等と協働しなければ実現できないことが認識されるようになり、全国の

国立公園で協働型管理運営体制の構築が進められています。 

 大雪山国立公園においても、既存の大雪山国立公園連絡協議会（1993（平成５）年

設立）が、2020（令和２）年６月に拡充、改組されて総合型協議会として位置付けら

れ、また、「大雪山国立公園ビジョン まもり、活かし、つなげよう みんなでつく

る、世界を魅了する大雪山国立公園」が策定され、協働型管理運営体制が構築されま

した。 

大雪山国立公園連絡協議会の拡充、改組にあたり、既存の環境省、北海道、市町に

加え、他の関係行政機関、観光協会、交通事業者、自然保護団体、研究者が構成員に

加わりました。また、同協議会のもとに、登山道維持管理部会が設置され、関係行政

機関のほか、民間の維持管理関係団体、利用・環境教育関係団体、自然保護関係団体、

調査・研究関係者・団体が参加し、本協議会及び部会により、官民連携の体制が構築

されました。 

総合型協議会としての大雪山国立公園連絡協議会の役割は、大雪山国立公園におけ

る山岳地域の荒廃、利用拠点の低迷といった課題を目に見える形で解決し、大雪山の

自然環境が守られ、より豊かなになった国立公園、魅力を活かし、質の高い利用体験

ができる国立公園など、大雪山国立公園ビジョンを実現することを目的として、大雪

山国立公園全体を対象とした方針、計画等を検討、策定し、それを実行していくこと

です。 

大雪山国立公園連絡協議会には、国立公園に関する主要な関係者がそろっており、

これら方針、計画等の検討、策定、実行が効率的に実施できる体制となっています。

大雪山国立公園ビジョン実現のために、協働型管理運営体制を維持、発展させていく

ことが必要です。 

 

一方、大雪山国立公園には、大雪山国立公園連絡協議会以外に、特定地域を対象と

して、当該地域における個別の課題について協議するものとして、例えば、次のよう

な協議会などがあります。 

（施設や登山道の維持管理に関するもの） 
上川地区登山道等維持管理連絡協議会、新得地区登山道等維持管理連絡協議会、然

別自然休養林保護管理協議会、美瑛富士トイレ管理連絡会、層雲峡地区自然ふれあ
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い利用協議会、ひがし大雪自然館運営協議会など 
 

（特定の課題について議論し、取組を実施するもの） 
東川町大雪山国立公園保護協会、表大雪地域スノーモビル乗入れ規制調整会議、東

大雪地域スノーモビル乗入れ規制調整会議、大雪高原温泉地区ヒグマ対策連絡会議、

大雪山国立公園大雪高原温泉銀泉台地区自動車利用適正化対策協議会、十勝岳ジオ

パーク推進協議会、とかち鹿追ジオパーク推進協議会など 
 

これらの個別の協議会は、広大な大雪山国立公園の中で特定の地域を対象としたも

のであり、その数も多いため、大雪山国立公園連絡協議会に組織上整理統合などする

ことなどは、それぞれの役割が異なることからも、また、費用対効果の観点からも、

望ましいものではありません。 

しかし、これらの協議会には、大雪山国立公園連絡協議会の事務局である環境省大

雪山国立公園管理事務所をはじめとして、その構成員が参加しています。そのため、

大雪山国立公園ビジョンや、大雪山国立公園連絡協議会の動きを、それぞれの構成員

が浸透させる、または、個別の協議会の動きを必要に応じて大雪山国立公園連絡協議

会で報告、共有するなど、協議会間の連携を図ることが重要です。 

 

２）関係省庁、自治体等との施策の連携 

ア 国有林施策との連携 

大雪山国立公園は、90％以上が国有林となっています。国有林の区域においては、

その管理経営の方針と整合を図りながら、連携した公園管理を推進します。 

国有林野施業実施計画では、施業、林道整備、治山等の各事項と並び、保護林及び

緑の回廊の名称及び区域、レクリエーションの森の名称及び区域が定められています。

大雪山国立公園においては、原生的な天然林を保存することにより自然環境の維持、

動植物の保護、遺伝資源の保存等に資することを目的とする「森林生態系保護地域」、

自然環境が十分保存された天然林を主体とした地域固有の生物群集等の保存を目的

とする「生物群集保護林」、希少化し、遺伝資源の保護などが必要とされる「希少個

体群保護林」、森林レクリエーションを楽しんでもらう「レクリエーションの森」、大

雪山森林生態系保護地域と日高山脈森林生態系保護地域を結ぶ「大雪・日高緑の回廊」

が設定されています。それぞれの国有林野施策と整合を図りながら連携した自然の保

全と利用を図ります。 

また、国有林の管理に関する法令を遵守することは、「５．風致景観及び自然環境

の保全に関する事項」の各項に掲げる「保全方針」に基づき風致景観及び自然環境の

保全を図る上でも重要であることから、関係法令の遵守について相互の連携を図りま

す。 

さらに、登山道等施設の整備、維持管理にあたっては、土地使用許可申請、入林届

などの手続きが必要な場合があります。登山道等施設の整備、維持管理の実施者は、

森林管理署と連絡調整を密にし、必要な手続きが円滑に行われるよう努めます。 

国有林内において、５（４）２）に記載する鳥類の生息や営巣が確認された場合に
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は、森林管理者へ情報を提供し、施業の取扱等について調整を図り適切な対応を検討

します。 

 

イ 道有林施策との連携 

大雪山国立公園は、約３％が道有林となっています。道有林の区域においては、そ

の整備・管理の方針と整合をとりながら、連携した公園管理を推進します。 

道有林の整備・管理計画においては、森林が優先して発揮すべき機能・担うべき機

能の向上を目的に森林を区分し、適切な整備及び保全を図っています。大雪山国立公

園においては、国土の保全と水資源のかん養を目的とした「水源涵養林」、国立公園

特別保護地区により保全された区域の森林で、一部では原則として自然の推移にゆだ

ねて生物多様性を保全することを目的とした「保健・文化機能等維持林」などが設定

されています。それぞれの道有林施策と整合を図りながら連携した自然の保全と利用

を図ります。 

また、道有林の管理に関する法令を遵守するよう指導することは、「５．風致景観

及び自然環境の保全に関する事項」の各項に掲げる「保全方針」に基づき風致景観及

び自然環境の保全を図る上でも重要であることから、関係法令の遵守について相互の

連携を図ります。 

さらに、登山道等施設の整備、維持管理にあたっては、土地使用許可申請、入林承

認申請などの手続きが必要な場合があります。登山道等施設の整備、維持管理の実施

者は、上川総合振興局南部森林室と連絡調整を密にし、必要な手続きが円滑に行われ

るよう努めます。 

道有林内において、５（４）２）に記載する鳥類の生息や営巣が確認された場合に

は、森林管理者へ情報を提供し、施業の取扱等について関係機関との調整を図り適切

な対応を検討します。 

  

ウ 天然記念物、文化財施策との連携 

大雪山国立公園は、約 10％強が特別天然記念物となっています。大雪山は、1971

（昭和 46） 年に、学術上極めて貴重であるとの観点から、保護すべき天然記念物に

富んだ代表的一定の区域である天然保護区域として天然記念物の指定を受けました。

さらに、1977（昭和 52） 年にその価値が世界的にまた国家的に高いものとして特別

天然記念物に指定変更され、区域に存在する動植物、地質鉱物等は厳重な自然の保護

が図られています。大雪山国立公園の中でも特別保護地区と重複する地域が指定され

ており、原生的な自然の保護を図られています。 

また、ウスバキチョウやダイセツタカネヒカゲ等の高山蝶やクマゲラ、イヌワシ、

シマフクロウ等の鳥類が種として天然記念物に指定されているほか、1968（昭和 43 ）

年に然別湖のオショロコマ生息地が北海道の天然記念物に、1951（昭和 26）年に羽衣

の滝が北海道の史跡名勝に指定されています。 

さらに、2015（平成 27）年から、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・

伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」として認定し、ストーリー

を語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の文化財群を総合的に活用する取組を支援す
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る取組が文化庁において開始されました。2018（平成 30）年に大雪山国立公園の一部

は、日本遺産「カムイと共に生きる上川アイヌ～大雪山のふところに伝承される神々

の世界」として認定されました。 

国立公園内において、これらの天然記念物、文化財の適正な保護が図られるよう関

係機関と連携して対応していきます。 

また、天然記念物、文化財施策に関係する法令を遵守するよう指導することは、「５．

風致景観及び自然環境の保全に関する事項」の各項に掲げる「保全方針」に基づき風

致景観及び自然環境の保全を図る上でも重要であることから、関係法令の遵守につい

て相互の連携を図ります。 

さらに、登山道等施設の整備、維持管理にあたっては、天然記念物の現状変更申請

などの手続きが必要な場合があります。登山道等施設の整備、維持管理の実施者は、

各市町及び北海道の文化財保護担当部局と連絡調整を密にし、必要な手続きが円滑に

行われるよう努めます。 

 

エ 関係自治体との連携 

過去に、国立公園の管理運営に地方自治体の考え方が反映されにくいと認識されて

しまい、一部の地方でその問題が顕在化したこともありました（「国立公園における

協働型運営体制のあり方検討会－中間取りまとめ－」（2012（平成 24）年 3 月 23 日）

などを参照）。このことは、全国的に協働型管理運営体制の構築が進められるように

なった背景のひとつとなりました。 

一方、大雪山国立公園において、協働型管理運営体制が構築できた要因のひとつに

は、国立公園における取組が、自治体が抱えている地域課題の解決にも寄与するとい

う点を重視したことが挙げられます。 

引き続き、国立公園の管理運営を通じて地域社会の課題解決に貢献できるよう、構

想力、調整力を発揮し、自治体との良好な関係を維持し、協働型管理運営体制の最も

重要な基盤として、連携を一層深めることが重要です。 

 

オ その他の枠組みとの連携 

大雪山国立公園における風致景観の保全、適正利用の推進に関係するその他の枠組

みとしては、日本ジオパーク（日本ジオパークネットワークによる。）が挙げられま

す。現在、とかち鹿追ジオパークが認定済で、美瑛及び上富良野地域、旭川周辺地域

において検討が進められています。 

また、「景観法」に基づく景観計画では、建築物の建築等の届出行為について景観

形成基準を定めて良好な景観の形成を図ることができます。大雪山国立公園では、集

団施設地区における良好な街並み形成に活用できる可能性があるため、国立公園の景

観の保護について連携を図ります。 

その他、2018（平成 30）年 4月に閣議決定された第五次環境基本計画に基づく「地

域循環共生圏」、その他のさまざまな枠組みについて大雪山国立公園ビジョン実現の

観点から有効なものについては、積極的に活用し、それらの施策と連携することが期

待されます。 
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３）研究者その他関係者との連携 

大雪山国立公園を対象とした自然科学、社会科学、人文科学などの研究が進められ

ることは重要であり、大雪山国立公園の管理運営においても、研究の成果を活用し、

科学的根拠をもった取組が進められることになります。 

これまで、大雪山国立公園研究者ネットワークがあり、拡充、改組前の大雪山国立

公園連絡協議会と連携した取組が進められてきましたが、近年では、各研究者の所属

機関の業務が多様化するなど研究環境の変化によりネットワーク組織を維持すること

が難しくなったこと、特に自治体に研究の意義が伝わりにくいと感じられてしまった

ことなどから、十分な活動ができていないのが実情です。 

そのため、当面の間、大雪山国立公園連絡協議会登山道維持管理部会における研究

報告会などの取組を継続しつつ、大雪山国立公園と研究者との連携について、今の時

代に相応しい連携のあり方を引き続き模索、検討していくことが必要です。 

 

（２）利用者と管理運営主体との連携－管理運営への利用者の参加 

大雪山国立公園ビジョンを実現するためには、このビジョンが利用者と共有され、

利用者が国立公園の管理運営に参加することが重要です。 

これまで、大雪山国立公園の山岳地域における管理運営は、公的資金による事業を

基本として、現地の作業については自治体等の行政機関と関係が深い山岳会等の組織

力に頼ってきたと言えます。 

しかし、①大雪山国立公園の登山道の約 75％は保全上の課題がある区間とされ、対

処すべき荒廃の規模が極めて大きく、仮に上記の従前の体制が十分であっても対応し

きれるものではありません。②その上、近年社会の人口が減少して高齢化が進み、よ

り多くの公的資金を社会保障関係費用に充てる必要が生じ、山岳会等の会員も高齢化

し作業の担い手も不足してきました。 

今後も、投入できる公的資金は減少することが見込まれますが、大雪山国立公園を

適切に管理運営することにより、価値の高い自然環境を将来世代まで継承することは

すなわち国民全体が利益を享受するということであり、また、国立公園の山岳地域の

施設は社会資本であるという側面があるため、その整備や維持管理に一定の公的資金

は必要です。 

しかし、大雪山国立公園を利用することに起因して生じる課題への対応や、利用者

のニーズに合わせたきめ細やかで質の高いサービスの提供といった部分については、

利用者自身でよりよい利用環境をつくることも必要であると考えられます。 

そこで、大雪山国立公園では、利用者が国立公園の管理運営に参加し、利用者とと

もに大雪山国立公園ビジョンを実現することを目指します。 

利用者の参加方法には、補修や維持管理作業などへのボランティアとしての参加、  

協力金の支払い、寄付、大雪山国立公園連絡協議会登山道維持管理部会に参加してい

る登山道等の維持管理を行う民間団体の支援など、多様な方法が考えられます。 

特に、協力金については、大雪山国立公園連絡協議会において、協力金に関する取

組方針を検討し、個別の地域での具体的な協力金収受を開始するなど、協力金を通じ

た利用者の国立公園管理運営への参加機会を設けることが重要です。 
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（３）大雪山国立公園と周辺地域との連携 

大雪山国立公園を訪れる者は、その前に、周辺地域の中核都市（旭川市、帯広市）

に滞在したり、大雪山国立公園の関係市町においてもその市街地に滞在したりするこ

とが一般的であると考えられます。これらの機会に、大雪山国立公園利用に関する情

報発信が利用者に適切に届けば、国立公園利用の利便性が大きく向上するものと考え

られます。 

特に今後、上記（２）のような利用者の管理運営への参加を進める場合は、利用情

報だけでなく、国立公園の魅力や取組などの多様な情報を、国立公園周辺地域にも届

け、国立公園を利用する前の時点で取組に関する理解を得ることが必要です。 

このため、大雪山国立公園周辺地域と連携し、インターネットや SNS も活用した情

報発信が重要となってきます。 

また、上記（２）の利用者の管理運営への参加に加え、より幅広い事業者や団体と

の連携も考えられます。例えば、大雪山国立公園で行われる活動の認定等（パートナ

ーシップ）の検討も考えられます。こうしたアイディアは協力金や寄付の普及など、

実施する効果が最大限高まる機会、内容を十分に検討して、実施していくことが重要

です。 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 



大雪山国立公園管理運営計画書【案】に対する御意見等　（第２回大雪山国立公園管理運営計画検討作業部会） 

御意見提出者 資料番号 ページ

数

項目 御意見等 備考

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-3 P.10

6_(1)_2)_イ_(ア) 野営指定地の利用実態が良く分かっていない状況であるため、それを把握する必要がある
ということを計画書に記述しておいて欲しい。

当日意見

北海道大学大学院地球環境科学研究院
工藤准教授

資料1-5 P.1-23
資料1、資料2 法令に基づき保護されている植物等のリストについて、指定等の区分に該当する印が何も

記載されていないものが多い理由はなぜか。 当日意見

北海道大学大学院地球環境科学研究院
工藤准教授

資料1-5 P.1-23
資料1、資料2 植物リストを見るとごく一般的な植物種もあり、どういう基準でリストアップされたの

か。 当日意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-3 P.3

5_(4)_1)_イ 人為的管理が本当に必要かどうかについて、検討、判断するという要素があってもいいの
ではないか。自然保護を実現する上で、本当に人為的に管理しなければならないのかとい
う基準またはそのようなことを考えるステップが必要であると思う。 当日意見

北海道大学大学院地球環境科学研究院
渡辺教授

資料1-3 P.3

5_(4)_1)_イ 大雪と石狩の自然を守る会の意見は最もであるため、「イ 保全方針」の最後の網掛け部分
の表現は、「気候変動の影響により急速に変化した植生を特定した上で、『必要かつ適応
が望まれる場所』では、その変化が始まる以前の状況まで回復させます」というように限
定的な表現をした方がよいと思う。

当日意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-3 P.3

5_(4)_1)_イ 人為的に手を加えたとしても、それに対してモニタリングをして、どのような影響が出る
かを見つつ、立ち止まったりさらに進めたりということをしなければいけない。データを
取る、目標を定めてモニタリングするという仕組みづくりは重要だと思う。

当日意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-3 P.14,20

6_(1)_2)_カ
6_(2)_2)_ア_(イ)
⑤

自然公園法の改正により、野生動物に餌を与えることを規制する検討がなされているが、
自宅敷地内での餌付け行為などグレーゾーンが結構ある。大雪山は観光地でもあるので、
ペットを利用者が連れてくる場合もある。山岳地域を対象にするという整理がされている
ので、きちんと伝えることができれば軋轢は生じないと考えるが、気になるところであ
る。

当日意見

道北バス　福内直樹 資料1-3 P.13,14
6_(1)_2)_オ(ア) 野外へのし尿排泄  携帯トイレに関する利用者指導,持ち帰るよう努めること。

追加意見

道北バス　福内直樹 資料1-3 P.19,20
6_(2)_1) 利用施設の整備、維持管理  指導事項、遵守事項の徹底を図ること

追加意見

北海道大学大学院地球環境科学研究院
渡辺教授

資料1-3 P.1

5_(1)_1) (1)広大な山岳景観の1)の下から3行目の「しない貴重なもので」を「しない貴重な地形も
あり」に変更してください。 追加意見

上富良野町 資料1-2 P.3

2_(1)_1)_ア 「とかち鹿追ジオパークが日本ジオパークに認定され・・・」とありますが、「十勝岳ジ
オパーク」も現在認定を目指しておりますので、認定（令和３年10月頃には判明）の暁に
は追記をお願いします。

追加意見

上富良野町 資料1-3 P.27

8_(1)_2)_オ 「現在、とかち鹿追ジオパークが認定済で、美瑛及び上富良野地域、旭川周辺地域におい
て検討が進められています。」の箇所も同様に、認定の暁には修正をお願いします。

追加意見

上富良野町 資料1-3 P.16

6_(1)_4)_ア(ア) ４）
　ア
　（ア）取組事項　　　「十勝岳火山対策協議会」　⇒　「十勝岳火山防災協議会」　に
修正

追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-2 P.4

2_(1)_1)_イ 登山道の管理水準の策定は、登山体験の観点のみではなく、当時問題となっていた過剰整
備をしないという観点もあったので、その点が加筆されることが望ましい。
携帯トイレの普及についても、前提として避難小屋や野営指定地のトイレの不足、周辺で
の屎尿や上の散乱が2000年ころより問題視されてきたことについてふれてほしい。

追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-2 P.6

2_(1)_2)_ア(エ) 管理運営計画は5年またはそれ以上の期間にわたって参照される。新型コロナウィルス感染
症の影響は、短期的に終わるかもしれず、様々な不確定要素の一つとして扱うくらいがよ
いのではないだろうか。 追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-2 P.7
2_(1)_2)_イ(ア) 誘導標識、案内板、避難小屋等の施設の老朽化について、書き込みが不足しているように

思います。 追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-2 P.12

3 上川南部森林管理署の指摘のように、「みんな」の定義を示すのもよいが冗長に感じる。
それよりも、冒頭でこのビジョンがいつ、どのように、だれによって定められたのかを明
記したほうがよいのではないか？ 追加意見

別紙２
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御意見提出者 資料番号 ページ

数

項目 御意見等 備考

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-2 P.13

4_(1)_1) 「登山道の荒廃や登山者の踏み荒らしによる植生、地形や土壌の改変・消失を回復させま
す。これらは、大雪山グレードに応じて原生的な自然環境が維持された地域から 優先的に
取り組みます。」に従うと、奥地、遠隔地から精微に取り組むことになるが、構成員の共
通認識と言えるか？実態とも異なっていないか？

追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-3 P.9

6_(1)_1)_ア(ア) 登山道等施設の整備において、将来的に管理水準の次の段階で議論すべきことかもしれま
せんが、標識類が様々なタイプがあり混乱を招くため、更新の際に統一をはかることが目
指されるべきと思います。
部会でも発言しましたが、避難小屋、野営指定地については利用実態の把握が必要と思い
ます。

追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-3 P.11
6_(1)_2)_ウ(ア) 管理計画で定められる行動段階の上がった人なれグマが出没した場合の対応について追記

すべきではないか。 追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-3 P.13

6_(1)_2)_オ(ア) 取り組み事項の前文に「常設トイレの更新を検討」ということが書き込まれているので、
取り組みにも「常設トイレの処理技術や搬出方法について情報収集し、大雪山に適用でき
る方法を検討する」という取り組みをいれてほしい。携帯トイレはゴミを増やしていると
いう側面もあり、決して持続的な最終解だとは思えない。大雪山ほどの利用がある諸外国
の山岳地では、常設トイレが普通である。

追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-3 P.14

6_(1)_2)_カ(ア) ペット持ち込みをさせない「山岳地域」を明確に定義する必要がある。例えばグレード１
にあたる旭岳温泉園地の探勝歩道や、層雲峡の紅葉谷は該当するのか？また、盲導犬の扱
いはどうするのか？ 追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-3 P.19

6_(2)_1)_ア(ア) 自然公園法改正において、集団施設地区のマスタープランの策定が検討されている。それ
に対応した記述、および集団施設地区にあたらない温泉地、利用拠点などにおいても、将
来の方針や施設の老朽化対策などを検討しておくことの必要性はないか。 追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-3 P.21 6_(2)_2)_イ(ア)

自然公園法改正における餌付けの禁止をうけて、ヒグマ、キタキツネへの餌付けの指導の
記述を強められないか。 追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-3 P.24-29 8

地域の関係者との連携において、協働型管理体制を促進するためには、情報の公開、参
加・発言の機会、計画策定などへの意見の反映などが必要な条件となる (IUCNのGood
Governanceなど）。特に大雪山では、情報の公開がまだ不足しているように思われるた
め、記述が必要では。

追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-4 P.14-21 3)単独施設
高原温泉、姿見の池避難小屋の携帯トイレブースについては記載しなくてよいか。

追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1-4 p.27-32 ウ 歩道

歩道の未執行区間の維持管理について「自然環境の保全に留意することとし、登山利用者
の事故防止、高 山植物保護及び侵食防止のため必要最小限とする。荒廃区間 の改良に当
たっては、沿線の自然の改変を原則避ける。」といった記述がみられるが、いずれかに登
山道整備技術指針のことを記載しておかなくてよいか。

追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-2 p.3 イ 大雪山国立公園
の歩み

小泉秀雄の「北海道中央高地の地学的研究」1918（大正7）は大雪山学術研究の初出であることか
ら記述すべき。上述が記述されるなら、大雪山調査会は荒井初一らとする方かよい。

追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-2 p.4 イ 大雪山国立公園
の歩み

糠平・黒岳・旭岳のスキー場施設やロープウェイは大型施設で景観の変更をもたらしていることか
ら、「観光道路の建設」の後に、「スキー場やロープウェイ等の観光施設の設置」を記述する。

追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-2 p.4 イ 大雪山国立公園
の歩み

生物多様性の保全が国立公園の重要な保全対象になっており、多様性の保全は重要地域の保全だけ
では達成できないので、今後の管理運営においては「新たに加わった生物多様性の保全に万全を期
すとともに、地域社会の課題解決に国立公園が寄与する…」とする。

追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-2 p.5 (ア)気候変動 大雪山が日本最大の国立公園として、その面積の九割を占める森林等が炭素の回収や固定に果たし
ている役割が大きいと想定されることから、「気候変動の対策に寄与している」ことを冒頭で評価
した上で、現状の変化を記述する。

追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-2 p.5 (ウ)外国人利用者の
増加

「国立公園満喫プロジェクト」は試行されている阿寒湖畔、硫黄山・川湯温泉の「カムイルミナ」
が自然生態系に悪影響を及ぼすおそれが強いとの指摘があることから、一面的に肯定するのではな
く、前段の記述にあるように「その場所でしか見られない特色ある資源を発掘し、その公園の本来
的な利用にふさわしい形で満喫プロジェクトを工夫するなど」の表現にする。
インバウンドに依存しすぎると、今回の新型コロナなのような影響をもろに被ることになり、ま
た、その増加だけに期待を寄せると環境対策も難しくなることから、「大雪山国立公園の特性を考
えながら適切なインバウンド対策を講じるとともに、国内利用とりわけ地域内利用を官民連携でい
かに促進させるか、その対策がいま求められている」とする。

追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-2 p.6 (エ)新型コロナウ
イルス感染症の影
響等

「負の影響を低減して正の影響を最大限に生かす」の負の影響は分かるとして、正の影響とは何を
指すのかもう少し具体的な説明が要る。(イ)との整合性も必要。

追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-2 p.6 イ大雪山国立公園
の課題

課題の解決が、山岳地域の荒廃と利用拠点の低迷に限定されている。大雪山国立公園面積の大部分
を占める森林地帯の分析が入っていない。大雪山の森林は極東ロシアを中心とする北方森林の同所
的南限であり、生物多様性の重要なフィールドになっている。
高山帯の人為的荒廃も重要な課題であるが、過去の開発によって生じている森林地帯の現状、台
風・強風・大量降雨による風倒、林道の崩壊、渓流・斜面の崩壊など現状の変化を課題の一つとし
て整理する。例えば、(ア)山岳地域の荒廃 (イ)森林地域の変容 (ウ)利用拠点の低迷。(イ)は上
述の内容により小項目を設ける。

追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-2 p.8 iv）利用者間、利
用者・管理官間で
生じる問題

大雪山国立公園をの維持管理のために人的・経済的・社会的支援を求めることは重要だが、この一
面だけが強調されると国立公園の維持管理施策が利用者負担に強く傾く可能性がある。ｐ28の(２)
にある記述を援用して、参加協力の前に「一定の公的資金は必要ですが、その限界もあるため」を
入れる。

追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-3 p.1 1）保全すべき風致
景観及び自然環境

特徴ある重要な森林は東大雪の樹海に限らないことから、「とりわけ東大雪地域では」とする。 追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-3 p.1 2)保全方針 大雪山の価値に及ぼす影響が大事であるから、山岳景観だけでなく生物多様性にも喚起を促すこと
が必要。「広大な山岳景観の厳正な保護と生物多様性の保全を図り」とする。

追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-3 p.2 1)保全すべき風致景
観及び自然環境

「広大」を繰り返すより、垂直分布の特異性を生かして「特色ある森林で覆われて」とする。 追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-3 p.2 2)保全方針 その地域に存在した森林植生に配慮することが重要であることから、「かつての森林植生を考慮し
つつ森林植生の復元」とする。

追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-3 p.3 イ 保全方針 気候変動による植生の変化は、直接的に観察できるものだけの範疇にとどまらないことが考えられ
るので、「周辺地域に対する影響を慎重に見極めながら、その変化の始まる以前の状況まで」とす
る。
エゾシカの食害から守るべきは希少野生植物と限定すべきでないことから、「希少野生生物等を中
心に植生の保全を」とする。

追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-3 p.6 1)保全すべき風致景
観及び自然環境

大雪山調査会に先駆けて小泉秀雄の「北海道中央高地の地学的研究」が日本山岳会の機関誌「山
岳」に掲載されたこともベースになっていることから、「1918（大正７）の小泉秀雄の大雪山研
究」を併記する。

追加意見

大雪と石狩の自然を守る会 資料1-3 p.6 3)取組事項 東川町の大雪山に関するライブラリーの開設や文献書誌の発信事業はすぐれた文化事業であること
から、(6)文化景観を「文化景観及び事業」とし、③地元自治体による大雪山文献書誌発信事業等
の取組を促進します、を追記する。

追加意見



 
 

 
 

大雪山国立公園協力金等検討作業部会の進捗について 

 
 
１．作業部会の目的 

 〇大雪山国立公園ビジョンを踏まえ、大雪山国立公園の特性にみあった、協力金の取組方

針や、利用者が国立公園の管理運営に参加する仕組みを、意見交換を通じて見出すもの。 
 

２．内容 

 ○令和元年度に実施した大雪山国立公園の登山者を対象とした協力金に関するアンケー

ト調査の報告と検討 
○他の国立公園等における協力金等の取組事例の検討、協力金の収受に活用できる情報通

信技術の検討 
○大雪山国立公園における協力金等の取組の進め方の検討 

 
３．開催状況 

（１）第１回作業部会（令和２年 11 月 19 日） 

・大雪山国立公園における取組の現状および課題 

・「令和元年度大雪山国立公園における利用者負担等検討調査業務」の報告について 

・取組方針（仮）の作成について 

・事例研究「富士山保全協力金について」 
（静岡県 スポーツ・文化観光部文化局 富士山世界遺産課 課長代理 川口 智弘 氏） 

 

（２）第２回作業部会（令和３年２月 24 日） 

・大雪山国立公園における協力金等取組方針の案の検討（別紙１） 

・事例研究「妙高山・火打山における協力金について」 

（事務局（(株)ライヴ環境計画）から報告） 

・事例研究「協力金収受と情報通信技術」 

（（株）ヤマップ 東京支社 営業マネージャー 大土 洋史 氏） 

 
４．今後の予定 

・大雪山国立公園における協力金等の取組方針に対するご意見（別紙２）の調整。 
 ・令和３年夏～秋頃 大雪山国立公園協力金等検討作業部会（第３回） 

取組方針の決定。 
 ・取組方針に基づく、モデル地域における実践 
 
 
 
 
 

資料２－２ 



 
 

＜参考＞不参加の機関・団体 

北海道開発局開発監理部開発連携推進課、（一社）ふらの観光協会、 
ワカサリゾート（株）、旭川電気軌道（株）、十勝バス（株）、北海道拓殖バス（株）、 
大雪と石狩の自然を守る会、 
北海道大学院 国際広報メディア・観光学院 観光学高等研究センター 木村宏教授、 
南富良野町、士幌町 

大雪山国立公園連絡協議会 

大雪山国立公園協力金等検討作業部会名簿 

 
機関、団体等 

北海道地方環境事務所 

北海道運輸局旭川運輸支局 

（一社）層雲峡観光協会 

（一社）ひがしかわ観光協会 

（一社）美瑛町観光協会 

（一社）かみふらの十勝岳観光協会 

NPO 法人南富良野まちづくり観光協会 

（株）りんゆう観光 

道北バス（株） 

十勝自然保護協会 

北海道大学大学院環境科学研究院 渡邉悌二教授 

北海道大学大学院農学研究院 愛甲哲也准教授 

北海道上川総合振興局 

北海道十勝総合振興局 

富良野市 

上川町 

東川町 

美瑛町 

上富良野町 

上士幌町 

鹿追町 

新得町 

登山道維持管理部会構成員のうち参加希望者 

合計 22 機関・団体及び登山道維持管理部会 

オブザーバー 

機関、団体等 

上川中部森林管理署 

上川南部森林管理署 

十勝西部森林管理署東大雪支署 
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別紙１ 

 

大雪山国立公園における協力金取組方針【案】 

 

令和 年 月 

大雪山国立公園連絡協議会 

 

１．取組方針の位置づけ 

この取組方針は、利用者に対して、大雪山国立公園の山岳地域において、山岳地

域の荒廃、特に登山道の荒廃の課題解決を目的として①実施する協力金の取組を実施

する際の理念を示すもの。 

また、協力金の取組主体に対して、共通して取り組むべき事項に関する指針を示

すもの。 

【解説】 

 ① 本取組方針における協力金の対象は、山岳地域の荒廃、特に登山道及びその周辺の

荒廃の課題解決を目的としたものとする。  

大雪山国立公園において既に実施されている施設の維持管理などのための協力金に

ついては、本取組方針の対象とはしない。しかし、利用者と管理者との間で相互の信

頼関係の構築や収受率の向上につなげるため、本取組方針の考え方をもとに取組を行

うことが望ましい。 

 

２．大雪山国立公園において協力金の取組を行う意義 

大雪山国立公園において、山岳地域の荒廃、特に登山道の荒廃①が大規模に生じ、

管理者による対応または自然の再生力だけでは限界②が生じている。 

この課題を解決するため、利用者自身が利用する場の質を高める③との観点から、

国立公園の管理運営への利用者の参加④を推進する。 

協力金⑤の取組は、利用者が国立公園の管理運営に参加する重要な方法の１つ⑥と

して位置づける。 

【解説】 

① 大雪山国立公園には、延長約300kmとも言われる登山道があり、そのうち約75%の

区間は、利用により侵食が生じるなど保全上の課題があるとされている。その他、

誘導標識、案内板、避難小屋等の施設の老朽化も課題となっている。 
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   また、登山道の荒廃に伴う植生の衰退、周氷河地形など重要な地形の消失、野外に

おけるし尿排泄の問題、外国人を含む利用者への情報提供が不十分であるなどの問題

がある。 

 

② 登山道の管理者は、主に関係行政機関である。社会の人口が減少して高齢化する

など時代が変化する中で、関係行政機関における予算や体制の確保が困難になりつ

つあるが、引き続き、確保、拡充に努めることが重要。一方、山岳地域の荒廃は、

関係行政機関における予算や体制をはるかに上回る規模、量となっていることか

ら、管理者による対応だけでは限界が生じている。山岳地域の荒廃に対応するため

には、関係行政機関による予算や体制以外にも多様な方法を検討する必要がある。 

 

③ 大雪山国立公園を登山する者は、年間約10万人弱と推定され、全国民に占める割

合は小さい点に、すべてを公的資金によるのではなく、利用者自身が課題解決に取

り組む理由が見いだすことができる。また、普段利用している山に恩を返す取組を

したいという登山者、管理運営に関する活動に参加することを通常には体験できな

い特別な体験として捉え、価値を見いだす利用者も現れていることが大雪山国立公

園の特色である。 

 

④⑥ 大雪山国立公園では、国立公園の管理運営に利用者が参加する手法の一つとし

て、協力金を位置づける。協力金は山岳地域の荒廃を解決することが目的である

が、その目的を達成する手段は協力金の支払いだけではない。例えば、ボランティ

アとして登山道の補修活動に参加することや、クラウドファインディングなどの手

法もある。このため、目的を達成するのであれば、協力金に限らず、利用者の志向

にあわせた多様な選択肢を用意することが重要である。 

  また、大雪山国立公園では、管理者と利用者が協働して大雪山国立公園の課題を

解決するという創造的な呼びかけにより、利用者が気持ちよく協力金を支払う状況

を実現したい。 

 

⑤ 税金のように強制力をもって収受する場合、厳格に公平性を確保するため、登山

口全てに人員を配置する必要がある。この場合、収受のための人件費が収受額を上

回るか、収受額の多くを占めてしまうため、利用者の理解が得られないことは確

実。 

一方、自主的な支払いについても協力金、募金、物品販売への上乗せなどの複数の

選択肢があるが、受益者は利用者すべてに及ぶ（登山者の補修など）ため、すべての
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利用者に支払い意志を確認でき、支払いに賛同するすべての人が支払えることが重要

であるため、協力金が妥当である。 

協力金を使用することにより、公的資金を利用することに比べて、柔軟な執行によ

る、よりきめ細やかなサービスの実現、利用者のニーズに合う予算運営計画の策定、

利用者の意見を反映させた管理運営の取組の充実も期待できる。 

 

３．大雪山国立公園における協力金が目指す目標 

協力金の取組を通じて、大雪山国立公園独自の①、新しい登山道管理運営のモデル

（利用者と管理者が信頼関係に基づき協働する大雪山スタイル）を構築することを

目標とする。 

新しい登山道管理運営のモデルとは、協力金により、荒廃した登山道を補修する

施工により課題を解決するだけでなく、あわせて補修などの高い技術を持つ人材を

育成して質の高さと取組の継続性を確保し、それらの成果を分かりやすく情報発信

して新たな大雪山のファンを獲得してさらなる協力金の収受に結び付ける②など、成

果が明確で、費用対効果及び利用者の満足度が高く、発展し続ける③ことができるも

の。 

【解説】 

 ① 既に他の地域において先行して取り組まれている協力金に関する課題を把握、検討

することで、大雪山国立公園ではあらかじめそれらの課題を乗り越えたもの、したが

って、他の地域にはない独自の取組を設計し、実施することができる。他の地域で

は、例えば、次の課題を抱えているものと考えられる。 

  ・既存施設の維持管理を中心に協力金が利用されるため、課題が具体的に解決された

などの成果が見えにくい。 

  ・協力金が、協力金を収受するための人件費に多く利用され、その分課題解決のため

に支出できない。 

  ・協力金が、公共事業における整備と同様の使い方（業務）として支出され、割高感

があり、携わる人も業務（工事）が終了すればその場限りの関係で終わり、継続し

て関わることがなく、人材育成の観点から発展性がない。 

 

 ② 「大雪山国立公園登山道整備技術指針」に基づき、質の高い登山道整備、補修がで

きる技術者を擁し、情報発信ができる団体が実施していくことが重要。大雪山国立公

園で実施されてきた補修活動、山岳地域における登山道補修イベント等の実績を踏ま

えて費用対効果が高いと感じられる手法について実績があり、これをさらに発展させ

ていくことが重要。 
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情報発信を適切に行うことにより、参加し保全したいという登山者ニーズの充足、

参加を通じた新しい大雪山ファンの醸成、自然景観の貴重さに対する気づきと自然保

護意識の深化が期待できる。 

 

 ③ 発展し続けるためには、例えば「利用者（協力者）が来るほど、課題が解決され、

保全が進む」など、利用者の心をつかむことができるわかりやすい説明やキャッチフ

レーズにより協力者を増やすことが重要。 

 

４．大雪山国立公園における協力金の取組の進め方 

大雪山国立公園では、条件が整った地域から先行的に開始する①こととする。 

協力金の取組は管理者と利用者の相互の信頼関係に基づくとの観点から、はじめ

に試行段階を設けることが重要。試行段階において、利用者の意見を十分に聴き、

それを受けて改善を検討することを繰り返し、その結果を踏まえて本格的に実施を

することが望ましい②。また、本格的な実施後も、その取組について常に検証し、改

善していくこと。つまり、徐々に完成形を目指していく、いわば、「管理者と利用

者③でともに育てていく」という考え方が重要。 

今後、大雪山国立公園内の各地域で、複数の本格的取組事例ができた場合、各地

域における広域的な連携、大雪山国立公園全体への還元を目指す④。 

また、各地域の成功や改善事例などを踏まえ、本取組方針に反映すべきことが見

いだされた場合は、本取組方針を改定し、知見を反映させることとする。 

【解説】 

① 大雪山国立公園全体を対象として、一元的な協力金（いわゆる入域料）を構築す

ることは、次の理由により困難である。そのため、条件が整った地域から先行的に

開始することとする。 

・大雪山国立公園には約30程度の登山口があるため、いわゆる入域料として収受す

る場合は、人員の配置が必要であり、上記２．⑤と同様に人件費が収受額を上回る

などの問題が生じる。 

・大雪山国立公園は広大であり、山域によって利用者数も大きく異なるため、協力金

を収受した場所と、収受した協力金が利用される場所が大きく異なる、または不明

確になるなどの問題が生じやすい。 

・協力金の収受の設定額には、一定の根拠や考え方を基にする必要がある（下記５

（２）参照）が、補修を要する登山道の荒廃の程度、補修を行う緊急性、利用者数

や自然条件の違いによる荒廃の進行予測、補修すべき登山道の長さや工法、荷上げ
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の距離などの諸条件が地域毎に大きく異なり、現時点で、補修に要する費用をはじ

めとした対策に必要な金額を大雪山国立公園全体で俯瞰的に捉えることは困難。 

  

 ② このような進め方によるメリットとして次の点が上げられる。 

・予測に基づく議論よりも、試行の経験から得た「学び」によって、形づくることが

でき、「大雪山国立公園ビジョン」の「３（４）３）みんなが学び成長し、将来世

代に引き継ぐ国立公園」の実現につながる。 

・複数の地域において独立して試行することにより、地域の特性を活かした、より自

由で創造的な発想が可能になる。 

・また、条件が異なる各地で、成功事例や問題の発生とその解決経験を得ることがで

き、後に実施する地域がそれらの考察を活かした実施計画を策定することができ

る。 

 

 ③ 広域連携の方法としては、複数の地域による協力金の取組をもとに大雪山全体にお

いて協力金の取組が行われているという機運を醸成する。そのための情報発信をする

ことが考えられる。 

さらに、各地域で収受した協力金の一部を、大雪山全体の課題に利用することを検

討する（具体的には、各地域で収受した協力金のうち一定の割合を大連協の予算と

し、再分配する仕組みを設けるなど）。利用者の少ない山域では協力金の収受体制を

整えることができず、その結果、荒廃対策が進まないことについても対応が必要であ

る。 

 

５．各地域において協力金の取組を実施する際の共通事項 

（１）協力金の管理運営主体 

協力金の取組においては、組織体制および収受した協力金の受け入れ先を明確①に

する。また、当該地域における協力金の関係者を特定し、その関係者が協議の場に

参加し、協議できる体制を整える。各地域の管理運営主体における組織体制および

意志決定のプロセスは明確化する必要がある。 

管理運営においては 収受した協力金を繰り入れる会計、適切な金銭管理を行う

ことができる体制、監査体制を確保する。 

また、管理運営主体に関する情報については、分かりやすく整理して公開する②。 

【解説】 
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① 具体的には、各地域にある既存の協議会を母体にする場合、協力金の管理運営主

体になる組織を新たにつくる場合が考えられる。なお、各地域において、強固な地

域組織をつくることは、その後の広域連携を進めて行く上で極めて重要。 

 

② 管理運営主体に関する情報を利用者に示すことは、利用者の取組に対する信頼を

得る上で、重要。 

 

（２）協力金に関する実施計画等の作成 

協力金の管理運営主体は、実施計画、実施要領等、実施の根拠となる明文化した

資料①を作成し、それに基づき取組を実施する。計画等は、議論を充分に深めた上

で、関係者間②の合意形成をはかることが望ましい。 

なお、試行段階においては、意見が割れる場合でも特定の取組を試行的に実施

し、その結果を検証し、合意形成に役立てるという考え方も重要③。 

【解説】 

① 参考資料に掲げる、A.目的、B.対象者、C.使途、D.収受金額、E.収受場所、F.収受

方法、H.使途に関する情報提供、I.収受した協力金の配分（個別地域以外への適

用）、J.管理、運営の体制、K.管理、運営に関する情報公開などの項目について、各

地域において、考え方を明確にする。 

  なお、B.対象者については、協力金が登山道及びその周辺の荒廃の課題解決を目的

とすること、目的、対象者、使徒には一貫性が必要であることに留意した上で、検

討する（例えば、協力金を用いて補修された登山道を明らかに利用しない者が特定

できる場合（観光客など）は対象から除くこと、登山道の補修作業に従事すること

は協力金を支払うことと同じ意味を持つので、補修作業に従事する者は対象から除

くことなどが考えられる。） 

 

② ここでいう関係者とは利害を有する人、関係行政機関、登山道施設を維持管理す

る人など、使途に関係する人から選ぶ。 

 

③ これまでに取組の経験がないことから、関係者間で様々な考え方があり、そのい

ずれも妥当と考えられる場合もある。つまり、予測に基づく議論では合意形成がで

きず、取組が進まないことも想定される。 

協力金の取組は少しでも前に進めることが重要であるため、例えば、利用者の安全

が確保されない、協力金の取組に対する信頼性を損なうなど重大な支障がなければ、

意見が割れることでも、特定の取組を試行することが重要。 
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（３）収受金額の設定について 

１人あたりに求める協力金の金額の設定理由については、利用者が納得できるよ

うに適切に説明されなければならない①。 

金額の設定は、原則として、定められた使途に関する取組を実施する際に必要な

金額、予測された登山者数などをもとに行われる②。 

なお、他地域で既に実施されている協力金の金額も考慮に入れる必要がある。 

【解説】 

 ① 金額の設定方法については、地域により様々な方法があると考えられるが、はじめ

に課題解決のために必要とする経費があり、その費用をまかなうために利用者に協力

を求めるという考え方は共通している。 

協力金を収受する現場で、設定理由について質問を受けた場合、収受する者適切に

説明できる必要があり、管理運営主体のすべてが共通の認識を持つ必要がある。 

なお、あらかじめ必要とする経費を試算することには次のメリットもある。 

・課題の把握および協力金使途の目的がより明確になる。 

・金額設定根拠に関する利用者の疑問に答えることができる。 

・求める協力金の金額（コスト）と実施内容（プラン）に関連性を持たせることが

できる。 

 

② 例えば、金額に応じた支払い意志について実験を行う場合は、先に金額が設定さ

れることはあり得るが、協力金の場合はすべての利用者に十分納得できる説明には

ならない。 

 

（４）収受目的、使途、成果に関する利用者への情報発信について 

協力金を収受する目的、使途、協力金を利用したことによる成果については、情

報をわかりやすく整理して、発信①することが必要。 

これにより、協力金に対する利用者の理解を求めるとともに、利用者の声を聴

き、改善に役立てること②が重要。 

【解説】 

① 協力金を支払う利用者の理解を得るためには、利用者が何に対して協力金を払っ

ているのかを明確化する必要がある。利用者が納得して協力し、参加する状態をつ

くることが重要である。 

情報発信については、インターネット（ホームページ、SNSなど）を通じた発信に

より、大雪山国立公園の山岳地域に至る前に、当該地域における協力金の取組を理解
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してもらう必要がある。また、協力金の収受を実際に行う場所においては、資料の掲

出、関係者から直接説明するなど、わかりやすく、効果的な方法を追究する必要があ

る。 

 

 ② 情報発信を適切に行い、かつ、利用者の声を取り入れることができれば、利用者の

協力金収受に対する理解と、趣旨に対する賛同に繋げる大きな効果を得ることができ

る。逆に、これらが十分でないと協力金を支払う利用者の不満につながり、協力金の

取組そのものの継続が困難になることに留意が必要である。 

   利用者の声を聞き、改善に役立てることそのものが、国立公園の管理運営への利用

者の参加ということができ、極めて重要である。 

利用者の声を聞く方法については、SNSの機能を活用する、アンケートを実施す

る、協力金を収受する者が利用者から聞いた声を記録するなど多様に考えられるが、

どのような方法で利用者の声を聞くかは、あらかじめ十分な検討が必要。 

 

（５）協力金の会計報告について 

協力金の収入、支出の明細については、管理運営主体が、その会計年度ごとにと

りまとめる①とともに、監査を適切に行い、利用者の信頼を確保する②。 

それらの結果は、少なくとも、協力金を支払ったすべての者が、また、今後協力

金を支払う可能性があるすべての者がいつでもアクセス可能な状態③で公表する。 

これらにより、協力金における会計情報の透明性を確保する。 

【解説】 

① 会計情報の透明性を確保する上で最も重要な事項である。透明性がなければ、利

用者の理解、協力を得ることは困難である。 

 

② 監査体制の脆弱性は不適切な事例が起きた際、大雪山全体の利用者に対する信用

リスクとなりうることは十分な認識が必要。 

 

③ 協力金を支払ったすべての者に知る権利がある。この条件を満たすためには、少

なくともインターネットのホームページにおける公表は必要である。 

 

６．大雪山国立公園連絡協議会の役割 

大雪山国立公園連絡協議会では、各地域で実施する協力金に関する情報①を整理、

ホームページで発信するなど、大雪山国立公園で進む協力金の取組に関する情報を

一元的集約、発信する役割を担う。 



9 

 

また、各地域で進める協力金の取組に対して、別の地域で得られた知見を紹介す

るなど、各地域の取組に助言する役割を担う②。 

さらに、「４．大雪山国立公園における協力金の取組の進め方」において、広域

連携が進む際に、各地域で収受した協力金の一部を、大雪山全体の課題に利用する

ことを検討、実施する主体となる。 

【解説】 

① 具体的には、「５．各地域において協力金の取組を実施する際の共通事項」に掲

げる情報を整理して、公表する。 

 

② 各地域における窓口を明確化し、大雪山国立公園連絡協議会事務局との連絡、情

報交換を密に行う体制を整える。 

 

７．その他 

協力金を用いて登山道の補修などを実施する場合、その実施に必要な関係法令に

基づく許可等の手続きがすべてなされている必要がある①。 

【解説】 

① 協力金の取組を実施する上で、成果を含め、情報発信は極めて重要であるが、関

係法令に基づき必要な手続きをとることは、情報発信を行う前提としても必要なこ

とである。 

  



10 

 

別添 個別地域において協力金収受を行う場合に検討が必要な事項 

 各地域において協力金の取組を実施するために、管理運営主体において、次の検討を行

う必要がある。 

項目 検討課題 

A.目的 - 収受目的の明確化（荒廃対策、環境保全等） 

- 協力金以外の収入（寄付金、募金等）を組み合わせて行う場

合は、その目的の整理 

B.対象者 - 協力金の収受を求める利用者、求めない利用者の区別 

※登山者と観光客（見学者）、管理者等 

- 収受対象エリアの選定 

-  

C.使途 - 使途の内容および詳細 

＜例＞ 

①登山道補修 ②し尿問題 ③ササ刈り ④植生保全 

⑤野生生物保護 ⑥外来種対策 ⑦安全対策 ⑧遭難救助 

⑨人材育成・教育 ⑩ボランティア運営経費 ⑪情報発信 

⑫利用者インセンティヴ（謝品等） ⑬実施団体運営費  

⑭収受に伴う人件費 ⑮その他 

D.収受金額 - 設定理由の明確化 

- 実施計画との整合性 

- 利用者の意見との整合性（意見把握方法：これまでに実施されたアンケー

ト調査、個別に実施する出口調査等） 
- 定額、任意の区分 

- 収受対象エリアが山域を跨がる場合、他地域との協働収受方

法 

- 来訪頻度、来訪時期・期間、居住地等による金額設定のバリ

エーション（例：年間パスなどの事前収受割引） 

E.収受場所 - 登山中の拠点（登山口、登山道、山岳施設等） 

- 登山中の拠点以外 

①国立公園内利用拠点：宿泊施設、観光案内所、ビジターセ

ンター他、観光関連施設 

②国立公園周辺：空港、駅、バス、ターミナル等の交通施設 
※登山中の拠点以外は、収受する場所と使途との間に必然性がないた

め、利用者の理解を得ることは難しいと考えられるが、登山口にほと

んど施設がない地域においては、選択肢になり得る。 
- インターネット経由、コンビニ等における事前・事後決済 

F.収受方法 - 現金、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカー

ド、電子マネー等の決済方法の選定、実施するためのインフ

ラの確認 

- 有人・無人の区分および人員配置 

- 事前決済・事後決済および決済確認方法 

- 収受コストの推定 
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G.返礼品、サービス

の提供 

- 協力金の支払いに対する返礼品やサービスの提供の有無 

- 返礼品の内容、サービスの内容 

- 返礼品にかかるコストの収受金総額に対する割合 

H.使途に関する情報

提供 

- 媒体、コミュニケーションツールの選定 

（インターネット、ポスター、リーフレット等。必要ならば

その仕様） 

- 対象とすべきターゲットの特定 

（少なくとも、協力金を収受した、又は今後支払う者は情報

にアクセスできなければならない。） 

- 発信する情報内容の選定 

- 発信時期および期間 

- プレゼンテーションツール（収受スタッフ用） 

- 利用者から質問が寄せられた際の想定問答集（管理運営主体

用、収受スタッフ用） 

- 情報発信コスト 

I.収受した協力金の

配分（個別地域以

外への適用） 

- （地域の任意による配分方法であれば）配分する金額の決定 

J.管理、運営の体制 - 組織体制（監査体制を含む） 

- 意志決定プロセス 

- 協力金の受け入れ会計 

K.管理、運営に関す

る情報公開 

- 利用者への公開内容および方法 

- 収受した協力金の管理主体に関する情報 

- メディアからの取材に対する応答要領 

L.その他 - 協力金を用いた取組に必要な関係法令手続きの確認、実施 

 

 

 

 



御意見提出者 資料番号 ページ数 項目 御意見等 備考

北海道大学大学院地球環境科学研究院
渡辺教授

資料1 P.6

5_(2)_② 誰を対象に協力金を収受するかとの議論をしているが、登山はしないが協力したい人に対して
はどのように対応するのか。企業の寄付や大雪山ファンクラブ年会費などとして、協力金を受け
取っていいと思う。収受した資金の何パーセントは個別の区間で使う、残りは大雪山全体で使う
という宣言はしてもいいが、全体でかかる費用がいくらでその内の何割を利用者負担にするか
の説明が必要。

当日意見

北海道大学大学院地球環境科学研究院
渡辺教授

資料1 P.9

６． 大雪山ではオーバーユースされている場所と逆にほとんど使われていない場所が極端に分か
れている。利用がほとんどない場所に対しても協力金を使っていくのか、何処に使っていくのか
をはっきりさせないと利用者に対しても払ってもらえないと考える。 当日意見

北海道大学大学院地球環境科学研究院
渡辺教授

資料1 P.10
別添F 個別地域で進めるのは良いが、基本的な収受方法は全体で統一しておいて、個別地域で対応

できない場合にのみ、その収受方法以外の方法とするというようにした方がいいと考える。 当日意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1 P.6, P.8

6. 取組方針（案）では、各地域で協力金の取組を実施する場合は、協力金に関する実施計画等を
作成することとされており、それを関係者と共有し、会計報告についても公表することとされてい
る。一方、「６．大雪山国立公園連絡協議会の役割」には、各地域で実施決定した協力金の情
報を集約、発信することとされている。しかし、実施計画等を関係者と共有するということであれ
ば、そもそも計画段階の時点から、大雪山国立公園連絡協議会にも情報を共有することとし、ま
た、できれば、同協議会で取組状況や会計についての報告がなされるようにするのがいいので
はないか。

当日意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1 P.4.
4. 試行的にやりながら考えていくという話があったので、協力金の取組評価が必要であり、モニタ

リングをしていくことを方針の中に入れていくべき。 当日意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1 P.1
1. 必ずしも利用者が原因の登山道荒廃だけでなく、シカの食害や北海道大学の工藤先生から先

日の管理運営計画作業部会において指摘のあった高山植物とササ拡大の問題など、登山道以
外にも広く使われる必要がある。

当日意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1
P.1, P.9,
P.10

1_①、６_①、別
添F

例えば、黒岳・旭岳で収受した協力金をトムラウシで使うことに異議が出るかもしれないが、一
方、トムラウシに対しては誰がお金を出すのか（単純に、利用者数が少ないので充てることがで
きる協力金はないということになってしまってよいのか）という課題が残る。大雪山の訪問者が、
協力金を支払う時に、特定の場所が良くなるために支払うのか、大雪山全体が良くなるために
支払うのか説明の仕方にもよるが、場合によっては協力金の何パーセントかを大雪山全体のた
めに使用するとの告知があってもいいと思う。したがって、最初から使途の範囲を狭めてしまわ
なくてもいいのではないか。

当日意見

十勝自然保護協会 資料1 P.1
1_① 気候変動に伴う登山道の荒廃がすでに起こっていると思うが、その分も利用者が負担するべき

ものなのか、また協力金をそこにも使うとすれば、際限がないようにも見える。 当日意見

十勝自然保護協会 資料1 P.10
別添C 協力金の使途については登山道の荒廃に関する課題解決だけではなく、登山道周辺の森林の

荒廃にも関する課題も含めた方が良いと考える。使途に外来種対策は書かれているが森林の
復元・保全にも費用を負担すべきと考える。

当日意見

北海道大学大学院地球環境科学研究院
渡辺教授

資料1 P.1

2 「大雪山国立公園において協力金の取り組みを行う意義」のところで，会議中に「気候変動に
よって生じている侵食に対しても利用者が負担するのか？」という意見があった。こうした意見は
どうしても出てくると思う。利用者に協力金を負担してもらうにあたり，「全体で年間どれくらいの
予算が必要で，そのうちの何割くらいを利用者に負担していただきたい」というような記述があれ
ば，必要なお金すべてを利用者が支払うのではないことが明確になり，利用者側が納得しやす
くなるのではないか。

追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1 P.1

実施済みの協力金と、この方針に基づいて開始する新規の取り組みとの関係については、時間
をとって議論をしてほしい。協力金が乱立しては、本末転倒。登山者には決して喜ばれない。早
めに議論をしておくべき。 追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1 P.4
4 検証も個別に行うのではなく、全体で考えていく必要がある。幅広い人件費や補修費の徴収対

象以外への活用についても最初から概念として組み込んでおくべき。 追加意見

北海道大学大学院農学研究院
愛甲准教授

資料1 全体
方針をおおまかに決めておき、先行事例を検証し、方針に生かしていくというやり方もあるは
ず。方針を決めるのに時間をかけすぎず、完璧を目指さないのがよいのでは。 追加意見

富良野市 資料1 P.2
協力金の収受と並行し、使途（登山道整備やそれ以外の必要性、順位付け的なこと）も議論して
いく必要性を感ずる。 追加意見

富良野市 資料1 P.4

条件が整った地域から進めることについて、異論はない。
大雪山すべての登山口での協力金収受が行われることが一元的で良いと思うが、その辺りを中
長期的な視点でどう対応していくか、議論が必要だと思う（体制が整わない地域の対応、そもそ
も活用が低い登山道をどう考えていくか含め）。一定程度導入に向けた目安時期を持って進め
ていくことが必要と感ずる。

追加意見

NPO法人大雪山自然学校 資料1 P.2, P.7

協力金であるにも関わらず金額を設定することはやや違和感があり、年間パスなどを作る場
合、さらに違和感を感ずる。理解を得た上で支払い意思を確認する非強制の入域料という形で
の導入では問題があるのか。入域料となると最低でも各登山口に料金箱を設置する等の対応
は必要になると思う。
ただし、協力金であれば、常設のクラウドファンディングのような感じで、利用しない人からの寄
付も見込めるのが利点かもしれない。

追加意見

NPO法人大雪山自然学校 資料1 P.7

5_(4) 協力金についての情報発信は、趣旨や使途内容だけではなく、地図上に写真付きで課題や作
業計画・進捗状況などを表示し、一覧できるものとしてはどうか。協力金を支払った利用者はそ
こで使途や場所の希望を記入できるようになっていると、アンケートの機能や道の異常の発見
にもつながり、且つ利用者にも参加してもらうことでより理解が得られるのではと思う（あくまで実
際の使途とは別に意見として）。

追加意見

NPO法人大雪山自然学校 資料1 P.10
別添E,F 収受の場所と方法はインターネットでの事前決済を中心とし、登山口やビジターセンターなどで

も情報発信と料金収受は行っている状態が良いと思う。
収受専門のスタッフは人件費がかかるので必要ないと思うが、繁忙期のみ安全啓発も兼ねて配
置するのが良いかもしれない。

追加意見

NPO法人大雪山自然学校 資料1 P.10
別添F 事前決済で、支払いと同時に入林届や登山計画書も提出できると利用者の手間が省けると思

う。 追加意見

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1 P.1
１_① 取組方針の位置づけを「特に登山道の荒廃の課題解決を目的として」、また、協力金の対象を

「山岳地域の荒廃、特に登山道周辺の荒廃の課題解決」と特化してしまうと、動きにくくなるので
はないか。

追加意見

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1 P.1
１_① 「大雪山国立公園において既に実施されている施設の維持管理などのための協力金に

ついては、本取組方針の対象とはしない。」とあるが、将来的には一元化を目指すことが必要な
のではないか。

追加意見

大雪山国立公園における協力金等取組方針【案】に対する御意見等　（第２回_大雪山国立公園協力金等検討作業部会） 

別紙２



御意見提出者 資料番号 ページ数 項目 御意見等 備考

大雪山国立公園における協力金等取組方針【案】に対する御意見等　（第２回_大雪山国立公園協力金等検討作業部会） 

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1 P.1
２． 「協力金⑤の取組は、利用者が国立公園の管理運営に参加する重要な方法の１つ⑥と

して位置づける。」とあるが、「行政をしての努力も引き続き行う」との記載が無いと、利用者に肩
代わりさせているように見える。

追加意見

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1 P.1
２_① 「約75%の区間は、利用により侵食が生じるなど保全上の課題があるとされている。」に関しては

同意見だが、データの根拠、出典元は何か。 追加意見

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1 P.1
２_① 「登山道の荒廃に伴う植生の衰退、周氷河地形など重要な地形の消失、野外におけるし尿排泄

の問題、外国人を含む利用者への情報提供が不十分であるなどの問題」に関しては取組が必
要だと思う。

追加意見

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1 P.2
２_③ 「全国民に占める割合は小さい点に、すべてを公的資金によるのではなく、利用者自身が課題

解決に取り組む理由が見いだすことができる。」とはどういう意味か。 追加意見

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1 P.3
２_⑤ 利用者の理解を訴求するためには、お金の流だけではなく、浸食理由や管理体制の実態も知っ

てもらう必要がある。 追加意見

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1 P.3
３． 「大雪山のファンを獲得してさらなる協力金の収受に結び付ける」ためには、協力金の使途をた

だ明らかにするだけではなく、大雪山の将来のための「運営」を行っているという、いわば「営業
的要素」を含んだコミュニケーションが必要だと思う。

追加意見

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1 P.3

３_② この活動は現行の管理システムの何を補うものなのか。現行システムに替わるものなのか。そ
れとも、付加するものなのか。これらは大雪山の荒廃が進んでいる事を知っている事が前提で
あり、知らない人にも知らしめることが大切。２_⑤でコメントした「利用者の理解を訴求するため
には、お金の流だけではなく、浸食理由や管理体制の実態も知ってもらう必要がある。」に同じ。

追加意見

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1 P.４ ３_③
人が来るほどに美しくなる山という意味か。誤解されないか。

追加意見

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1 P.４ 4
順応的管理という意味か。

追加意見

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1

「登山道の補修作業に従事することは協力金を支払うことと同じ意味を持つので、補修作業に
従事する者は対象から除くことなどが考えられる。」とあるが、関係者は特に特権意識をもってし
まいがちなので、除かない方が良いと思う。補修者も歩くことで道を壊している。関係者自身も
支払うことで、利用者の信用は格段に上がり、保全を伝えることができる。ボランティアに対して
は別の対応が良いと思う。

追加意見

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1 P.9 7

今期から行うのであれば、今の状況をオープンにすべきと考える。このように考え、問いかけ、
訂正し、という過程を見せる中で、民間団体が利用者の意志を代弁するというスタイルにするの
が良いと思う。決定には批判もあると思うが、決めるのは行政の仕事だと思う。今期から協力金
収受がスタートすることを利用者はまだ知らない。具体的に知らせた方が、自分事として捉える
ので、意見が出ると思う。このことが大切である。（白雲岳の件はすでに告知していたか？）

追加意見

合同会社北海道山岳整備／一般社団法人
大雪山・山守隊

資料1 P.10, P.11 別添全体

変化に臨機応変に対応できるとは思えないゆえ、これらを行政機関が行うのは難しいと思う。知
床のように財団法人として、官民が協働していかなければ失敗すると思う。取り組みの方向、方
針は、驚くほど前衛的であり、その運営は保守的ではできないと思う。中途半端な行動で失敗し
てしまうと、この方向自体が否定される可能性がある。仮に民で財団を作るとなれば、協力でき
るか。

追加意見

道北バス（株） 資料3-1 ヤマップを拝見し、今後活用できればと考える。 追加意見

NPO法人大雪山自然学校 資料3-2 P.22
現地での無人QRコード決済の実現可能性について述べていたが、QRコードのすり替えによる
詐欺被害が起きていることから、難しいのではないかと思う。 追加意見



（１）登山道維持管理部会の設立・運営

令和２年11月４日の大雪山国立公園連絡協議会の総会にて設立された
登山道維持管理部会の第１回目を開催した。

・表大雪地域：令和２年12月18日
・東大雪地域：令和２年12月７日

同部会において、大雪山国立公園連絡協議会総会への出席者を決めた【別紙（１）】。

（２）新型コロナウイルスへの対応を含む各団体の活動状況

新型コロナウイルスへの対応を含む各団体の活動状況について、情報共有を行った。
また、新型コロナウイルス感染症注意マップの作成、広報を行った【別紙（２） 】。

（３）登山道の荒廃等の課題及びその対策に必要な事業

１）大雪山国立公園連絡協議会ホームページにて、登山道の一元的情報発信を
令和元年度に引き続き、実施した【 別紙（３） -１） 】。

２）歩道等維持管理作業実施手順マニュアルに沿って、補修作業を行った18件に
ついては、登山道維持管理データベースへの記録掲載を行った。
また、登山道補修技術懇談会を行った【別紙（３） -２）】。

３）大雪山グレード（利用体験ランク）及び携帯トイレ普及宣言を掲載した
登山マップについて、時点修正の上、印刷した【別紙（３） -３）】。
また、登山者に周知をするため、各登山口にも配置した。

４）登山道の未執行区間の解消に向けた勉強会、大雪山国立公園フォーラム
「登山道の管理と責任について」を実施した【別紙（３） -４） 】。

令和２年度 登山道維持管理部会 事業報告

資料２－３



別紙（１）登山道維持管理部会の運営について

＜大雪山国立公園連絡協議会への出席者＞

年度 出席者

１年目
（令和３年度）

NPO法人大雪山自然学校 山樂舎BEAR

２年目
（令和４年度）

NPOアース・ウィンド 山のトイレを考える会

３年目
（令和５年度）

層雲峡ビジターセンター TREE LIFE

４年目
（令和６年度）

大雪山倶楽部 富良野山岳会

５年目
（令和７年度）

NPO法人かむい 勤労者山岳連盟（道央地区）

６年目
（令和８年度）

合同会社北海道山岳整備
／一般社団法人大雪山・山守隊

大雪山国立公園
パークボランティア連絡会

７年目
（令和９年度）

北海道山岳ガイド協会
（表大雪地区）

■表大雪地域登山道維持管理部会

年度 出席者

１年目
（令和３年度）

新得山岳会
大雪山国立公園
パークボランティア連絡会

２年目
（令和４年度）

山樂舎BEAR
NPO法人ひがし大雪
自然ガイドセンター

３年目
（令和５年度）

合同会社北海道山岳整備
／一般社団法人大雪山・山守隊

十勝山岳連盟

■東大雪地域登山道維持管理部会

表大雪地域登山道維持管理部会及び東大雪地域登山道維持管理部会規約第５条第１項に基
づく出席者は、以下の通り。
毎年、2団体ずつ、交代ですべての構成員が出席するように当番制度とした。



別紙（２）新型コロナウイルス感染症注意マップ

令和２年9月10日版 http://www.daisetsuzan.or.jp/wp-content/uploads/2020/07/covid19cautionmap09.pdf

＜コロナ禍における大雪山国立公園登山のあり方＞
○登山をする場合は、登山中に「他人に感染させる」「自分が感染する」ことのリスクを登山
者ひとりひとりが認識して、自己の責任において対策・対応することが必要。

⇒登山者が自らが「３密」を回避して行動するため注意すべきことをまとめたマップを作成

＜メディアへの広報と展開＞
○ヤマケイオンラインニュース 令和２年６月24日

https://www.yamakei-online.com/journal/detail.php?id=5838
○北海道新聞 令和２年６月29日（月）18面
○NHK「ほっとニュース北海道」令和２年８月19日
○YAMAP（登山関係SNS） https://yamap.com/maps/75
○日本山岳救助合同会社メールマガジン（読者10万人）

http://www.daisetsuzan.or.jp/wp-content/uploads/2020/07/covid19cautionmap09.pdf
https://www.yamakei-online.com/journal/detail.php?id=5838
https://yamap.com/maps/75


別紙（３） -１）登山道の一元的な情報発信

大雪山国立公園 登山情報 http://www.daisetsuzan.or.jp/trail-news/

＜概要＞
○管理体制：令和２年は登山シーズン開始直前（５月から）（令和元年は７月11日公開）
○目的：大雪山の登山に必要な情報、役立つ情報を集約、整理して発信。
○ねらい：登山者の利便性、マナーの向上、安全確保（コロナ対策、遭難防止を含む）。

＜運営体制＞
以下の３通りの方法により情報収集、掲載。
①事務局（大雪山国立公園管理事務所）が、協力団体のブログ等を参照してリンクを掲載。
②事務局（大雪山国立公園管理事務所）が自ら収集した情報を掲載。
③協力団体から事務局（大雪山国立公園管理事務所）宛に、掲載依頼があった情報を掲載。

＜取組の位置づけ＞
○大雪山国立公園連絡協議会登山道維持管理部会として実施すべき取組を先行的に実施。

＜発信媒体の特徴＞
○大雪山国立公園を登山する人、大雪山登山に興味があるユーザーすべてを対象に発信。

※大雪山国立公園連絡協議会 facebook
・大雪山国立公園のファン、関係者中心のアクセスに加え、令和２年度は新規ユーザーも獲得。
・管理活動の結果、自然情報、コロナ対策、白雲岳避難小屋工事関連のニュースを中心に投稿。
・ユーザー全体に占める中高年層男性の割合が多いが、登山者のプロフィールにも合致している。
・自動翻訳機能、書き込みやメール機能により、双方向のコミュニケーションが可能。
・情報の拡散力があるゆえ、ホームページ上の情報発信を補完するプラットフォームとして活用。

＜取組結果＞
○発信件数合計103件。閲覧数15,016回 （ Google Analyticsより）
（期間：2020年５月25日～10月10日 参考：トップページ閲覧数11,914回）

○2019年との比較でアクセス、ユーザーともに増加。
○*検索結果の上位に表示されるようになる等、浸透が見られる

「大雪山国立公園」-第２位、１位は環境省HPの大雪山国立公園紹介ページ
＊Google 2020年10月27日現在

＜短期的課題＞
○「登山道情報」のさらなる周知とみんなが情報発信に参加する雰囲気・仕組みづくり
⇒各団体との相互リンク
（各団体のHP閲覧者へも発信。各団体の発信が登山情報に活用されることの意識づけ。）
⇒登山関係SNSやその他媒体での表示。

○双方向フォーラムの醸成
⇒現在のファンに加え、新規ファンの獲得につなげる。

＜中期的課題＞
○外国語対応（英語の併記）。



別紙（３） -２）登山道補修技術懇談会について
歩道等維持管理作業実施手順マニュアル 令和２年度改善案

補修等案件の登録

補修作業実施（施工）

事務局による補修結果の確認
記録の作成

登山道維持管理データベース★へ掲
載

http://db.daisetsuzan.or.jp/

登山道補修技術検討会★
（優良事例の共有、課題事例の議論）

登山道整備技術指針への知見の蓄積

次年度へ

補修作業実施（施工）

記録の作成
登山道維持管理部会への提出

登山道維持管理データベースへ掲載
http://db.daisetsuzan.or.jp/

次年度へ

【補修等 事後検討案件】 【ササ刈り等報告のみ案件】

★登山道維持管理データベース http://db.daisetsuzan.or.jp/

○令和２年度から記録掲載開始
○登山道の補修結果を登山道関係者で共
有して検証。

○維持管理作業の技術的な品質の確保と
向上を図る。

補修箇所の掲載 補修記録の掲載

○記録の蓄積が可能
⇒経年の比較が可能となり、PADAサイ
クルの経過も把握可能。

大雪山国立公園の登山道の荒廃問題を解決を目指す

http://db.daisetsuzan.or.jp/
http://db.daisetsuzan.or.jp/
http://db.daisetsuzan.or.jp/


＜趣旨＞
「大雪山国立公園登山道整備技術指針」に基づき実施された2020年度の登山道の補修
案件の中における参考事例の共有及び議論を通じて、登山道補修技術の質的向上を図る。
併せて、同様の取組を行う全国の各地域間で、懇談及び情報交換を行う。

＜日程等＞
以下の通り開催した。
■日 時：令和３年４月23日（金）13:00～15:30
■場 所：上川町役場 大会議室
■参加者：登山道維持管理部会メンバー及び

大雪山以外の全国各地で登山道補修に
携わる方々 計47団体等79名

（ウェブ出席者含む）

＜内容＞
１．大雪山国立公園における登山道整備技術指針とその運用（登山道維持管理作業実施手順
マニュアルと登山道維持管理データベース）の紹介

２．令和３年度登山道維持管理作業実施手順マニュアル運用方針について
３．令和２年度登山道補修結果の技術的検討について
（１）主要な登山道補修結果に関する事務局からの解説

○NPO法人かむい：赤岳登山道(第三雪渓階段)
○Asahidake trail keeper：天女ヶ原(案件15)
○合同会社北海道山岳整備：大雪高原温泉沼めぐり登山コース(案件21)

（２）登山道補修結果に対するご意見の検討、提出方法
４．各地域における登山道補修技術の検討と、技術向上のための地域間交流・情報交換のあ

り方について

＜概要＞
・大雪山国立公園における登山道管理水準及び登山道整備技術指針を紹介し、同指針の運用
上の主な課題として、「指針を活用する手順及び運用体制の確立」、「補修技術のレベル
アップ」、「技術の経験の蓄積（データベース化）」があることを共有。

・2020年度に実施された登山道補修の案件の中から、３つの具体事例について共有を行った
が、出席者全員が現場状況や課題点を正確に把握することが困難なことや時間的な制約も
あり、補修技術の検討に関して十分に議論するには至らなかった。

・同技術指針の有効活用に向けた運用方法として、「登山道維持管理作業実施手順マニュア
ル（概要）」及び「登山道維持管理データベース」について紹介を行ったが、いずれにつ
いてもなお試行的な初期段階にあり、テーマとして示すには十分な内容ではなかった。

・「登山道維持管理データベース」については、補修技術の向上に必要な有効データの蓄積
をどのように持続的に確保できるかが重要であり、技術の検討にあたっては、文章や写真
データだけではなく動画を活用することの有効性についても意見が出された。

・懇談会は、全国各地において同様の課題を抱えている地域同士がつながり、登山道補修技
術に関して広く意見交換や情報共有する場としては意義があることから、各年度の特定の
補修案件に関して踏み込んだ議論を行う場（検討会）とは位置づけを分け、テーマ設定を
明確にした上で開催を検討する。

別紙（３） -２）登山道補修技術懇談会について



登山マップの大雪山グレード（利用体験ランク）を掲載した表示面について、QRコードを追
加するなど、デザインを改善し、現状に合わせて、登山道や各種施設情報の更新を行った。

別紙（３） -３）
大雪山国立公園グレードマップの印刷、登山者への普及



※参考資料（時点修正前）※

別紙（３） -３）
大雪山国立公園グレードマップの印刷、登山者への普及
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別紙（３） -４）大雪山国立公園フォーラム
－登山道の管理と責任について－

＜企画概要＞

＊大雪山国立公園において登山道の荒廃が問題となる背景には、「登山道事業未執行」
という大きな課題がある。

＊登山道の事業執行が進まない要因のひとつとして、管理責任（事故が起こった際
の損害賠償責任）の懸念がある。

＊登山道管理に関する法的責任について詳しい溝手弁護士（みぞて法律事務所）を招聘し、
管理責任について講演をしてもらい、登山道の管理責任について学ぶ。

＜開催結果＞

以下のとおり開催した。

■日 時：令和３年３月８日（月）14:00～16:30
■場 所：上士幌町生涯学習センターわっか
■参加者：計30団体等46名（ウェブ出席者含む）

＊登山道のレベル、程度に応じた管理のあり方が必要。
遊歩道では、要求される安全性の程度が高く、重い安全管理の注意義務が生じる。

＊一方、登山は危険を伴う行為であり、登山道上での事故は登山者の自己責任が原則。
ただし、橋、柵などの人工物については、登山道に設置されたとしても一定の安全性が
要求され、事故が起きた場合に管理責任を問われる可能性がある。

＊管理者不明な登山道の場合、管理責任が生じにくいが、スポーツ基本法（ハイキング
などの施設整備の努力義務）等に則り、登山道の管理者を設定することが望ましい。

＊「管理する」＝「整備する」ではなく、危険性が高い箇所が存在する場合にはその旨を
表示することが、登山道を管理するということの意味の一つ。

＊登山道のレベルに応じた登山者が利用すれば事故は起こりにくい。
事故が起きなければ責任も生じない。
日本では賠償責任を負うことを恐れる風潮があるが、管理責任があってもそれがすなわち
注意義務違反となり賠償責任が生じるわけではないので、管理責任を恐れることなく
登山道の管理者になってもらえればよい。

要点
▲開催の様子



大雪山国立公園連絡協議会

大雪山国立公園連絡協議会・登山道維持管理部会 事務局 ホームページ facebook

大雪山国立公園ビジョンを実現するための
大雪山国立公園の “新たな” 協働型管理運営体制

TEL 01658-2-2574
TEL 0166-82-2527
TEL 01564-2-3337 

〒078-1741 上川郡上川町中央町603番地
〒071-1423 上川郡東川町東町1-13-15
〒080-1408 河東郡上士幌町字上士幌東3線235-33

環境省大雪山国立公園管理事務所
東川管理官事務所
上士幌管理官事務所

多様な関係者が協働した管理運営

大雪山国立公園地域の健全な発展

大雪山国立公園ビジョンの実現（方針、計画等の検討又は策定を含む）

大雪山国立公園の保全及び適正な利用を推進するための事業の実施 など

行政・民間
連携の体制

環境省北海道地方環境事務所

北海道上川総合振興局 北海道十勝総合振興局

富良野市 上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 南富良野町
士幌町 上士幌町 鹿追町 新得町

上川中部森林管理署 上川南部森林管理署
十勝西部森林管理署東大雪支署

北海道開発局 北海道運輸局

関係行政機関

＜主な取組＞

関係行政機関

北海道地方環境事務所 上川中部森林管理署 上川南部森林管理署
北海道上川総合振興局
富良野市 上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 南富良野町

維持管理関係団体 利用・環境教育関係団体

NPO 法人アース・ウィンド NPO 法人かむい
NPO 法人大雪山自然学校 勤労者山岳連盟（道央地区）
合同会社北海道山岳整備／一般社団法人大雪山・山守隊
山樂舎 BEAR 層雲峡ビジターセンター 大雪山倶楽部
大雪山国立公園パークボランティア連絡会 TREE LIFE 富良野山岳会
北海道山岳ガイド協会（表大雪地区）

大雪と石狩の自然を守る会 山のトイレを考える会

自然保護関係団体

調査・研究関係 他 オブザーバー団体

関係行政機関

北海道地方環境事務所 十勝西部森林管理署東大雪支署
北海道十勝総合振興局
士幌町 上士幌町 鹿追町 新得町

維持管理関係団体 利用・環境教育関係団体

NPO 法人ひがし大雪自然ガイドセンター
合同会社北海道山岳整備／一般社団法人大雪山・山守隊
山樂舎 BEAR 新得山岳会 大雪山国立公園パークボランティア連絡会
十勝山岳連盟

他 オブザーバー団体

東大雪地域登山道維持管理部会表大雪地域登山道維持管理部会

登山情報の
一元的な発信

登山者の利便性向上！
遭難防止！

登山道の管理強化

山岳地域の荒廃解消！

登山道補修の技術向上

補修情報の蓄積と共有

新たな登山道管理
モデルの構築へ！

(一社)層雲峡観光協会 (一社)ひがしかわ観光協会
(一社)美瑛町観光協会 (一社)かみふらの十勝岳観光協会
(一社)ふらの観光協会 NPO法人南富良野まちづくり観光協会

交通事業者

自然保護団体

研究者

大雪と石狩の自然を守る会 十勝自然保護協会

（株）りんゆう観光 ワカサリゾート（株）
道北バス（株） 旭川電気軌道（株）
十勝バス（株） 北海道拓殖バス（株）

観光協会

大雪山国立公園ビジョン概要版

大雪山国立公園が目指す姿

「まもり、活かし、つなげよう みんなでつくる、世界を魅了する大雪山国公園」

を実現するため、新たな組織ができ、大雪山国立公園ビジョンができました。

大雪山国立公園連絡協議会

取組結果は、総会で報告
事業のうち、登山道の荒廃に関する課題解決については、

部会が担う。

＜主な取組＞

関係者・関係団体
大雪山国立公園利用者
周辺地域住民

とのビジョンの共有

利用者が国立公園の
管理運営に参加するしくみ

（協力金など）の確立

大雪山国立公園
携帯トイレ普及宣言の

推進

利用者向け情報発信

目 的

大雪山国立公園管理運営計画の検討

ビジョン実現のための
アクションプラン

利用体験の質の向上
利用拠点の目的地化
ストーリー磨き上げ
利用拠点のエコ化

非管理区間の解消

施設の老朽化対策
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大雪山国立公園の価値と歩み 現状と課題

大雪山国立公園の目指す姿

○優れた価値
日本でここだけにしかない広大で原生的な山岳景観

○これまでの歩み
調査研究や保全のさきがけ
・石狩川上流霊域保護国立公園経営の件
建白書（霊山碧水など）

・大雪山調査会による学術研究と活用

大規模開発と
自然保護の調整

価値を損なわない範囲での
持続可能な利用がテーマへ
・大雪山グレード
・大雪山国立公園
携帯トイレ普及宣言

○気候変動 ○人口減少と高齢化、
ライフスタイルの変化、
価値観の多様化

○外国人利用者の増加
紅葉色づきの低下、
ササの増加、
降水量の増加

○利用拠点の低迷
①体験型利用の取組
旅行形態の変化への対応不十分
資源の発掘、評価、
ストーリー化が必要

②情報提供
体験型利用にアクセスするための情報発信
多言語による情報提供

大雪山国立公園90周年（2024年度）に向けて取組加速
10年後、2030年にビジョン達成状況の評価

地域の誇りとなり、世界の人々を魅了する山岳国立公園にするために！

多様な景観要素・高い生物多様性
高山植物、高山蝶、ヒグマ等大型哺乳類等
柱状節理、滝、温泉、湖、周氷河地形等

温泉利用、登山などの利用価値
⇒多様な観点から高い評価
（天然記念物、森林生態系保護地域、日本遺産など）

※ビジョンは、大雪山国立公園
管理運営計画に位置づけて実行

まもり、活かし、つなげよう みんなでつくる、世界を魅了する大雪山国立公園大雪山国立公園ビジョン

○山岳地域の荒廃
①保全上の課題
植生の変化、地形地質の侵食

②利用上の課題
施設の荒廃と老朽化、
し尿の問題、情報提供、
利用者間、利用者・管理者の軋轢
登山道の荒廃

③つながっていく国立公園

○来訪者に向けた情報発信

○大雪山国立公園に関わるすべての人々に向けた価値の発信

④みんなが協働して管理運営する国立公園

○協働型管理運営体制の維持
○管理運営への利用者の参加、周辺地域との連携
○みんなが学び成⾧し、将来世代へ引き継ぐ国立公園

②魅力を活かし、質の高い利用体験ができる国立公園

○山岳地域･･･大雪山グレードに応じた管理と利用
登山道荒廃の解消、案内板や誘導標識整備、し尿問題解決、
新たな利用形態により生ずる問題の解決

○山麓地域･･･利用体験の質の向上
利用拠点の目的地化、ストーリー磨き上げ、利用拠点のエコ化

①大雪山の自然環境が守られ、
より豊かになった国立公園

○山岳地域･･･大雪山グレードに応じた保全
植生、地形や土壌の回復、植生変化への対応、外来生物対策

○山麓地域･･･多様な景観要素の保全
峡谷と柱状節理、湖、滝、温泉など

溶岩台地と火山群 十勝三股の大樹海 十勝岳の火山活動

ヒグマ ホソバウルップソウ ナキウサギ アサヒヒョウモン

観光道路

ササの広がり（五色ヶ原） 外国人利用者による登山

登山道の侵食

放置された排泄物
やトイレットペーパー

利用拠点の廃屋（撤去前）



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業

事業イメージ

間接補助事業（定額、1/2、2/3）、請負事業

①国立公園等で「遊び、働く」という健康でサステナブルなライフスタイルを推進し、地方創生に貢献。

②感染症対策を徹底した上で、国立公園、国民保養温泉地等において魅力的な冬期・春期のツアー等やワーケーション

を実施することで、新型コロナウイルス感染拡大により減退した公園利用の反転攻勢と地域経済の再活性を図る。

国立公園等での誘客やワーケーションの推進によりライフスタイル変革と地域活性化を図ります。

地方公共団体・民間事業者（山小屋等）・団体・協議会等

令和２年度

自然環境局 国立公園課 電話：03-5521-8277／国立公園利用推進室 電話：03-5521-8271

■補助対象

新型コロナウイルスにより、国立・国定公園及び国民保養温泉地では、観光事

業者等に甚大な影響が出ている。一方、自然体験、サステナビリティ、健康等

への関心が高まっており、国立公園等は大きなポテンシャルを有している。

①国立・国定公園での滞在型ツアーの推進

地域一体となった自然体験型のツアー等の企画・実施・準備、海岸清掃・修

景伐採等の環境整備、感染症対策、e-bike利用等による脱炭素化等を支援。

②国立・国定公園、温泉地でのワーケーションの推進

地域一体となったワーケーションの企画・実施、Wi-Fi等の環境整備、パー

テーションやCO2濃度センサー設置等の感染症対策、e-bike利用等による脱

炭素化等を支援。

③国内外向けプロモーション

国立公園等の魅力を訴求するプロモーション等を実施。

・各地域で滞在型ツアーや
ワーケーションを推進し、国
立公園等の魅力とともにプロ
モーション

・自然体験、サスティナビリ
ティ、健康等への関心が高
まっており、それを踏まえた
ツアー等の造成を支援

・感染症対策を徹底した温泉
宿等のワークスペースで健康
かつクリエイティブに働ける
ワーケーションを推進

【令和２年度３次補正予算 2,993百万円】

＜参考：令和２年度補正予算3,000百万円（国立公園等への誘客・ワーケーションの推進と収束までの間の地域の雇用の維持・確保）＞
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